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評価書 

 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人自動車事故対策機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 令和４年度（第５期） 

中期目標期間 令和４～令和９年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣  国土交通大臣 

 法人所管部局  自動車局 担当課、責任者  大臣官房参事官（自動車（保障）） 出口 まきゆ 

 評価点検部局  政策統括官 担当課、責任者  政策評価官 渋武 容 

主務大臣  

 法人所管部局  担当課、責任者  

 評価点検部局  担当課、責任者  

 

 

３．評価の実施に関する事項 

評価の実効性を確保するため実施した手続き等は、以下のとおり。 

・令和５年６月２６日 理事長及び監事等ヒアリング実施 

・令和５年７月 ４日 外部有識者から意見聴取実施 

堀田 一吉  (慶應義塾大学商学部教授) 

 有賀 徹   ((独)労働者健康安全機構理事長、昭和大学名誉教授) 

  園  高明  (弁護士、元公益財団法人日弁連交通事故相談センター副理事長) 

  春日 伸予  (芝浦工業大学工学部教授) 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

特になし 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

B     

評定に至った理由 「独立行政法人の評価に関する指針」（平成２６年９月２日総務大臣決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成２７年４月１日国土交通省決定）の規定に基づ

き重要度の高い項目を考慮した項目別評定の算術平均に最も近い評定が「Ｂ評定」であること、また、下記事項を踏まえ「Ｂ評定」とする。 

 

【項目別評定の算術平均】 

（Ａ４点×４項目＋Ａ４点×１項目×２＋Ｂ３点×１８項目＋Ｂ３点×１項目×２）÷（２４項目＋２項目）≒３．２３ 

※なお、算術にあたっては、評定毎の点数をＳ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い２項目（項目別評定総括表、項目別評定調書参照）につ

いては、加重を２倍としている。 

 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 項目別評定のとおり、評価項目全 24 項目のうち５項目について「中期計画における所期の目標を上回る成果が得られている」、19 項目について「中期計画における所期の目標

を達成している」と認められる業務運営を行っており、特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、安定的な経営が実現できていることから、法人全体としておおむね

中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

特に全体の評価に影響を与える事象は無かった 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

該当なし 

その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

該当なし 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 該当なし 

 

その他特記事項 該当なし 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考  中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備

考 

 

 ４ 

年度 

５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

  ４ 

年度 

５ 

年度 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 安全指導業務等 Ｂ         効率的な運営体制の確保、管理業

務の簡素化等 

Ｂ     ２－１－１  

 指導講習、適性診断の充実・

改善 

Ｂ     １－１    

民間参入の促進 Ａ重     １－１    一般管理費・業務経費の削減、調

達等合理化の取組の推進 

Ｂ     ２－１－２  

運輸安全マネジメント制度等

の浸透・定着 

Ｂ     １－１    外部評価の実施、公表 Ｂ     ２－１－３  

国の安全対策への貢献 Ｂ     １－１    業務のデジタル化及びシステムの

最適化 

Ｂ     ２－２  

 被害者援護業務 Ｂ        Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

  治療・看護の充実 Ｂ重     １－２    財務運営の適正化 Ｂ     ３－１  

 知見・成果の普及促進、在宅

介護者への支援 

Ｂ     １－２    自己収入等の拡大 Ｂ     ３－２  

 介護料の支給等 Ａ○

重 

    １－２    保有資産の見直し Ｂ     ３－３  

 自動車事故被害者等への相談

対応及び情報提供の充実等 

Ｂ     １－２    短期借入金の限度額 －     ３－４  

 貸付・精神的な支援の実施 Ｂ     １－２    不要財産又は不要財産となること

が見込まれる財産の処分に関する

計画 

－     ３－５  

 債権管理・回収の強化 Ｂ     １－２    重要な財産を譲渡し、又は担保に

供する計画 

－     ３－６  

自動車アセスメント情報提供業

務 

Ｂ         剰余金の使途 －     ３－７  

 効率的・効果的な試験・評価

の実施 

Ｂ○

重 

    １－３   Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 

  わかりやすい情報提供 Ａ     １－３    内部統制の充実強化、情報セキュ

リティ対策 

Ｂ     ４－１  

            施設及び設備に関する計画 Ｂ     ４－２  

           人事に関する計画 Ｂ     ４－３－１  

            人材の活用・育成 Ａ     ４－３－２  

           自動車事故対策に関する広報活動 Ａ     ４－４  

 

※1 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※2 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※3 重点化の対象とした項目については、各評語の横に「重」を付す。 

※4 「項目別調書№」欄には、４年度の項目別評定調書の項目別調書№を記載。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ 安全指導業務等 指導講習・適性診断の充実・改善、民間参入の促進、運輸安全マネジメント制度等の浸透・定着、国の安全対策への貢献 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標：5 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

施策目標：16 自動車事故の被害者の救済を図る 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1号、第 2号及び第 9号 

当該項目の重要度、困難

度 

・民間参入の促進【困難度：高】 

民間参入の促進については、運輸業の事業者団体等の経営判断等

の外部要因に強く影響を受ける指標であるため。 

 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 188－3 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度    ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

指導講習実

施回数、受講

者数 

－ 
2,861回

111,127人 

3,114回
109,225人 

    予算額（千円） 2,485,000     

指導講習(基

礎・一般)受

講者数 

－ 109,952人 107,965人     
決算額（千円） 

※注１～注３ 
2,385,723     

適性診断受

診者数 
－ 418,490人 418,371人     

経常費用（千円） 

※注１～注３ 
3,094,380     

適性診断（一

般、Ｃ付、初

任、適齢）支

所内受診者

数 

－ 263,312人 263,937人     
経常利益（千円） 

※注１～注３ 
 78,770     

一般診断受

診者数 
－ 234,437人 231,178人     行政コスト（千円） 3,094,588     

一般診断支

所外受診者

数 

－ 138,921人 137,733人     
従事人員数 

※注４ 
319     

一般診断支

所外受診率 

中期目標

期間の各

年度にお

いて 55％

以上 

59.3％ 

（計画） 
55％以上 
（実績） 
59.6％ 

          

達成度 － 118.6％ 108.4％           
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指導講習テ

キスト頒布

数 

中期目標

期間の最

終年度ま

でに

250,000

冊以上 

65,774冊 

（計画） 

50,000冊 

（実績） 

61,243冊 

    

  

      

達成度 － 243.6％ 122.5％           

指導講習講

師要件研修

参加者数 

－ 83人 110人           

指導講習民 

間参入事業

者数（年度末

事業者数） 

－ 140者 141者           

ナスバネッ

ト提供数 

中期目標

期間の最

終年度ま

でに

260,000

件以上 

60,615件 

（計画） 
52,000件 
（実績） 
64,884件 

          

達成度 － － 124.8％           

カウンセラ

ー要件研修

参加者数 

－ 40人 41人           

適性診断民 

間参入事業

者数（年度末

事業者数） 

－ 120者 121者           

安全マネジ

メント評価

実施事業者

数 

－ 21者 56者           

安全マネジ

メントコン

サルティン

グ実施件数 

－ 11件 11件           

講師派遣実

施件数 
－ 309件 438件           

ガイドライ

ンセミナー

実施回数、参

加人数 

－ 
113回 

1,822人 

107回 
1,741人 
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リスク管理

（基礎）セミ

ナー実施回

数、参加人数 

－ 
98回 

1,199人 

85回 

1,046人 
          

内部監査（基

礎）セミナー

実施回数、参

加人数 

－ 
88回 

1,000人 

85回 

972人 
          

防災マネジ

メントセミ

ナー実施回

数、参加人数 

－ 
15回 

548人 

37回 
643人 

          

安全マネジ

メントセミ

ナー参加人

数 

－ － －           

危険予知ト

レーニング

教材頒布数 

－ 1,181部 486部           

貸切バス事

業者安全性

評価認定制

度への協力

件数 

－ 276件 236件           

貸切バス適

正化事業へ

の協力件数 

－ 13件 18件           

自動車運送

事業の運行

の安全確保

に関する活

用度（講習） 

中期目標

期間の年

度毎に

4.00以上 

－ 

（計画） 
4.00以上 
（実績） 
4.55 

          

達成度 － － 113.8％           

自動車運送

事業の運行

の安全確保

に関する活

用度（診断） 

中期目標

期間の年

度毎に

4.00以上 

－ 

（計画） 
4.00以上 
（実績） 
4.65 

          

達成度 － － 116.3％           
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 自動車運送

事業の運行

の安全確保

に関する活

用度（事業

者） 

中期目標

期間の年

度毎に

4.00以上 

－ 

（計画） 
4.00以上 
（実績） 
4.33 

    

 

 

      

達成度 － － 108.3％           

運輸安全マ

ネジメント

の浸透・定着

度に関する

活用度 

中期目標

期間の年

度毎に

4.00以上 

－ 

（計画） 
4.00以上 
（実績） 
4.70 

          

達成度 － － 117.5％           

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「安全指導業務等」の実績

額（安全指導業務等全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益

を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務しており業

務ごとに切り分けられないため、常勤職員数 347人から計上可能な本部の間接部門専

属人数 28人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

      安全指導業務等の評定：Ｂ 

【細分化した項目の評定の

算術平均】 

（Ａ4点×1項目＋Ｂ3点×

3項目）÷4項目=3.25 

⇒算術平均に最も近い評定

は「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎

の点数を、Ｓ：5点、Ａ：4

点、Ｂ：3点、Ｃ：2点、Ｄ：

1 点とし、重要度の高い項

目については加重を 2 倍と

している。 

安全指導業務等の評定：Ｂ 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ａ４点×１項目+Ｂ３点×３項目）÷４項

目＝3.25 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ｂ」評定であ

る。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５

点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１

点としている。 

 

〈評定に至った理由〉 

安全指導業務等のうち困難度を「高」と設

定している「民間参入の促進」については、

指導講習講師・適性診断カウンセラーの資格

要件研修の実施といった取組を着実に実施

している上に、指導講習教材の頒布数やナス

バネットの提供数は年度計画を上回ってい

る。さらに、他の認定機関の認定取得後の安

全指導業務の質の維持が図られるよう指導

講習テキストの内容や法令改正等のポイン

トを教示する「指導講習認定機関連絡会」の

開催や、適性診断カウンセラーの教育・訓練

を実施していることは高く評価できる。 

以上のとおり「民間参入の促進」において

「所期の目標を上回る成果が得られている」

と認められるほか、下記のとおり、その他の

細分化された３項目において「所期の目標を

達成している」と認められる。このため、こ

れら細分化された項目の算術平均をもとに

B 評定とする。 

 

 （１）安全指導業務

等 

① 安全指導業務

等が事業用自動

車の事故防止に

重要な役割を果

たしていること

を踏まえ、全国に

（１）安全指導業務

等 

① 全国に存在する

自動車運送事業者

に対し、全支所を

通じて、一律かつ

質の高い指導講

習・適性診断の受

（１）安全指導業務

等 

① 全国に存在する

自動車運送事業者

に対し、全支所を

通じて、一律かつ

質の高い指導講

習・適性診断の受

＜主な定量的指標＞ 

・一般診断支所外受

診率 

・自動車運送事業者

の運行の安全確保

への活用度 

 

＜その他の指標＞ 

＜主要な業務実績＞ 

１）安全指導業務実績 

  安全指導業務における指導講習

受講者数及び適性診断受診者数の

実績は、以下のとおり、指導講習

受講者数の総数は、109,225人

（前年度111,127人）、適性診断

受診者数の総数は、418,371人

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

・新型コロナウイルス感染

防止対策を最優先としな

がら全支所において、一

律かつ質の高い指導講習

及び適性診断の受講・受

診等の機会を提供した。 

・関係法令の改正に応じた

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当で

あると確認できた。 
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存在する自動車

運送事業者に対

し、全国一律かつ

質の高い指導講

習・適性診断の受

講・受診等の機会

を提供する。 

  あわせて、効果

を検証しつつ、非

対面・遠隔の方式

による指導講習・

適性診断の充実

を図る等、ICT 技

術の活用による

ユーザーの利便

性の向上と業務

運営の効率化を

図る。 

  また、これまで

蓄積した知見等

を活用して新た

な安全対策への

貢献を検討する

とともに、関係法

令の改正に応じ

て、指導講習教材

の改定を行う等

により安全指導

業務の一層の充

実を図る。 

これらの施策

を実施すること

により、自動車運

送事業者の運行

の安全確保への

活用度を評価し、

事業者等に対す

る 5段階評価の調

査において、中期

目標期間の年度

毎に 4.00 以上と

する。 

講・受診等の機会

を提供します。 

あわせて、効果

を検証しつつ、非

対面・遠隔の方式

による指導講習・

適性診断の充実を

図るほか、インタ

ーネット適性診断

システムの契約事

業者等（注１）によ

る支所以外での一

般診断受診者の割

合を中期目標期間

の各年度において

55％以上とする

等、ICT技術の活用

によるユーザーの

利便性の向上と業

務運営の効率化を

図ります。 

また、これまで

蓄積した知見等を

活用して新たな安

全対策への貢献を

検討するととも

に、関係法令の改

正に応じて、指導

講習教材の改定を

行う等により、安

全指導業務の一層

の充実を図りま

す。 

これらの施策を

実施することによ

り、自動車運送事

業者の運行の安全

確保への活用度を

評価し、事業者等

に対する 5 段階評

価の調査におい

て、中期目標期間

講・受診等の機会

を提供します。 

あわせて、効果

を検証しつつ、非

対面・遠隔の方式

による指導講習・

適性診断の充実を

図るほか、インタ

ーネット適性診断

システムの契約事

業者等（注１）によ

る支所以外での一

般診断受診者の割

合を55％以上とす

る等、ICT技術の活

用によるユーザー

の利便性の向上と

業務運営の効率化

を図ります。 

また、これまで

蓄積した知見等を

活用して新たな安

全対策への貢献を

検討するととも

に、関係法令の改

正に応じて、指導

講習教材の改定を

行う等により、安

全指導業務の一層

の充実を図りま

す。 

これらの施策を

実施することによ

り、自動車運送事

業者の運行の安全

確保への活用度を

評価し、事業者等

に対する５段階評

価の調査におい

て、4.00以上とし

ます。 

 

・適性診断受診者数 

・指導講習受講者数 

・指導講習の開催数 

＜評価の視点＞ 

・全国に存在する自

動車運送事業者に

対し、全支所を通

じて、一律かつ質

の高い指導講習・

適性診断の受講・

受診等の機会が提

供されているか。 

・指導講習教材の改

定が適切になされ

ているか。 

・非対面・遠隔の方

式による指導講

習・適性診断の充

実を図っている

か。 

・インターネット適

性診断システムに

よる支所以外の一

般診断受診者の割

合が55％以上確保

されているか。 

（前年度418,490人）となった。 

令和4年度においては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受け

ながらも、地域によって自動車運

送事業者の輸送の安全確保に空白

が生じることのないよう、全国の

支所において、「※新型コロナウ

イルス感染防止対策ガイドライ

ン」に基づき感染防止対策を最優

先としながら、安全・安心な受講

等の機会を提供した。なお、指導

講習においては、感染防止対策を

目的として令和2年11月から開始

した「動画視聴方式」を令和4年

度においても引き続き、小規模・

多頻度で開催することにより、受

講機会を拡大させる等の利便性向

上を図った。 

全国一律のサービス提供のた

め、全国50支所において指導講

習・適性診断を実施し、指導講習

においては開催回数3,114回（前

年度2,861回）に上る受講機会を

提供した。適性診断については、

支所での実施に加え、事業者への

適性診断機器の導入促進及び貸出

機器の利用促進を図ることによ

り、受診機会の拡大に努めた。 

 ※新型コロナウイルス感染防止対

策ガイドライン：政府機関等が発

出している指針に基づく他、公衆

衛生の専門家の監修の下に策定 

 

２）指導講習教材の改定 

  指導講習テキストに「飲酒運

転、迷惑運転等の防止」、「健康

起因事故・高齢運転者の事故防

止」等に関する内容を掲載し、指

導講習において周知・啓発を図っ

た。 

また、関係法令の改正に応じ

て、最新の法令を指導講習テキス

最新情報を指導講習教材

に掲載するとともに、高

齢者事故防止対策等に応

じた指導講習テキストを

製作し、指導講習におい

て周知・啓発を行った。 

・非対面・遠隔の方式によ

る指導講習・適性診断の

充実を図る取組として

「動画視聴方式」による

指導講習の開催を拡大

し、遠隔カウンセリング

の実施体制を整備する

等、充実を図った。 

・ナスバネットを適切に管

理し、契約事業者におい

て 24時間 365日受診でき

る環境を維持、その利便

性を周知し、利用促進を

図ることにより、目標値

55％を上回る 59.6％の支

所外受診率を達成した。 

以上により、年度計画を

十分に達成しているもの

と判断しＢ評価とするも

のである。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、全国に存在す

る自動車運送事業者に対

し、全支所を通じて、一

律かつ質の高い指導講

習・適性診断の受講・受

診等の機会を提供してい

く。あわせて、効果を検

証しつつ、非対面・遠隔

の方式による指導講習・

適性診断を実施してい

く。 

・これまで蓄積した知見等

を活用して新たな安全対

策への貢献の方法を検討
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【指標】 

・指導講習受講者数

（平成 29 年度か

ら令和 2年度まで

の平均受講者数：

122,272人） 

・適性診断受診者数

（平成 29 年度か

ら令和 2年度まで

の平均受診者数：

455,698人） 

の年度毎に 4.00以

上とします。 

 

（注１）「契約事業

者」とは、機構の

インターネット

適性診断システ

ム利用規約に基

づき、機構との

間で利用契約を

締結した契約当

事者をいう。 

 

 

（注１）「契約事業

者」とは、機構の

インターネット

適性診断システ

ム利用規約に基

づき、機構との

間で利用契約を

締結した契約当

事者をいう。 

トに掲載した。 

 

３）非対面・遠隔の方式による指導

講習・適性診断の充実 

①「動画視聴方式」による指導講習

の開催拡大 

コロナ禍における受講機会の確

保及びデジタル技術の活用の推進

を目的として、受講方式の選択肢

を増加することで、利用者利便の

向上に寄与するため、令和2年度

より全国において開始している

「動画視聴方式」による指導講習

を、より積極的に開催した。 

また、支所内の適性診断ブース

を活用して実施する等、効率的な

受講機会の提供に努めたことによ

り、1,750回（基礎講習：109回、

一般講習1,641回）実施し、

28,042人（基礎講習：2,933人、

一般講習：25,109人）が受講し

た。 

② 遠隔カウンセリング実施体制の

整備 

  令和4年2月、国土交通省におい

て、適性診断受診者の利便性向上

を図ることを目的として、適性診

断受診後の「指導及び助言（カウ

ンセリング）」に関し、受診者・

カウンセラー間において情報通信

機器を通して実施する「遠隔カウ

ンセリング」の実施を規定した告

示改正がなされた。併せて、実施

に関する留意事項等を定めた取扱

い通達が発出された。 

これを受け、同年3月に遠隔カ

ウンセリングの実施のために内部

規程等を整備し、国土交通省へ提

出し、受理された。令和4年度に

は支所間支援及び出張診断支援を

実現するために試行運用を実施し

た。遠隔カウンセリングの実施に

するとともに、関係法令

の改正に応じて、指導講

習教材の改定を行う等に

より、安全指導業務の一

層の充実を図る。 
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係る取扱いについて、通達を発出

し、令和5年1月より遠隔カウンセ

リングを実施出来る体制を整備し

た。 

 

４）支所以外での一般診断の受診促

進 

 契約事業者等への利用促進 

  契約事業者等に対する一般診断

の利用促進を図り、ナスバ支所以

外での一般診断受診率59.6%を確

保した。 

  契約事業者に対しては、ナスバ

ネット（ナスバのインターネット

を活用した適性診断システム）の

利用による以下のメリット等の情

報提供を行った。 

 ・自社において24時間365日いつ

でも適性診断ができること。 

 ・過去の適性診断の受診状況につ

いて情報を提供し、繰り返し受診

が事故防止に対して、より一層効

果的であること。 

これらの情報提供により、契約

事業者のナスバネットの利用促進

が図られた。 

 

５）自動車運送事業者の運行の安全

確保への活用度 

全支所において、一律かつ質の

高い指導講習・適性診断を提供す

るための参考情報とすべく、指導

講習受講者・適性診断受診者・事

業者に対し、アンケート調査を実

施した。それぞれ以下のとおり、

4.00以上の評価を得た。 

【指導講習】4.55 

【適性診断】4.65 

【事業者】4.33 
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 ② 引き続き、指導

講習及び適性診断

（以下「安全指導

業務」という。）の

実施に参入を希望

する民間団体等に

対し、認定取得に

向けた支援を行

う。 

また、参入希望

者に対して、これ

まで蓄積した知見

等を活用した支援

を実施すること

で、参入が促進さ

れるとともに参入

事業者による安全

指導業務の質の維

持が図られるよ

う、中期目標期間

の最終年度までに

参入事業者に対し

て指導講習教材頒

布数 250,000 冊以

上、ナスバネット

（適性診断システ

ム）提供数 260,000

件以上とする。 

 

【指標】 

・民間参入促進を目

的とした講師資格

要件研修参加者数

（平成 29 年度か

ら令和 2 年度まで

の平均参加者数：

72者(112 人)) 

・民間参入促進を目

的としたカウンセ

ラー要件研修参加

者数（平成 29年度

から令和 2 年度ま

② 引き続き、指導

講習及び適性診断

（以下「安全指導

業務」という。）の

実施に参入を希望

する民間団体等に

対し、認定取得に

必要な要件研修の

実施及び指導講習

講師、適性診断カ

ウンセラーへの教

育訓練、指導講習

教材の頒布やナス

バネット（適性診

断システム）の提

供などにより、認

定取得を支援しま

す。 

  また、参入事業

者による安全指導

業務の質の維持が

図られるよう、中

期目標期間の最終

年度までに指導講

習用テキスト頒布

数 250,000 冊以

上、ナスバネット

提供数 260,000 件

以上とします。 

② 引き続き、指導

講習及び適性診断

（以下「安全指導

業務」という。）の

実施に参入を希望

する民間団体等に

対し、認定取得に

必要な要件研修の

実施及び指導講習

講師、適性診断カ

ウンセラーへの教

育訓練、指導講習

教材の頒布やナス

バネット（適性診

断システム）の提

供などにより、認

定取得を支援しま

す。 

また、参入事業

者による安全指導

業務の質の維持が

図られるよう、指

導講習用テキスト

頒布数 50,000冊以

上、ナスバネット

提供数 52,000件以

上とします。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・指導講習テキスト

頒布数 

・ナスバネット提供

数 

 

＜その他の指標＞ 

・指導講習講師要件

研修参加者数 

・カウンセラー要件

研修参加者数 

・指導講習民間参入

者数（年度末事業

者数） 

・適性診断民間参入

者数（年度末事業

者数） 

 

＜評価の視点＞ 

・民間参入の促進に

向けた支援が確実

に行われている

か。 

・他の認定機関によ

る安全指導業務の

質を維持するため

の取組がなされて

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）民間参入団体等のニーズに応じ

た認定取得支援 

認定取得に必要な要件研修の実

施時に、国土交通大臣に対する認

定申請等に関する照会を多数受け

たことから、平成 28 年度より要件

研修終了後、希望者を募って認定

取得に関する相談を受けるなど民

間参入希望団体等に対する認定取

得のための支援を行った（参加者

9者、13名） 

 

２）認定取得に必要な要件研修の実

施等 

①民間参入希望団体等に対して、

要件研修を以下のとおり行った。 

【指導講習】 

・第一種講師要件研修 6 回開催、

延べ 65者 110名。 

【適性診断】 

・第一種カウンセラー要件研修 3

回開催、延べ 30者 41名。 

②教育訓練の実施 

他の認定機関の第一種講師及び

適性診断カウンセラーに対する研

修を以下のとおり行った。 

【指導講習】 

・第一種講師研修：3回開催、延べ

5者 13名。 

【適性診断】 

・カウンセラー教育・訓練：11回

開催、延べ 25者 45名。 

③指導講習テキスト・ナスバネッ

トアプリケーションソフトウェ

アの提供 

指導講習の他の認定機関に対

し、指導講習テキストを 127者に

61,243 冊頒布（基礎講習用テキ

スト 20,496 冊、一般講習用テキ

スト 40,707 冊、特別講習用テキ

スト 40 冊）し、適性診断の他の

＜評定と根拠＞ 評定：Ａ 

・新たに認定機関になろう

とする民間団体等に対し

て、ナスバネットの提供の

ほか、指導講習講師や適性

診断カウンセラーの資格要

件研修の実施、認定取得に

関する相談に対応する等、

認定取得に向けた支援を着

実に実施した。 

・他の認定機関の認定取得

後の質を維持するための

支援として「指導講習認

定機関連絡会」及び「カウ

ンセラー教育・訓練」を行

うとともに、計画を大幅

に上回る指導講習教材の

頒布及びナスバネットの

提供を行った。（指導講習

教材の頒布：対計画値

122.5%、ナスバネット提

供数：対計画値 124.8%） 

以上により、民間参入の

促進に向けた支援や参入後

の安全指導の質の確保に向

けた支援について、年度計

画を大きく上回っており、

安全指導業務の裾野の拡大

に寄与したと判断し、Ａ評

価とするものである。 

評定 Ａ 

〈評価に至った理由〉 

 令和４年度においては、民間参入団体等の

ニーズに応じた認定取得に向けての支援と

して、以下の取組を行っている。 

 

○認定取得に必要な要件研修の実施 

〈実績〉 

【指導講習】 

・第一種講師要件研修 6回開催、延べ 65者

110 名 

【適性診断】 

・第一種カウンセラー要件研修 3回開催、延

べ 30者 41名 

 

〇教育訓練の実施 

・他の認定機関の適性診断カウンセラー及

び第一種講師に対する研修の実施 

【指導講習】 

・第一種講師研修：3 回開催、延べ 5者 13名 

【適性診断】 

・カウンセラー教育・訓練：11回開催、延べ

25者 45名 

 

〇民間参入団体等のニーズに応じた認定取

得にかかる相談支援 

〈実績〉 

参加者 9者、13名 

 

○指導講習用テキストの頒布やナスバネッ

ト（適性診断システム）の提供 

 ＜実績＞ 

【指導講習テキスト】 

127 者に 61,243冊頒布（基礎講習用テキス

ト 20,496 冊、一般講習用テキスト 40,707

冊、特別講習用テキスト 40 冊）（年度計画

比 122.5％） 

【適正診断システム】 

106 者に対し、ナスバネット 521 台分のア

プリケーションを提供するとともに、

64,884 人（一般診断：16,639 人、初任診

断:28,686 人、適齢診断：18,632 人、特定
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 での平均参加者

数：39者(50 人)) 

・指導講習参入事業

者数（令和 2 年度

末の参入事業者

数：137者） 

・適性診断参入事業

者数（令和 2 年度

末の参入事業者

数：117者） 

 

【困難度：高】 

民間参入の促進に

ついては、運輸業の

事業者団体等の経営

判断等の外部要因に

強く影響を受ける指

標であるため。 

認定機関に対しては、106者に対

し、ナスバネット 521台分のアプ

リケーションを提供するととも

に、64,884人（一般診断：16,639

人、初任診断:28,686 人、適齢診

断：18,632人、特定診断Ⅰ･Ⅱ：

927人）分の測定を提供した。 

④安全指導業務の質の維持 

他の認定機関の安全指導業務

の質の維持が図られるよう平成

27 年度より毎年 5 月に、各主管

支所において「指導講習認定機関

連絡会」を開催している。令和 4

年度については、140 者に対して

指導講習テキストの内容や法令

改正等のポイントを教示した。 

 

３）民間参入の状況 

上記取組等の結果、令和 4 年度

において、指導講習 5 者、適性診

断 3 者が国土交通省の認定を受け

た。 

なお、令和 4 年度末現在におけ

る認定団体の総数は、指導講習

141 者、適性診断 121 者となって

いる（いずれもナスバを除く）。 

 

診断Ⅰ･Ⅱ：927人）分の測定を提供した。

（年度計画比 124.8％） 

 

〇「指導講習認定機関連絡会」を開催し指導

講習テキストの内容や法令改正等のポイン

トを教示 

 

以上により、年度計画における所期の目標

を大幅に上回る成果が得られていると認め

られるため、Ａ評定とした。 

 

○主な定量的指標 

 計画 実績 達成度 

指 導 講

習 テ キ

ス ト 配

布数 

50,000

冊 

61,243

冊 

122.5％ 

ナ ス バ

ネ ッ ト

提供数 

52,000

件 

64,884

件 

124.8％ 

 

 ＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・Ａ評定について異論はない。 

 ③ 事業者自らが主

体的に輸送の安全

性の向上を図る運

輸安全マネジメン

ト業務について

は、主に中小規模

の事業者を対象と

した運輸安全マネ

ジメント評価、講

習会、コンサルテ

ィング等の実施に

より、国の取組と

連携して安全指導

業務等において蓄

積した経験・知見

③ 事業者自らが主

体的に輸送の安全

性の向上を図る安

全マネジメント業

務については、主

に中小規模の運送

事業者を対象とし

た運輸安全マネジ

メント評価、講習

会、コンサルティ

ング等の実施によ

り、国の取組と連

携して安全指導業

務においてこれま

で蓄積した知見等

③ 事業者自らが主

体的に輸送の安

全性の向上を図

る運輸安全マネ

ジメント業務に

ついては、主に中

小規模の事業者

を対象とした運

輸安全マネジメ

ント評価、講習

会、コンサルティ

ング等の実施に

より、国の取組と

連携して安全指

導業務において

＜主な定量的指標＞ 

・自動車運送事業者

の運輸安全マネジ

メント制度の浸

透・定着による自

動車事故防止への

活用度 

 

＜その他の指標＞ 

・安全マネジメント

評価実施事業者数 

・安全マネジメント

コンサルティング

実施件数 

・講師派遣件数 

＜主要な業務実績＞ 

１）安全マネジメント業務に係る取

組 

安全マネジメント業務について

は、国の取組と連携して安全指導

業務において蓄積した経験・知見

や全国に支所を有する体制を活用

しつつ、「新型コロナウイルス感染

防止対策ガイドライン」に基づき

感染防止対策を最優先としなが

ら、自動車運送事業者全般への浸

透・定着を図るため、以下の取組

を実施した。 

・安全マネジメント評価事業 

自動車運送事業者自らが構築

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

・コロナ禍においても、全

国に支所を有する体制を

活用し、自動車運送事業

者に対して運輸安全マネ

ジメント評価、コンサル

ティング、講師派遣の実

施、安全マネジメント関

係講習会等の開催を通じ

て、前年度に引き続き、新

型コロナウイルス感染防

止対策を講じつつ、運輸

安全マネジメントの浸

透・定着に取り組んだ。 

・受講者・事業者に対する 5

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当で

あると確認できた。 
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や全国に支所を有

する体制を活用し

つつ、自動車運送

事業者全般への制

度の浸透・定着を

図る。 

  また、安全指導

業務に係るこれま

で蓄積した知見等

を活用し、国際標

準化機構（ISO）の

道路交通安全マネ

ジメントシステム

の 国 際 規 格

（ISO39001）に係

る国内審議委員会

事務局を引き続き

担うなど、安全マ

ネジメント業務の

一層の充実・改善

を図る。 

これらの施策を

実施することによ

り、自動車運送事

業者の運輸安全マ

ネジメント制度の

浸透・定着による

運行の安全確保へ

の活用度を評価

し、事業者等に対

する５段階評価の

調査において、中

期目標期間の年度

毎に 4.00 以上と

する。 

 

【指標】 

・安全マネジメント

認定セミナー受講

者数（平成 29年度

から令和 2 年度ま

での平均受講者

や全国に支所を有

する体制を活用し

つつ、自動車運送

事業者全般への制

度の浸透・定着を

図ります。 

  また、安全指導

業務に係るこれま

で蓄積した知見等

を活用し、国際標

準化機構（ISO）の

道路交通安全マネ

ジメントシステム

の 国 際 規 格

（ISO39001）に係

る国内審議委員会

事務局を引き続き

担うなど、安全マ

ネジメント業務の

一層の充実・改善

を図ります。 

これらの施策を

実施することによ

り、自動車運送事

業者の運輸安全マ

ネジメント制度の

浸透・定着による

自動車事故防止へ

の活用度を評価

し、事業者等に対

する 5 段階評価の

調査において、中

期目標期間の年度

毎に 4.00 以上を

目指します。 

蓄積した経験・知

見や全国に支所

を有する体制を

活用しつつ、自動

車運送事業者全

般への制度の浸

透・定着を図りま

す。 

また、安全指導

業務に係るこれ

まで蓄積した知

見等を活用し、国

際 標 準 化 機 構

（ISO）の道路交

通安全マネジメ

ントシステムの

国 際 規 格

（ISO39001）に係

る国内審議委員

会事務局を引き

続き担うなど、運

輸安全マネジメ

ント業務の一層

の充実・改善を図

ります。 

これらの施策

を実施すること

により、自動車運

送事業者の運輸

安全マネジメン

ト制度の浸透・定

着による自動車

事故防止への活

用度を評価し、事

業者等に対する 5

段階評価の調査

において、4.00 以

上を目指します。 

・ガイドラインセミ

ナー実施回数、参

加人数 

・リスク管理（基礎）

セミナー実施回

数、参加人数 

・内部監査（基礎）セ

ミナー実施回数、

参加人数 

・防災マネジメント

セミナー実施回

数、参加人数 

・安全マネジメント

セミナー参加人数 

・危険予知トレーニ

ング教材頒布数 

 

＜評価の視点＞ 

・自動車運送事業者

全般への運輸安全

マネジメント制度

の浸透・定着に向

けた体制の構築、

改善の支援の実施

及び安全マネジメ

ント業務の一層の

充実・改善が図ら

れているか。 

 

した安全管理体制等がシステム

として適切に機能しているか等、

安全に関する取組の優れている

点を評価し、また、改善の余地の

ある点を助言することにより、安

全管理体制の構築及び改善を図

ることへの支援を行うナスバ運

輸安全マネジメント評価を実施

した。 

【実績】56 事業者（前年度 21 事

業者） 

・安全マネジメントコンサルティン

グ・講師派遣 

①安全マネジメントコンサルティ

ング 

事業者が抱える問題点等を的確

に把握するとともに、事業者にと

って最良のプランを提示し、それ

を事業者が確実に実施できるよう

サポートを行うことで、自動車運

送事業者における安全風土の確立

を目的とした、安全マネジメント

コンサルティングを各所で実施し

た。 

【実績】11件（前年度 11件） 

②講師派遣 

自動車運送事業者及び事業者団

体等からの要請により、輸送の安

全意識の向上及び関係法令遵守等

の専門的知見を広げるため、講師

派遣を各所で実施した。 

 【実績】438件（前年度 309件） 

・安全マネジメント関係講習会 

安全指導業務において蓄積した

経験・知見や全国に支所を有する

体制を活用し、自動車運送事業者

を対象に「ガイドラインセミナー・

リスク管理（基礎）セミナー・内

部監査（基礎）セミナー・防災マ

ネジメントセミナー」を開催し、

事業経営者に対する情報提供や先

進的な取組の紹介等を行い、運輸

段階評価の調査における

自動車運送事業者の運輸

安全マネジメント制度の

浸透・定着による自動車

事故防止への活用度につ

いても全体的な評価で

4.00 以上を達成してい

る。 

以上により、年度計画を

十分に達成しているものと

判断し、Ｂ評価とするもの

である。 

 

＜課題と対応＞ 

自動車運送事業者の大多

数を占め、かつ、安全管理

体制の構築が発展途上であ

ると思料される中小規模事

業者を中心に、安全マネジ

メント関係講習会等の受講

を促すとともに、トップセ

ールスや当該講習会等の機

会を捉え、運輸安全マネジ

メント評価や安全マネジメ

ントコンサルティング、講

師派遣等を紹介するなど、

あらゆる機会を通じ、運輸

安全マネジメントのより一

層の定着・浸透に係る取組

を推進する。また、自動車

運送事業者に対して、より

質の高いサービスが提供で

きるよう、引き続き要員の

育成を図っていく。 



15 

 

数：4,361 人） 

・運輸安全マネジメ

ント評価件数（平

成 29 年度から令

和 2 年度までの平

均事業者数：8者） 

・運輸安全マネジメ

ントコンサルティ

ング件数（平成 29

年度から令和 2 年

度までの平均事業

者数：27者） 

安全マネジメントの普及・啓発を

図った。 

①ガイドラインセミナー 

国土交通省から認定を受けた

セミナーとして全国で開催し、運

輸安全マネジメント制度のガイ

ドライン 14 項目について、具体

的事例を交え解説した。 

 【実績】107 回 1,741 人（前年度

113回 1,822 人） 

②リスク管理（基礎）セミナー 

国土交通省から認定を受けた

セミナーとして全国で開催し、ガ

イドライン項目「事故、ヒヤリ・

ハット情報等の収集・活用」につ

いて、事故の再発・未然防止に関

するリスク管理の必要性や事故

等情報の収集・活用方法等など、

具体的事例を交えながら解説及

びケーススタディを行った。 

 【実績】85回 1,046人（前年度 98

回 1,199人） 

③内部監査（基礎）セミナー 

国土交通省から認定を受けたセ

ミナーとして全国で開催し、ガイ

ドライン項目「内部監査」につい

て、内部監査員の役割や監査方法、

是正・改善措置の方法といった、

内部監査を実施するために必要な

知識など、具体的事例を交えなが

ら解説及びケーススタディを行っ

た。 

 【実績】85回 972人（前年度 88回 

1,000人） 

④防災マネジメントセミナー 

  国土交通省から認定を受けたセ

ミナーとして、令和 4年度から全

国各地において開催し、「運輸防

災マネジメント指針」の解説及び

自社の防災対策チェック・災害リ

スクの分析手法を取得するため

のワークショップを行った。 
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 【実績】37回 643人（15回 548人） 

 

・ナスバ安全マネジメントセミナー 

  運輸安全マネジメント制度の趣

旨を広く業界に周知・浸透させ、

より多くの自動車運送事業者に

おいて輸送の安全性の更なる向

上に向けた取組に生かすことが

できるよう、運輸安全マネジメン

トに関する最新情報や取組報告

を主体とした、「ナスバ安全マネ

ジメントセミナー」を例年、東京

で開催しているが、令和 4年度に

ついては、開催予定時期が国内で

新型コロナウイルスの感染拡大

が確認された時期であり、予断を

許さない状況であったことから、

令和 3年度に引き続き、新型コロ

ナウイルス感染予防等のため、開

催中止とした。 

・ドライブレコーダー映像を用いた

危険予知トレーニング教材の頒

布 

リスク管理（基礎）セミナー等

で使用している教材を事業所で活

用できるよう、ドライブレコーダ

ー映像を用いた危険予知トレーニ

ング教材の頒布を行った。 

 【実績】486部（前年度 1,181部） 

 

２）ISO 39001の管理・運用の取組 

ISO/TC241（ISOに設置された専

門委員会）において議題に上がっ

ている個別案件について、国内審

議委員会の下に設置されている

専門委員会を開催し、検討を行っ

た。 

 

３）運輸安全マネジメント制度の浸

透・定着による自動車事故防止

への活用度 

運輸安全マネジメント評価事
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業者・安全マネジメントコンサル

ティング実施事業者・安全マネジ

メント関係講習会受講者に対し、

アンケート調査を実施し、それぞ

れ4.00以上の評価を得た。 

【安全マネジメント業務平均】

4.70 

 

 ④ 近年の高齢運転

者による重大事故

の発生等を踏ま

え、国においては、

高齢運転者による

事故防止対策等の

一層の強化を図る

こととしているこ

とから、機構とし

ては国の安全対策

への対応として、

加齢変化による影

響等を考慮した新

たな適性診断の測

定項目の検討を進

めるほか、安全指

導業務等の体制を

確保しつつ、国の

安全対策に応じた

事故防止対策を着

実に実施する。 

また、国の施策

に基づき、関係機

関・団体等が行う

自動車運送事業者

等の安全性向上に

関する取組につい

て、団体等の要請

に応じ、全国に支

所を有する体制、

機構の専門性やノ

ウハウ、人材面の

強みを活かした支

援を実施する。 

④ 国の安全対策へ

の対応として、高

齢運転者による事

故防止対策等の一

層の強化のため、

加齢変化による影

響等を考慮した新

たな適性診断の測

定項目の検討を進

めるほか、安全指

導業務等の体制を

確保しつつ、国の

安全対策に応じた

事故防止対策を着

実に実施します。 

  また、国の施策

に基づき、関係機

関・団体等が行う

自動車運送事業者

等の安全性向上関

する取組につい

て、団体等の要請

に応じ、全国に支

所を有する体制、

機構の専門性やノ

ウハウ、人材面の

強みを活かした支

援を実施します。 

④ 国の安全対策へ

の対応として、高

齢運転者による事

故防止対策等の一

層の強化のため、

加齢変化による影

響等を考慮した新

たな適性診断の測

定項目の検討を進

めるほか、安全指

導業務等の体制を

確保しつつ、国の

安全対策に応じた

事故防止対策を着

実に実施します。 

  また、国の施策

に基づき、関係機

関・団体等が行う

自動車運送事業者

等の安全性向上に

関する取組につい

て、団体等の要請

に応じ、全国に支

所を有する体制、

機構の専門性やノ

ウハウ、人材面の

強みを活かした支

援を実施します。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・安全マネジメント

評価実施事業者数 

・貸切バス事業者安

全性評価認定制度

への協力件数 

・貸切バス適正化事

業への協力件数 

 

 

＜評価の視点＞ 

・高齢運転者による

事故防止対策等の

一層の強化のた

め、加齢変化によ

る影響等を考慮し

た新たな適性診断

の測定項目の検討

を進めているか 

・安全指導業務等の

体制を確保しつ

つ、国の安全対策

に応じた事故防止

対策を着実に実施

されているか 

・関係機関・団体等が

行う自動車運送事

業者等の安全性向

上に関する取組に

対して支援がされ

ているか 

＜主要な業務実績＞ 

１）高齢運転者による事故防止対策

等に寄与する新たな適性診断

の測定項目の研究開発 

高齢運転者の事故防止対策

として、大学機関と連携し、近

年の心理学、脳科学、医学等に

おける運転への加齢影響の研

究に基づき、高齢者特有の運転

特性を評価する新たな測定項

目について、高齢運転者の事故

防止の観点から必要な研究開

発を着実に進めた。 

 

２）「安全・安心な貸切バスの運行

を実現するための総合的な対

策」への支援 

貸切バス事業の更新制度の

導入において、行政処分を受け

た事業者が更新を行う際、運輸

安全マネジメント評価を受け

ることが義務付けされたこと

から、ナスバでは、運輸安全マ

ネジメント評価に迅速に対応

できるよう、運輸安全マネジメ

ント事業部を発足させて体制

の強化を図り、令和4年度にお

いては、対象となる貸切バス事

業者に対する運輸安全マネジ

メント評価を50件実施した。

（前年度：21件） 

 

３）関係機関・団体等が行う自動車

運送事業者等の安全性向上に

関する取組に対する支援 

① 公益社団法人日本バス協会に

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

・高齢運転者の事故防止対

策として、大学機関と連

携し、近年の心理学、脳科

学、医学等における運転

への加齢影響の研究に基

づき、高齢者特有の運転

特性を評価する新たな測

定項目について、高齢運

転者の事故防止の観点か

ら必要な研究開発を着実

に進めた。 

・貸切バスの事業許可更新

制導入に伴い設定された

要件「前回許可時から更

新申請時までの間に行政

処分を受けた場合は、更

新許可申請時までに認定

事業者による運輸安全マ

ネジメント評価を受ける

こと」に迅速に対応する

ため、運輸安全マネジメ

ント事業部により積極的

に評価の提供を行った

他、全国の支所より「貸切

バス事業者安全性評価認

定制度（セーフティバス

制度）」及び「一般貸切旅

客運送適正化実施機関」

への要員派遣を通じて、

国の「安全・安心な貸切バ

スの運行を実現するため

の総合的な対策」へ貢献

した。 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当で

あると確認できた。 
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よる「貸切バス事業者安全性評

価認定制度（セーフティバス制

度）」において、現地における

施設等の安全確認審査等の支

援を実施することで、貸切バス

の安全性向上と貸切バスの利

用者が安心してバスを選択で

きるための環境作りに貢献し

た。 

【実績】236件（前年度：276件） 

② 一般貸切旅客自動車運送適正

化機関が行う貸切バス事業者

に対する法令遵守状況の確認・

改善指導を目的とした巡回指

導について、同機関からの要請

に応じ、適正化指導員としてナ

スバ職員を派遣した。 

 【実績】18件（前年度：13件） 

 

４）「事業用自動車総合安全プラン２

０２５」への貢献 

 ① 本プランの事故削減目標に向

け、指導講習テキストに「飲酒

運転、迷惑運転等の防止」、「健

康起因事故・高齢運転者の事故

防止」等に関する内容を掲載し、

指導講習において周知・啓発を

図った。 

 ② 65 才以上の事業用自動車の運

転者等に対して行う適齢診断を

73,328 人（前年度 70,851 人）

に実施し、加齢による身体機能

の変化の運転行動への影響を認

識させるとともに、交通事故の

未然防止のために身体機能の変

化に応じた運転行動について留

意すべき点に関する助言・指導

を行った。 

 ③ 本プランのフォローアップの

場である「事業用自動車に係る

総合的安全対策検討委員会」に

おいて、ナスバの各種取組につ

いて報告を行った。 

 

・「事業用自動車総合安全

プラン２０２５」の事故

削減目標に向け、指導講

習テキストに「飲酒運転、

迷惑運転等の防止」、「健

康起因事故・高齢運転者

の事故防止」等の内容を

掲載し周知を行った他、

高齢運転者に対する適性

診断の提供により、加齢

による身体機能の変化の

運転行動への影響を認識

させる等、同プランの事

故削減目標への取組を進

めた。 

以上により、年度計画を

十分に達成しているものと

判断し、Ｂ評価とするもの

である。 

 

＜課題と対応＞ 

・高齢運転者の事故防止対

策として、令和4年度ま

での研究開発の結果を

踏まえ、引き続き、加齢

変化による影響等を考

慮した新たな適性診断

の測定項目の検討を進

めるとともに、現行適性

診断の刷新に向けた取

組を継続する。 

・運輸安全マネジメント評

価を担う安全評価員や、

その候補者の確保及び

育成のため、引き続き力

量の維持・向上を図る。 

・貸切バスの事業許可更新

を予定する事業者に対

して、引き続き運輸安全

マネジメント評価など

必要な業務及び情報提

供を実施する。 
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４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２ 被害者援護業務 治療・看護の充実、知見・成果の普及促進 在宅介護への支援、介護料の支給等、自動車事故被害者等への相談対応及び情報提供の充実等、貸付・精神的な支援

の実施、債権管理・回収の強化 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標：5 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

施策目標：16 自動車事故の被害者の救済を図る 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 3号～第 6号 

当該項目の重要度、困難

度 

・療護施設の設置・運営 治療・看護の充実【困難度：高】 

入院希望者の待機期間については、急性期における入院希望者の治療

が長引く場合や入院希望者の容態により療護施設へ搬送できない場合等

の外部要因に強く影響を受ける指標であるため。 

・療護施設の設置・運営 治療・看護の充実【困難度：高】 

療護施設の治療改善効果は、入院患者にかかる事故の様態、脳の損傷

部位、受傷時の年齢等の影響を大きく受けるものであり、また、入院患者

の高齢化や重症化（遷延性意識障害度評価表（ナスバスコア）が高い）も

進んでいるため。 

・介護料の支給等【重要度：高】 

介護料制度は、被害者救済政策上の見地から、自動車事故における被

害者の自賠責保険制度による保険金等だけでは十分にカバーされない

日々の介護に要する費用を補い、在宅介護を受ける自動車事故の被害者

保護の増進を図るためのものであり、被害者援護業務の根幹となってい

る。これを土台として、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会の

変化やデジタル技術の進展を踏まえ、孤立しがちな被害者やその家族の

精神的支柱となる訪問支援について、従来の対面による実施に加え、リ

モート化による対応など介護料受給者の精神的支援の一層の充実を図る

ことが大変重要となるため。 

・介護料の支給等【困難度：高】 

介護料受給者の中には本人又は家族が働いていることや、家庭の事情

から訪問を望まない方もおり、必ずしも戸別訪問が実施できる訳ではな

いため。 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 188－1、188－2、188－3 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度  ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

入退院時ナ

スバスコア

の平均値の

差 

中期目標期
間の年度ご
とに 12.5
点以上 

－ 

（計画） 

12.5点以上 

（実績） 

11.4点 

    予算額（千円） 8,776,000     

達成度 － － 91.2％     
決算額（千円） 

※注１～注３ 
8,766,308     
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療護施設へ

の入院希望

者の待機期

間 

－ 平均 3ヶ月 平均 3ヶ月     
経常費用（千円） 

※注１～注３ 
8,889,192     

日本脳神経

外科学会等

における研

究発表件数 

中期目標期

間の年度毎

に 55件以

上 

47件 

（計画） 

55件以上 

（実績） 

58件 

    
経常利益（千円） 

※注１～注３ 
▲90,793     

達成度 － 142.2％ 105.5％     行政コスト（千円） 9,211,632     

短期入院協

力病院等の

スタッフへ

の研修実施

件数 

－ 3人 18人     
従事人員数 

※注４ 
319     

訪問支援実

施率、実施人

数 

前年度末介

護料受給資

格者数に対

する実施割

合 70％以

上 

86.7％ 
4,091人 

（計画） 

70％以上 

3,266人 

（実績） 

88.3％ 

4,120人 

          

達成度 － 133.3％ 126.1％           

新規認定者

に対する訪

問支援実施

率、実施人数 

新規介護料
受給資格認
定者に対す
る実施割合

100％ 

98.2％ 

（計画） 

100％ 

（実績） 

100％ 

120人 

          

介護料受給

者との交流

会実施回数 

50回以上
（全支所年
1回以上） 

50回 

（計画） 

50回 

(実績) 

53回 

          

達成度 － 110.0％ 106.0％           

介護支援効

果に関する

評価度 

中期目標期
間の年度毎
に 4.39以

上 

4.47 

（計画） 
4.39 

（実績） 
4.44 

          

達成度 － 101.8％ 101.1％           

調査票回収

率 
－ 59.7％ 54.7％           

介護料支給

実績（受給者

数、支給額） 

－ 
4,815人 

3,894百万円 

4,780人 
3,843百
万円 

          

新規認定者

数 
－ 109人 120人           
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短期入院・入

所費用助成

支給者数及

び支給額 

－ 
1,072人 

51百万円 

1,087人 

53百万円 
          

コーディネ

ーター養成

研修修了者

割合 

中期目標期
間の最終年
度までに令
和 2年度末
全体職員の
50％以上 

21％ 

（計画） 

令和 2年度

末全職員数

の 27％以上 

（実績） 

28.7％ 

          

達成度 － 105.0％ 106.3％           

コーディネ

ーター養成

研修修了者

数 

－ 7人 25人           

ホットライ

ンの相談件

数 

－ 1,512件 1,166件           

在宅介護相

談窓口にお

ける相談件

数 

－ 1,065件 989件           

交通遺児家
族等同士の
交流会実施
回数 

100回以上
（全支所年
2回以上） 

130回 

（計画） 

100回以上 

（実績）135

回 

          

達成度 － 130.0％ 135.0％           

交通遺児へ
の精神的支
援に関する
評価度 

中期目標期
間の年度毎

に 
4.61以上 

4.63 

（計画） 

4.61以上 

（実績） 

4.71 

          

達成度 － 100.4％ 102.2％           

調査票回収

率 
－ 46.7％ 47.0％           

交通遺児等

貸付実績（貸

付人数及び

貸付額） 

－ 
53人 

10百万円 

34人 

6.4百万円 
          

新規貸付実

績（上記内

数） 
－ 1人 1人           
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「友の会の

集い」参加人

数 

－ 523人 522人           

債権回収率 

中期目標期

間の年度毎

に回収率

90％以上 

92.8％ 

（計画） 
90％以上 
（実績） 
92.8％ 

          

達成度 － 103.1％ 103.1％           

                                                       ※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「被害者援護 

                                                       業務」の実績額（被害者援護業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事

業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務し

ており業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数 347 人から計上可能な

本部の間接部門専属人数 28人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

      被害者援護業務の評定：Ｂ

【細分化した項目の評定の

算術平均】 

（Ａ4 点×1 項目×2＋Ｂ3

点×5 項目）÷（6 項目＋1

項目）=3.29 

⇒算術平均に最も近い評定

は「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎

の点数を、Ｓ：5点、Ａ：4

点、Ｂ：3点、Ｃ：2点、Ｄ：

1 点とし、重要度の高い項

目については加重を 2 倍と

している。 

被害者援護業務の評定：Ｂ 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ａ４点×１項目×２＋Ｂ３点×５項目）÷

（６項目＋１項目）=3.29 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ｂ」評定であ

る。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：

5点、Ａ：4点、Ｂ：3点、Ｃ：2点、Ｄ：1点

とし、重要度の高い項目については加重を 2

倍としている。 

 

〈評価に至った理由〉 

被害者援護業務のうち困難度を「高」と設

定している「治療・看護の充実」におけるナ

スバスコアの差については、入院患者に係る

事故の態様、脳の損傷部位、受傷時の年齢等

の影響を大きく受けるものであるため、目標

値に届かないものの、療護施設での治療・看

護等従来の取組を堅実、継続的に取り組むと

ともに、新たな取組を実施することで治療改

善効果の向上のための取組が十分になされ

ていることは評価できる。 

また、重要度及び困難度を「高」と設定し

ている「介護料等の支給」については、介護

料の支給を適切に行うとともに、訪問支援に

ついては、｢被害者援護促進の日｣や訪問支援

システムの活用により、年度計画の目標値を

上回る成果をあげている。 

以上のとおり「介護料等の支給」において

「所期の目標を上回る成果が得られている」

と認められるほか、下記のとおり、その他の

細分化された４項目において「所期の目標を

達成している」と認められる。このため、こ

れら細分化された項目の算術平均をもとに

B 評定とする。 
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 （２）療護施設の設

置・運営 

① 自動車事故によ

る遷延性意識障害

（脳損傷により自

力移動・摂食が不

可能であるなどの

最重度の後遺障害

者）に対して公平

な治療機会を確保

しつつ効果的な治

療を提供するた

め、療護センター

において必要なハ

ード・ソフト両面

の措置を講じた上

で質の高い治療・

看護を実施する。 

また、療護施設

機能一部委託病床

（以下「委託病床」

という。）において

も、他の療護セン

ター及び委託病床

（以下「療護施設」

という。）との連携

を図りつつ、質の

高い治療・看護を

実施する。 

 

② 委託病床のうち

一貫症例研究型委

託病床において

は、引き続き急性

期～回復期～慢性

期において連続し

た治療・リハビリ

の臨床研究を進

め、遷延性意識障

害者のための治

療・リハビリの検

討、改善を行い、

（２）療護施設の設

置・運営 

① 療護センターに

おいては、ワンフ

ロア病棟システム

（注２）、プライマ

リーナーシング

（注３）や高度先

進医療機器の整備

を図るほか、大学

等研究機関や他の

医療施設との連携

強化による再生医

療等の新たな医療

技術の導入・研究、

職場内研修の充

実、「遷延性意識障

害度評価表（ナス

バスコア）（注４）」

を用いた治療改善

度の活用等によ

り、医療技術や看

護技術等の開発・

向上を図り、質の

高い治療・看護を

実施します。 

また、経年劣化

の著しい千葉療護

センターの老朽化

対策や、今後に可

能性のある東北療

護センターの運営

委託先の隣接病院

の移転等の環境変

化に際し、引き続

き質の高い治療・

看護が維持される

よう適切な環境整

備をします。 

 

（注２）「ワンフロ

ア病棟システム」

（２）療護施設の設

置・運営 

① 療護センターに

おいては、ワンフ

ロア病棟システ

ム（注２）、プラ

イマリーナーシ

ング（注３）及び

「施設及び設備

に関する計画」

（別紙２）に基づ

き整備する高度

先進医療機器等

の活用により質

の高い治療・看護

を実施します。 

 

（注２)「ワンフロ

ア病棟システム」

とは、病棟を 1 つ

のフロアに集中、

仕切りを最小限に

して患者を絶えず

観察視野におく方

式のことをいう。 

 

（注３）「プライマ

リーナーシング」

とは、１人の患者

を同じ看護師が入

院から退院まで一

貫して受け持つ看

護方法で、療護セ

ンターの場合に

は、長期の入院期

間中に顕著な改善

がみられにくい入

院患者のかすかな

動きや表情変化な

どを見落とさない

きめ細かな観察を

可能としている 

＜主な定量的指標＞ 

・ナスバスコアを用

いた入院時スコア

の平均値から退院

時スコアの平均値

の差 

 

＜その他の指標＞ 

・療護施設への入院 

  希望者の待機期 

間 

 

＜評価の視点＞ 

・各療護施設におい

て、病棟ワンフロ

アシステム、プラ

イマリーナーシン

グ、高度先進医療

機器の活用により

質の高い治療・看

護が実施されてい

るとともに、大学

等研究機関等との

連携強化、職場内

研修の充実等によ

り医療技術や看護

技術の開発・向上

が図られている

か。 

・より多くの遷延性

意識障害者の回復

に資するために、

入院希望者の待機

期間の短縮が図ら

れているか。 

・関東地方の療護施

設で生じている待

機患者の解消に向

けて、新たに小規

模委託病床を設置

することを検討

し、実施できてい

＜主要な業務実績＞ 

１）各療護センターにおいて、個々の

患者に即した治療計画を作成し、

高度先進医療機器（MRI、PET等）

を用いた高度な検査・治療を行う

とともに、ワンフロア病棟システ

ムによる集中的な患者観察、プラ

イマリーナーシング方式等による

きめ細かく質の高い治療・看護を

実施。 

 

２）医療技術、看護技術等の着実な開

発・向上を図るため、以下の取組を

実施。 

①東北療護センターにおいて、核医

学画像診断装置（SPECT）を令和

5年 3月に更新、中部療護センタ

ーの磁気共鳴画像診断装置（MRI）

は半導体調達等の製造遅延から

納期が遅れ令和 5年 4月に更新。 

 感度等性能が向上した機器の導

入により、より詳細な脳の形態の

把握や機能評価が可能となり、

個々の患者に適した治療の実施

に活用したほか、検査時間が従来

機器より短縮され、患者の負担軽

減を図った。 

②療護センターに蓄積された知見

及びノウハウを活かし、従来の治

療、看護等に加えて、「経頭蓋直流

電気刺激」などの新たな取組を実

施するとともに、再生医療等の新

たな医療技術の研究を行ってい

る大学医学部等と連携し、共同研

究を行った。 

加えて、高度先進医療機器を利

用した治療の研究、指導、研修等

を実施し、人材の育成と地域医療

の充実に貢献。 

各療護センターでは、入院患者

看護担当チームごとに、ケースレ

ポート研修会、医療事故防止研修

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

療護施設における従来か

らのワンフロア病棟システ

ム、プライマリーナーシン

グ及び高度先進医療機器を

用いた高度な検査・治療等

きめ細かく質の高い治療・

看護の実施及び治療改善効

果の更なる向上に資する

「ナスバスコア」を用いた

分析結果の症例検討などへ

の活用や療護看護プログラ

ムの実施など、各療護施設

において、職種間会議等を

通じ連携を図りながら質の

高い治療・看護を行うと共

に、学会の参加や研修等に

より医療技術や看護技術の

向上に積極的に取り組んだ

ほか、コロナ禍等の外的要

因に影響を受けつつも電話

等による事前訪問調査とい

った弾力的な運用を引き続

き実施し、待機期間の短縮

に可能な限り努めた。 

また、事故直後から慢性

期までの連続した治療・リ

ハビリについて臨床研究を

行う「一貫症例研究型委託

病床」については、臨床研

究を更に推し進めるため、

令和 2年 12月に拡充し、引

き続き、適切な治療・看護

及び脳神経外科医育成の取

組が行われているほか、療

護センターに蓄積された知

見やノウハウを活かし、再

生医療等の新たな医療技術

の研究を行っている大学医

学部等と連携しながら共同

研究を行うと共に、学会等

の場において成果を発表す

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

療護施設において継続して、性能が向上

した高度先進医療機器を導入し、より詳細

な脳の形態把握や機能評価を行い個々の患

者に即した治療計画を作成していること、

当該機器を用いてきめ細かく質の高い治

療・看護を実施していること、及び当該機

器の導入により従来の検査時間を短縮し患

者の負担軽減を図っていることは評価でき

る。そして、関東地方の待機患者の解消を

図るため、令和５年３月から茨城リハビリ

テーション病院において委託病床を設置

し、新たに入院患者の受け入れを開始した

ことについても評価ができる。 

しかし、療護施設の退院患者にかかる入

院時ナスバスコアの平均値から退院時ナス

バスコアの平均値の差は 11.4点となり、目

標の 12.5点に届かないものであったが、ナ

スバスコアの平均値の差については、入院

患者に係る事故の態様、脳の損傷部位、受

傷時の年齢等の影響を大きく受けることに

ついてはやむを得ないことと考えられる。 

 

以上により、「困難度「高」であることや

以上のような業務改善の取組がなされてい

ることを踏まえ、B評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・Ｂ評定について異論はない。 
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ガイドライン等の

策定に向けた検討

を行う。 

さらに、一貫症

例研究型委託病床

における知見・成

果の普及を図ると

ともに、遷延性意

識障害に精通する

脳外科医等の育成

を図る。 

 

③ 早期の治療開始

が効果的であるこ

とから、より多く

の遷延性意識障害

者の回復に資する

べく、病床や入院

審査のあり方の検

討を含め入院希望

者の待機期間の短

縮に努める。 

あわせて、療護

施設全体の今後の

あり方について、

国と連携して現状

及び今後の課題等

について整理した

上で、関係者の意

見・ニーズ及び新

たな技術の向上を

踏まえつつ、療護

施設で提供する

「サービスの充

実」について検討

するとともに、経

年劣化が進む千葉

療護センターの老

朽化対策について

は、最も経済的か

つ効率的な方法に

よる対策を講じて

とは、病棟を１つ

のフロアに集中、

仕切りを最小限に

して患者を絶えず

観察視野におく方

式のことをいう。 

 

（注３）「プライマ

リーナーシング」

とは、１人の患者

を同じ看護師が入

院から退院まで一

貫して受け持つ看

護方法で、療護セ

ンターの場合に

は、長期の入院期

間中に顕著な改善

がみられにくい入

院患者のかすかな

動きや表情変化な

どを見落とさない

きめ細かな観察を

可能としている。 

 

（注４）遷延性意

識障害度評価表

（ナスバスコア）

とは、日本脳神経

外科学会で定義さ

れた「植物状態」

を基に、療護施設

の入院患者の症状

について、その程

度を判定するため

の統一基準をい

う。 

 

② 療護施設機能一

部委託病床（以下

「委託病床」とい

う。）においても、

他の療護施設（療

② 大学等研究機関

や他の医療施設

との連携強化に

よる再生医療等

の新たな医療技

術の導入・研究、

職場内研修の充

実、「遷延性意識

障害度評価表（ナ

スバスコア）（注

4）」を用いた治療

改善度の活用や

療護看護プログ

ラム（注 5）の実

施等により、医療

技術や看護技術

等の開発・向上を

図り、質の高い治

療・看護を実施し

ます。 

 

（注４）遷延性意

識障害度評価表

（ナスバスコア）

とは、日本脳神経

外科学会で定義さ

れた「植物状態」を

基に、療護施設の

入院患者の症状に

ついて、その程度

を判定するための

統一基準をいう。 

 

（注５）「療護看護

プログラム」とは、

遷延性意識障害者

の状態の改善を目

指す技術の実践に

より「生活行動の

再獲得を目指す」

ことを目的とした

看護プログラムを

るか。 

・事故直後から慢性

期までの連続した

治療・リハビリに

ついて臨床研究を

行う「一貫症例研

究型委託病床」に

おいて適切な治療

看護等が行われて

いると共に、遷延

性意識障害者に精

通する脳外科医等

の育成を図ってい

るか。 

 

会等を定期的な開催など、治療・

看護技術の向上に向け、様々な職

場内研修を実施。 

③また、療護施設退院後に患者家族

等の介護者が安心・安楽な在宅介

護を実践できること等を目的に

平成 26 年度から療護施設看護の

一環として一部の療護施設で実

施してきた療護看護プログラム

について、日本ヒューマン・ナー

シング研究学会が主催する研修

を受講した看護師を中心に、療護

看護プログラムを実施し、治療効

果を高めるとともに、看護技術の

向上を図った。 

④「遷延性意識障害度評価表（ナス

バスコア）」を用いた治療改善度

について分析し、令和 5年 3月に

公表。分析の結果、平成 17年 6月

1 日から令和 4 年 5 月 31 日まで

の 17年間に退院した患者（1,067

人）並びに平成 29 年 6 月 1 日か

ら令和 4 年 5 月 31 日までの 5 年

間に退院した患者（305 人）のい

ずれにおいても、入院時ナスバス

コア平均値に対し、退院時ナスバ

スコア平均値の減少が認められ

たほか、入院時ナスバスコアの重

症度別にみた場合も、ナスバスコ

ア平均値が減少するなど、治療改

善効果を確認。 

過去 5 年間に退院した患者に

関する、入院から退院までのナス

バスコア平均値の変化と各種要

因との関連においては、「入院時

のスコアが高くても改善してい

る患者がいること」「事故後入院

までの経過期間が短いほど改善

が良いこと」「入院時の年齢が若

いほど改善が良好であること」等

が示され、この結果を過去の分析

結果とともに、療護施設での症例

るなど、人材育成や医療技

術の開発、地域医療の充実

等に寄与している。 

関東地方の療護施設で生

じている待機患者の解消を

図るため、北関東地区で初

めての委託病床として、茨

城リハビリテーション病院

に委託し、令和 5 年 3 月か

ら入院患者の受入を開始し

た。 

千葉療護センターの老朽

化対策については、「千葉療

護センターの老朽化対策検

討会」を開催し、ハード面

の老朽化への対応を検討す

るとともに利用者ニーズを

調査し、患者やその家族に

とって、最適な機能を盛り

込んだ病院機能の強化を含

んだ対策について検討をし

た。 

こうした療護施設におい

てきめ細かく質の高い治

療・看護等が提供されると

ともに、高度先進医療機器

を検査等において積極的に

活用する等により、患者へ

の安全・安心な医療環境の

提供を行うことで、療護施

設の退院患者にかかる入院

時ナスバスコアの平均値か

ら退院時ナスバスコアの平

均値の差は 11.4 点であっ

た。 

ナスバスコアの差につい

ては、入院患者に係る事故

の態様、脳の損傷部位、受

傷時の年齢等の影響を大き

く受けるものであるため、

目標値に届かないものの、

療護施設での治療・看護等
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いくことを前提と

した上で、リハビ

リの充実等、利用

者等からのニーズ

を的確に踏まえた

最適な機能強化を

図ることを視野に

入れ検討する。 

 

【指標】 

・療護施設全体の待

機期間（平成 29年

度から令和 2 年度

までの平均待機期

間：3.4ヶ月） 

 

【困難度：高】 

入院希望者の待

機期間について

は、急性期におけ

る入院希望者の治

療が長引く場合や

入院希望者の容態

により療護施設へ

搬送できない場合

等の外部要因に強

く影響を受ける指

標であるため。 

 

④ 以上の取組によ

り治療改善効果を

高め、療護施設の

退院患者における

遷延性意識障害度

評価表（ナスバス

コア）を用いた入

院時スコアの平均

値から退院時スコ

アの平均値の差

を、中期目標期間

の年度毎に 12.5

点以上に維持す

護センター及び委

託病床）との連携

を図りつつ、質の

高い治療・看護を

実施します。 

 

③ 委託病床のうち

一貫症例研究型委

託病床において

は、引き続き急性

期～慢性期まで連

続した治療・リハ

ビリの臨床研究を

進め、遷延性意識

障害者のための治

療・看護・リハビ

リの検討、改善を

行い、ガイドライ

ンの策定に向けた

検討を行うほか、

遷延性意識障害者

に精通する脳外科

医等の育成を行い

ます。 

 

④ 早期の治療開始

が効果的であるこ

とから、より多く

の遷延性意識障害

者の回復に資する

べく、病床や入院

審査のあり方の検

討を含め入院希望

者の待機期間の短

縮に努めます。 

あわせて、療護

施設全体の今後の

あり方について

は、国と連携して

現状及び今後の課

題等について整理

した上で、関係者

いう。 

 

③ 療護施設機能一

部委託病床（以下

「委託病床」とい

う。）においても、

他の療護施設（療護

センター及び委託

病床）との連携を図

りつつ、質の高い治

療・看護を実施しま

す。 

 

④ 委託病床のうち

一貫症例研究型委

託病床においては、

引き続き急性期～

慢性期まで連続し

た治療・リハビリの

臨床研究を進め、遷

延性意識障害者の

ための治療・看護・

リハビリの検討、改

善を行い、ガイドラ

インの策定に向け

た検討を行うほか、

遷延性意識障害者

に精通する脳外科

医等の育成を行い

ます。 

 

⑤ 引き続き、療護

センター長等会議

等において、病床や

入院審査のあり方

の検討を実施し、入

院希望者の待機期

間の短縮に努めま

す。あわせて、待機

患者数が多い関東

地方に療護施設を

設置します。 

検討、カンファレンス等の際に活

用し、入院患者の治療改善効果の

更なる向上を図っている。 

 

３）療護施設機能一部委託病床では、

令和 4年 7月に療護センター長等

会議、9 月に看護部長等会議、10

月にリハビリ担当者会議、11月に

メディカルソーシャルワーカー

担当者連絡会議を開催し、運営方

針、治療技術等の各種情報の共有

により、他の療護施設との密接な

連携を図りつつ、きめ細かい質の

高い治療・看護を実施。 

 

４）藤田医科大学病院に設置してい

る「一貫症例研究型委託病床」に

ついては、臨床研究を更に推し進

めるため、令和 2 年 12 月に拡充

し、引き続き、適切な治療看護等

により、遷延性意識障害者の早期

改善を図るとともに、遷延性意識

障害者の治療に関する事項を脳

神経外科研修医の教育必須項目

とする等、遷延性意識障害者に精

通する脳外科医等の育成を実施。 

 

５）待機期間の短縮を図るため、コロ

ナ禍等の外的要因の影響を受け

つつも、入院審査委員会の持ち回

り開催を行うとともに、入院申込

み患者の症状等の確認のための

事前調査については、病院等への

訪問に代わり、電話等で事前調査

を行うことでも差し支えないよ

うにするなど、弾力的な運用を引

き続き実施することで待機期間

を可能な限り短縮することに努

めた。また、国が設置する「今後

の自動車事故被害者救済対策の

あり方に関する検討会」でとりま

とめられた報告書において、「関

従来の取組を堅実、継続的

に取り組むとともに、新た

な取組を実施することで治

療改善効果の向上のための

取組が十分になされている

ことから、年度計画を達成

しているものと判断しＢ評

価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

・質の高い治療・看護を実

施することはもちろんのこ

と「今後の自動車事故被害

者救済対策のあり方に関す

る検討会」で取りまとめら

れた報告書に基づき、以下

に取り組む必要がある。 

・待機期間については、急

性期における入院希望者の

治療が長引く場合や入院希

望者の容体により療護施設

へ搬送できない場合やコロ

ナ禍等の外部要因に強く影

響を受けるものであるが、

個々の事例を把握・整理し、

待機期間短縮に向けて継続

的に取り組む。 

・千葉療護センターの老朽

化対策については、遷延性

意識障害者が安心して利用

できる環境を整備するとと

もに、「リハビリの充実」等

利用者ニーズを踏まえた機

能強化を検討する必要があ

る。 
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る。 

（注）「遷延性意識

障害度評価表（ナ

スバスコア）」と

は、日本脳神経外

科学会で定義され

た「植物状態」を

基に、療護施設の

入院患者の症状に

ついて、その程度

を判定するための

統一基準をいう。 

 

【困難度：高】 

療護施設の治療

改善効果は、入院

患者にかかる事故

の様態、脳の損傷

部位、受傷時の年

齢等の影響を大き

く受けるものであ

り、また、入院患

者の高齢化や重症

化（遷延性意識障

害度評価表（ナス

バスコア）が高い）

も進んでいるた

め。 

の意見・ニーズ及

び新たな技術の向

上を踏まえつつ、

療護施設で提供す

る「サービスの充

実」について検討

します。 

さらに、経年劣

化の著しい千葉療

護センターの老朽

化対策の検討にあ

たっては、遷延性

意識障害者が安心

して利用できる環

境を整備しつつ、

最も経済的かつ効

率的な方法による

対策を講じていく

ことを前提に、「リ

ハビリの充実」等、

時代によって変化

する利用者等から

のニーズを的確に

踏まえた最適な機

能強化を講じるよ

う検討します。 

 

⑤以上の取組により

治療改善効果を高

め、療護施設の退

院患者における遷

延性意識障害度評

価表（ナスバスコ

ア）を用いた入院

時スコアの平均値

から退院時スコア

の平均値の差を、

中期目標期間の年

度毎に 12.5 点以

上に維持します。 

療護施設全体の

今後のあり方につ

いては、国と連携し

て現状及び今後の

課題等について整

理した上で、関係者

の意見・ニーズ及び

新たな技術の向上

を踏まえつつ、療護

施設で提供する「サ

ービスの充実」につ

いて検討します。 

さらに、経年劣化

の著しい千葉療護

センターの老朽化

対策にあっては、有

識者や被害者団体

等を委員とした検

討会を設置し、関係

者の意見・ニーズを

踏まえ、遷延性意識

障害者が安心して

利用できる環境を

整備しつつ、最も経

済的かつ効率的な

方法による対策を

講じていくことを

前提に、最適な機能

強化を図るために

必要な調査・検討を

実施します。 

 

⑥ 以上の取組によ

り治療改善効果を

高め、令和 4年度に

おける療護施設の

退院患者にかかる

遷延性意識障害度

評価表（ナスバスコ

ア）を用いた入院時

スコアの平均値か

ら退院時スコアの

東地方の療護施設で生じている

待機患者の解消に向けて、小規模

委託病床を関東地方に新たに設

置することを目指すべきであ

る。」とされたことに基づき、北関

東地区で初めての委託病床とし

て、茨城リハビリテーション病院

に委託し、令和 5年 3月から入院

患者の受入を開始した。 

 

６）千葉療護センターの老朽化対策

の方向性についは、有識者や被害

者団体等をメンバーとする「千葉

療護センターの老朽化対策検討

会」を開催し、ハード面の老朽化

対策を検討するとともに、療護セ

ンターに入院している患者家族、

介護料受給者、被害者団体の会員

からアンケートによって利用者

ニーズを調査し、そのうえで、ニ

ーズを踏まえた最適な機能強化

案の検討を行った。 

 

７）療護施設における上記１）～４）

によるこうした取組により治療

効果を高めた結果、令和 4年度に

おける療護施設の退院患者にか

かるナスバスコアを用いた入院

時スコアの平均値から退院時ス

コアの平均値の差は 11.4 点であ

った。 
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平均値の差を、12.5

点以上に維持しま

す。 

また、「遷延性意識障

害度評価表（ナスバ

スコア）」を用いた治

療改善効果を公表し

ます。 

 

⑤ 療護施設で得ら

れた知見・成果に

ついては、機構に

とどまらない遷延

性意識障害の治療

等にも寄与すると

いう社会的意義を

有することから、

日本脳神経外科学

会や日本意識障害

学会等において研

究発表を年間 55

件以上実施するほ

か、部外の看護師

等への研修の実施

等を通じて、他の

医療機関等への治

療・看護技術の普

及促進を図る。 

また、退院に向

けた援助や、看護

師のケア知識やノ

ウハウ等の情報提

供を積極的に行う

ことにより、在宅

介護者等への支援

を進めるととも

に、療護センター

における短期入院

についても、既存

病床の稼働状況等

を踏まえつつ、利

用者のニーズに即

⑥ 療護施設で得ら

れた知見・成果に

ついては、機構に

とどまらない遷延

性意識障害の治療

等にも寄与すると

いう社会的意義を

有することから、

日本脳神経外科学

会や日本意識障害

学会等において研

究発表を年間 55

件以上実施するほ

か、部外の看護師

等に対する研修の

実施等を通じて、

他の医療機関等へ

の治療・看護技術

の普及活動を積極

的に行います。 

 

⑦ 療護施設におけ

るメディカルソー

シャルワーカー

（注 5）、リハビリ

スタッフ等による

退院に向けた援助

や、看護師のケア

知識やノウハウ等

の情報提供を積極

的に行うことによ

り、在宅介護者等

への支援を進めま

⑦ 療護施設で得ら

れた知見・成果に

ついては、機構に

とどまらない遷延

性意識障害の治療

等にも寄与すると

いう社会的意義を

有することから、

日本脳神経外科学

会や日本意識障害

学会等において研

究発表を年間 55

件以上実施するほ

か、短期入院協力

病院等部外の看護

師等に対する研修

の実施等を通じ

て、他の医療機関

等への治療・看護

技術の普及活動を

積極的に行いま

す。 

また、中部療護

センターにおける

岐阜大学との連携

大学院（注 6）にお

いて、研究指導等

行うとともに、そ

の研究成果につい

て学会発表等を行

います。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・日本脳神経外科学

会等における研究

発表件数 

 

＜その他の指標＞ 

・短期入院協力病院

等のスタッフへの

研修実施件数 

・MSW による相談件

数 

 

＜評価の視点＞ 

・学会の研究発表等

を通じ他の医療機

関等への治療・看

護技術の普及が積

極的になされてい

るか。 

・療護センターにお

ける短期入院の積

極的な受入を含め

在宅介護者等や在

宅介護に向けた支

援が積極的になさ

れているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

８）療護施設で得られた知見・成果に

ついて、以下の取組により、他の

医療機関等への治療・看護技術の

普及活動を実施。 

①日本意識障害学会や各種学会

（WEB 開催を含む）、誌上等によ

り、療護施設で得られた知見・成

果について計 58 件の研究を発

表。 

②短期入院協力病院等の看護師等

への研修として、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策を講じ

て、千葉療護センターにおいて 3

病院 4人、岡山療護センターにお

いて 6 病院 10 人、中部療護セン

ターにおいて 3病院 4人、合計 12

病院 18 人に対する実務研修を実

施。 

③中部療護センターに開設した「連

携大学院」については、平成 21年

度以降合計 8人が入学し、4人が

修了。令和 4年 7月に開催された

第 30 回日本意識障害学会のほか

誌上において、研究成果を発表。 

 

９）各療護施設のメディカルソーシ

ャルワーカーが転院又は在宅介

護を選択する際のアドバイスを

出来るだけ早い段階で始め、転院

先や在宅介護の方法の情報提供、

相談等を令和 4 年度においては

12,466件に対応するなど、退院後

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

療護施設で得られた知

見・成果について、日本意

識障害学会や各種学会（WEB

開催を含む）、誌上等によ

り、療護施設で得られた知

見・成果について計 58件の

研究を発表することができ

た。また、短期入院協力病

院等の看護師等への研修に

ついては、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止対策を講

じて行うなど、積極的に他

の医療機関等への普及促進

を図っている。そのほか、

メディカルソーシャルワー

カーによる退院後の円滑な

療養生活に向けた支援や看

護師等による在宅介護者へ

の支援等にも積極的に取り

組んでいることから、年度

計画を達成しているものと

判断し、Ｂ評価とするもの

である。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、他の医療機関 

等への治療・看護技術の普 

及促進及び在宅介護者等へ

の支援を積極的に行う。ま

た、療護センターにおける

短期入院について、既存病

院の稼働状況等を踏まえつ

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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して積極的に受け

入れるとともに、

一部の療護センタ

ーにおける短期入

院時のリハビリの

実施を検討する。 

す。 

また、療護セン

ターにおける短期

入院について、既

存病床の稼働状況

等を踏まえつつ、

更に利用者利便に

配慮した積極的な

受入れを図るとと

もに、一部の療護

センターにおける

短期入院時のリハ

ビリの実施を検討

します。 

 

（注５）「メディカ

ルソーシャルワー

カー」とは、入院

患者や家族の退院

後の生活再建をサ

ポートするため、

社会福祉の立場か

ら患者や家族の抱

える心理的・社会

的な問題の解決・

調整を援助する専

門職をいう。 

(注６）「連携大学

院」とは、大学院

教育の実施にあ

たり、学外におけ

る高度な研究水

準をもつ国立試

験研究所や民間

等の研究所の施

設・設備や人的資

源を活用して大

学院教育を行う

教育研究方法の

一つをいう。 

 

⑧ 療護施設におけ

るメディカルソー

シャルワーカー

（注７）、リハビリ

スタッフ等による

退院に向けた援助

や主管支所及び支

所とも連携した在

宅介護に向けた支

援等を行うほか、

看護師のケア知識

やノウハウ等の情

報提供を積極的に

行うことにより、

在宅介護者等への

支援を進めます。 

また、療護セン

ターにおける短期

入院について、既

存病床の稼働状況

等を踏まえつつ、

更に利用者利便に

配慮した積極的な

受入れを図るとと

もに、千葉療護セ

ンターにおいて短

期入院時のリハビ

リを試行します。 

の円滑な療養生活に向けた支援

を実施。 

また、在宅移行後の療護センタ

ーへの短期入院の際に、療護セン

ターの看護師等が持つケア知識等

の情報について、患者家族に対し

て提供。 

さらに、ナスバホームページに

おいて、在宅介護を行う際のケア

方法等を紹介した動画を引き続

き掲載し、情報提供を積極的に実

施。 

 

１０）療護センターにおける短期入

院については、千葉療護センター

において、短期入院空床状況をホ

ームページに掲載する等利用者

利便に配慮した積極的な受入を

図る。 

また、千葉療護センターにおい

て、短期入院時におけるリハビリ

を試行的に実施。 

つ、利用者のニーズに即し

て受け入れるとともに、千

葉療護センターにおいて短

期入院時のリハビリを試行

的に実施し、症例を積み上

げ、問題点等を整理し本格

実施に向けて進めていく。 
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（注７）「メディカ

ルソーシャルワー

カー」とは、入院患

者や家族の退院後

の生活再建をサポ

ートするため、社

会福祉の立場から

患者や家族の抱え

る心理的・社会的

な問題の解決・調

整を援助する専門

職をいう。 

 

 （３）介護料の支給

等 

① 重度後遺障害者

に対して、被害等

の状況に応じて介

護サービス利用や

介護用品の購入等

のための介護料を

支給するととも

に、受給者等のニ

ーズに沿った形で

の訪問支援実施の

ため、訪問支援の

リモート化を採り

入れつつ、その対

応の中で明らかに

なった課題などを

検証し必要な情報

を効率的に提供す

るための情報端末

の活用や訪問支援

結果の整理分析・

共有等を通じて、

訪問支援の質の向

上及び効率化を図

り、重度後遺障害

者及びその家族に

対する支援を強化

する。 

（３）介護料の支給

等 

① 重度後遺障害者

に対して、被害等

の状況に応じて介

護サービス利用や

介護用品の購入等

のための介護料の

支給を実施するこ

とにより、被害者

救済を充実させま

す。あわせて、被

害者救済を充実さ

せること及び介護

料受給者やその家

族（以下「介護料

受給者等」とい

う。）を精神的な面

で支援するため、

引き続き、介護料

受給者宅への訪問

支援を充実・強化

します。 

  また、新型コロ

ナウイルス感染症

対策及び今後のデ

ジタル化対応に向

け、訪問支援のリ

モート化を採り入

（３）介護料の支給

等 

① 重度後遺障害者

に対して、被害等

の状況に応じた介

護料の支給を適切

に行います。 

また、介護料受

給者やその家族

（以下「介護料受

給者等」という。）

への相談対応や情

報提供を目的とす

る訪問支援を充

実・強化し、全介護

料受給者に対し訪

問支援を毎年実施

することを視野に

入れ、前年度末介

護料受給資格者数

に対する割合を

70％以上とし、新

規認定者に対する

訪問支援を 100％

実施して被害者救

済を充実させま

す。 

あわせて、新型

コロナウイルス感

＜主な定量的指標＞ 

・訪問支援実施率、

実施人数 

・新規認定者に対す

る訪問支援実施

率、実施人数 

・介護料受給者との

交流会実施回数 

・介護支援効果に関

する評価度 

 

＜その他の指標＞ 

・介護料支給実績

（受給者数、支給

額） 

・短期入院・入所費

用助成支給者数及

び支給額 

・調査票回収率 

 

＜評価の視点＞ 

・重度後遺障害者及

びその家族等のニ

ーズを踏まえた支

援を実施している

か。 

 

＜主要な業務実績＞ 

１）介護料の支給 

障害の程度、介護の状況等に応

じ 4.780人に対し、介護料

3,843百万円を支給。 

 

２）訪問支援の充実・強化 

 ① 令和 4年度には同年度の新規認

定者 120人を含む 4,120人に対

して訪問支援を実施し、令和 3

年度末の介護料受給資格者数

（4,666人）に対する割合につ

いては 88.3％。 

 ②「被害者援護促進の日」（毎週木

曜日）の有効活用のほか、受給

者支援業務システムを利用した

訪問支援結果の整理・分析や情

報共有等を効率的に実施すると

ともに、情報端末を活用しつ

つ、地方公共団体等との連携を

図り情報収集を行い、ニーズに

応じた相談支援機能の強化を図

り、受給者等への情報提供を充

実。また、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大を受け、対面

による訪問支援や令和 3年度か

らのリモート方式による訪問支

援を本格実施して、感染リスク

を回避しつつ切れ目のない訪問

＜評定と根拠＞ 評定：Ａ   

介護料の適切な支給を行

ったことをはじめ、訪問支

援については、「被害者援護

促進の日」（毎週木曜日）を

有効活用するとともに、受

給者支援業務システムを活

用した業務の効率化や新型

コロナウイルス感染症の感

染防止対策としてリモート

方式による訪問支援の本格

実施等により、目標を大き

く上回る訪問支援を実施

し、かつ訪問支援を開始し

た平成 19 年度以降最高と

なる訪問支援率になったほ

か、短期入院等の利用促進

や交流会実施等についても

確実に取り組んでいる。 

また、介護者なき後（親

なき後）問題に関する情報

など必要な情報の提供も継

続して実施しており、年度

計画を十分に達成している

ものと判断し、Ａ評価とす

るものである。 

 

＜課題と対応＞ 

新型コロナウイルス感染

評定 Ａ 

〈評価に至った理由〉 

 令和４年度においては、介護料の適切な

支給等として、以下の取組をしている。 

 

○訪問支援実施率、実施人数 

〈実績〉 

・訪問支援実施率 88.3％（年度計画比 

126.1％） 

・実施人数 4,120 人 

・新規認定者に対する訪問支援実施率 

100％ 

・新規認定者に対する訪問支援実施人数 

120 人 

 

○介護料受給者との交流会実施回数 

〈実績〉 

・53 回（年度計画比 106.0％） 

 

○介護支援効果に関する評価度 

〈実績〉 

・4.44（年度計画比 101.1％） 

 

○主な定量的指標 

 計画 実績 達成度 

訪問支援

実施率、人

数 

70 ％ 以

上 

3,266人 

88.3％ 

4,120人 

126.1％ 

新規認定 100％ 100％ 100％ 
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なお、毎年度の

訪問支援実施割合

について、全介護

料受給資格者に対

して訪問支援を毎

年実施することを

視野に入れ、中期

目標期間の年度毎

に、前年度末介護

料受給資格者数に

対する割合につい

て、70％以上を維

持し、当年度の介

護料受給資格新規

認定者（以下「新

規認定者」とい

う。）に対しては

100％とする。 

 

【重要度：高】 

介護料制度は、被

害者救済政策上の

見地から、自動車

事故における被害

者の自賠責保険制

度による保険金等

だけでは十分にカ

バーされない日々

の介護に要する費

用を補い、在宅介

護を受ける自動車

事故の被害者保護

の増進を図るため

のものであり、被

害者援護業務の根

幹となっている。

これを土台とし

て、新型コロナウ

イルス感染症の拡

大による社会の変

化やデジタル技術

の進展を踏まえ、

れつつ、必要な情

報を効率的に提供

するための情報端

末の活用や訪問支

援結果の整理分析

やその共有によ

り、介護料受給者

等への支援のニー

ズの把握を進め、

相談対応や情報提

供を目的とする訪

問支援の質の維

持・向上に努めま

す。 

なお、毎年度の

訪問支援実施割合

については、全介

護料受給者に対し

訪問支援を毎年実

施することを視野

に入れ、各々に適

した対応を行うこ

とを目指し、前年

度末介護料受給資

格者数に対する割

合について、70％

以上を維持すると

ともに、当年度の

介護料受給資格者

（以下「新規認定

者」という。）に対

しては 100％と

し、提供する訪問

支援の質の維持・

向上に努めます。 

 

② 国と連携しつ

つ、介護料受給資

格者（利用者）及

びその家族が安心

して短期入院協力

病院（以下「協力

染症対策及び今後

のデジタル化対応

に向け、訪問支援

のリモート化を採

り入れつつ、必要

な情報を効率的に

提供するための情

報端末の活用、訪

問支援結果の整理

分析やその共有に

より、介護料受給

者等への支援のニ

ーズの把握を進

め、介護不安の低

減など各々に適し

た対応を行うこと

により、訪問支援

の質の維持・向上

に努めます。 

 

② 介護料受給者の

短期入院協力病院

及び短期入所協力

施設（以下「協力病

院等」という。）等

への短期入院・入

所に係る費用の助

成を行います。 

また、各主管支

所の主催により、

国土交通省、協力

病院等、療護施設

及び支所関係者並

びに被害者団体代

表者が参加する意

見交換会を開催

し、短期入院協力

病院・短期入所協

力施設制度及び短

期入院・入所に係

る助成制度の利用

促進と円滑運用を

支援を実施。 

 

 ③ 訪問支援の結果については、協

力病院等や被害者団体等との意

見交換の場においても活用し、

より効果的な訪問支援を推進。 

 

３）被害者援護に係る情報発信 

・機関誌「ほほえみ」を年 4 回発

行し介護料受給者を対象に配

布。特集記事として、リハビリ目

的での短期入院について、30日

まで利用できること及び介護料

請求関係書類のデジタル化を開

始する旨を事前周知するなど、

受給者等へ有益な記事を掲載。 

 

４）短期入院・入所費用の助成 

受給者及び介護者のニーズが高

い短期入院・入所の利用を促進

するため、1,087人に対して、

患者移送費、ヘルパー等費用、

室料差額及び食事負担額として

53百万円の費用を助成。 

 

５）意見交換会の開催等による協力

病院等の利用促進 

①協力病院等への短期入院等の利

用促進を図るため、国土交通

省、協力病院等、ナスバ及び被

害者団体代表者が参加する意見

交換会を各主管支所の主催によ

り開催し、情報共有と事例検討

等による利用促進に向けた意見

交換を実施。なお、コロナ禍の

感染リスク回避のため、全ての

主管支所で WEBを活用した意見

交換会とした。 

②協力病院等への訪問や協力病院

等での交流会開催等を通じて、

患者等の受入条件・受入環境

（個室の有無、看護体制等）等

症の感染拡大を受け、対面

による訪問や令和 3 年度か

らのリモート方式による訪

問支援を本格実施した結

果、対面とリモート方式と

の併用により、感染リスク

の回避を図りつつ、切れ目

のない訪問支援が実施でき

たこと。併せて、日程調整

の容易さや経費削減等の効

果が得られ、受給者等及び

ナスバ双方にメリットがあ

ることが確認できたことか

ら、令和 5 年度も引き続き

運用することとする。 

また、引き続き介護する

家族等への相談対応や必要

な情報の提供をはじめ、被

害者ニーズに即したより効

果的な訪問支援を実施する

こととする。 

者に対す

る訪問支

援実施率、

実施人数 

120人 

介護料受

給者との

交流会実

施回数 

50回 53回 106.0％ 

介護支援

効果に関

数評価度 

4.39 4.44 101.1％ 

 

以上により、困難度が高い介護料の支給

等において、年度計画における所期の目標

を上回っていることから A 評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・Ａ評定について異論はない。 

・調査票の回収率が低い。WEBでの調査も開

始したということであったが、高齢者の中

には難しい人もいるため、心に寄り添った

形で実施するべき。 
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孤立しがちな被害

者やその家族の精

神的支柱となる訪

問支援について、

従来の対面による

実施に加え、リモ

ート化による対応

など介護料受給者

の精神的支援の一

層の充実を図るこ

とが大変重要とな

るため。 

 

【困難度：高】 

介護料受給資格者

の中には本人又は

家族が働いている

ことや、家庭の事

情から訪問を望ま

ない方もおり、必

ずしも戸別訪問が

実施できる訳では

ないため。 

 

② 国と連携しつ

つ、在宅介護を受

けている重度後遺

障害者のメディカ

ルチェックや家族

の負担軽減等を目

的とした短期入

院・入所の利用を

促進するべく、短

期入院・入所協力

病院等（以下「協

力病院等」とい

う。）のスタッフと

の意見交換会を実

施するほか、短期

入院・入所に際し

て協力病院等の担

当窓口及び利用者

病院」という。）へ

短期入院すること

や短期入所協力施

設（以下「協力施

設」という。）へ入

所することが可能

となる支援措置を

検討し、必要な措

置を実施します。

特に協力病院及び

協力施設（以下「協

力病院等」とい

う。）への短期入

院・入所の利用促

進を図るために

は、協力病院等が

利用者の要望を把

握し、また、利用

者も各協力病院等

の詳細な情報を把

握することが重要

であることから、

協力病院等スタッ

フとの意見交換会

を実施するほか、

協力病院等が提供

するサービスの内

容を調査し、利用

者へ的確に情報提

供します。 

また、短期入院・

入所に際して協力

病院等担当窓口及

び利用者との連絡

等により、受入環

境を把握した上で

利用者等に情報提

供し要望を協力病

院等に伝えるな

ど、利用者等と協

力病院等との間を

つなぎます。 

図ります。 

さらに、協力病

院等への訪問、協

力病院等での交流

会の開催、短期入

院・入所に際して

の担当窓口への連

絡等により、受入

環境を把握した上

で、介護料受給者

等に情報提供を行

うとともに、介護

料受給者等からの

要望を協力病院等

に伝えるなど、介

護料受給者等と協

力病院等との間を

つなぎ、利用前か

ら利用後までのフ

ォローアップを実

施します。 

加えて、上記活

動を通じ、協力病

院等の実情や、介

護料受給者等のニ

ーズ等を整理分析

し、短期入院・入所

の効果的な推進に

努めます。 

 

③ 療護施設、協力

病院等、関係自治

体及び被害者団体

と連携を密にし

て、交流会への参

画等の協力を求

め、介護料受給者

等が参加する交流

会を開催するとと

もに、機関誌の活

用等により、情報

交換や交流を通じ

の情報を入手し、訪問支援等の

際に受給者等に案内する一方

で、受給者等の要望を協力病院

等へ情報提供するなど、受給者

等と協力病院等との間をつなぐ

取組を行うとともに、受給者等

及び協力病院等からの利用前の

相談対応や利用後のフォローア

ップを通じて協力病院等の利用

を促進。 

 

６）受給者等の交流会の開催等 

①受給者等の交流会を全国各支所

で延べ 53回開催。なお、コロナ

の感染リスク対策を行った上

で、WEBを活用した交流会（35

回）、集合型の交流会（13回）、

WEB及び集合型併用の交流会（5

回）を実施。 

②交流会の場において、協力病院

等、行政等関係機関の協力を得

て介護料制度の説明、災害対策

や成年後見制度を中心とした

「介護者なき後の問題」に関す

る勉強会等を開催。 

③協力病院等の施設情報や防災情

報等に関して情報提供。 

④仙台主管支所管内においては、

オンラインでケニアナイロビ国

立公園サファリライブツアーを

開催し、その他の支所において

もコロナ禍での過ごし方をテー

マにした意見交換など、新型コ

ロナウイルス感染症の感染が続

く中で外出自粛を余儀なくされ

ている受給者等の心のケアを考

慮した新しい交流会を開催。 

 

７）介護者なき後（親なき後）を見

据えた日常生活の充実を図るた

めの情報提供等 

①被害者団体、自動車ユーザー団
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等との連絡・調整

等を事前に行うこ

とにより、受入環

境を把握した上で

利用者等に情報提

供し要望を協力病

院等に伝えるな

ど、安心して協力

病院等を利用でき

るよう支援措置を

検討し、実施する。 

 

③ 重度後遺障害者

及びその家族等を

支援し、そのニー

ズを把握する観点

から、相互に情報

交換や交流できる

場を設ける。なお、

介護料受給資格者

及びその家族との

交流会を全支所年

1 回以上開催す

る。 

また、介護者な

き後（親なき後）

に備えるための必

要な制度情報や施

設情報について、

国と連携して適時

更新し、充実した

情報提供を行う。

さらに、重度後遺

障害者及びその家

族等のニーズ等を

踏まえ、必要な支

援の充実を図ると

ともに、関係機関

の動向を踏まえつ

つ、更なる介護者

なき後（親なき後）

への対応について

③ 介護料受給資格

者等の相互間の情

報交換や交流のた

めに介護料受給者

等が参加する交流

会を毎年度全支所

において 1 回以上

開催します。 

また、介護者な

き後（親なき後）

に備えるための必

要な制度情報や施

設情報について、

国と連携して適時

更新し、充実した

情報提供を行いま

す。さらに、重度

後遺障害者及びそ

の家族等のニーズ

等を踏まえ、必要

な支援の充実を図

るとともに、関係

機関の動向を踏ま

えつつ、更なる介

護者なき後（親な

き後）への対応に

ついて国と検討を

行います。 

 

④ 以上の施策を実

施することによ

り、重度後遺障害

者の家族に対する

５段階評価の調査

における介護支援

効果に関する評価

度について、中期

目標期間の年度毎

に 4.39 以上とし

ます。 

た介護料受給者等

の支援を実施する

こととし、当該交

流会を全支所年 1

回以上開催しま

す。 

また、介護者な

き後（親なき後）を

見据えた日常生活

支援の充実を図る

ための制度情報や

施設情報等の国が

実施した施策につ

いて、ホームペー

ジや機関誌の活用

等効果的に提供し

ます。 

さらに、介護料

受給者等のニーズ

等を踏まえ、必要

な支援の充実を図

るとともに、関係

機関の動向を踏ま

えつつ、更なる介

護者なき後（親な

き後）への対応に

ついて国と検討を

行います。 

 

④ 以上の施策を実

施することによ

り、介護負担の軽

減や介護不安の低

減などを図り、介

護料受給者等に対

する介護支援効果

に関する５段階評

価の調査における

評価度（令和 4 年

度）について、4.39

以上とします。 

体、有識者、国土交通省及びナ

スバで構成する被害者保護増進

等事業に関する検討会（国土交

通省主催）等において、介護者

なき後（親なき後）への対応に

ついて検討を実施。 

②上記の意見交換会の検討を踏ま

え、国土交通省と連携し、ナス

バホームページにおいて介護者

なき後（親なき後）に備えるた

めに必要な制度情報や施設情報

を提供。 

 

８）介護支援効果に関する評価度 

  介護料受給者の家族に対するア

ンケート調査の結果（調査数：

4,644世帯、回数数：2,539

件、回収率：54.7％）、目標値

の 4.39を上回る 4.44（評価度

4以上の回答が全体の 86.2％、

評価度 2以下の回答が全体の

2.4％）の評価を得た。 
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国と検討を行う。 

 

④ 以上の施策を実

施することによ

り、重度後遺障害

者の家族に対する

5 段階評価の調査

における介護支援

効果に関する評価

度について、中期

目標期間の年度毎

に 4.39 以上とす

る。 

 

【指標】 

・調査票回収率（平

成 29 年度から令

和 2 年度までの平

均回収率 45.7％） 

 

 （４）自動車事故被

害者等への相談対

応及び情報提供の

充実等 

① 自動車事故被害

者及びその家族、

遺族の置かれてい

る状況に対する理

解をさらに深める

ため、これらの者

を構成する団体と

の交流をさらに進

めるとともに、地

方公共団体や障害

者福祉関係団体と

の連携を図り、自

動車事故被害者の

ニーズに応じた相

談先の紹介等の相

談支援機能の強化

を図るほか、自動

車事故被害者への

（４）自動車事故被

害者等への相談対

応及び情報提供の

充実等 

① 自動車事故被害

者及びその家族、

遺族の置かれてい

る状況に対する理

解をさらに深める

ため、これらの者

を構成する団体と

の交流をさらに進

めるとともに、全

支所において、地

方公共団体や障害

者福祉関係団体と

の連携を図り、自

動車事故被害者の

ニーズに応じた相

談先の紹介等の相

談支援機能の強化

を図るほか、自動

（４）自動車事故被

害者等への相談対

応及び情報提供の

充実等 

① 自動車事故被害

者及びその家族、

遺族の置かれてい

る状況に対する理

解をさらに深める

ため、全支所にお

いて、これらの者

を構成する団体と

の交流をさらに進

めます。 

あわせて、全支

所において、訪問

等により地方公共

団体や障害者福祉

関係団体との連携

を図り情報収集を

行い、自動車事故

被害者のニーズに

＜主な定量的指標＞ 

・コーディネーター

養成研修修了者割合 

 

＜その他の指標＞ 

・コーディネーター

養成研修修了者数 

・ホットラインの相

談件数 

・在宅介護相談窓口

における相談件数 

 

＜評価の視点＞ 

・自動車事故被害者

等のニーズに応じた

相談支援・情報提供

がなされているか。 

・国と連携した調査

研究事業への協力・

検討が進められてい

たか。 

＜主要な業務実績＞ 

１） 自動車事故被害者及びその家

族、遺族の置かれている状況に対

する理解をさらに深めるため、こ

れらの者を構成する団体との意見

交換や勉強会などに主管支所長等

所属長を中心として全国各支所に

おいて、延べ 131回参画した。 

 また、自動車事故被害者のニーズ

に応じた相談先の紹介等の相談支

援機能の強化を図るほか、自動車

事故被害者への情報提供の充実の

ため、全ての支所において、介護料

受給資格者の居住する地方公共団

体等を訪問した。 

 

２）コーディネーターの養成 

被害者援護業務のうち専門的か

つ高度な業務を実施するコーディ

ネーター（被害者支援専門員）を

養成するための研修を実施し、研

修の修了者は令和 2 年度末全職員

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ  

交通事故被害者ホットラ 

インによる情報案内サービ

ス、自動車事故被害者のニ

ーズに応じた相談支援機能

の強化のためのコーディネ

ーターを養成するともに、

介護者なき後（親なき後）

問題を始めとする必要な情

報の提供も継続して行って

いるほか、国土交通省が実

施する調査研究事業に協力

し、重度脊髄損傷者が十分

な治療・リハビリテーショ

ンを受けられる環境整備を

図るための検討を行い、国

と連携して受入環境基準の

策定を行うなど、年度計画

を十分に達成しているもの

と判断し、Ｂ評価とするも

のである。 

 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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情報提供の充実に

取り組む。 

また、相談対応

及び情報提供の充

実のため、専門的

かつ高度な業務を

実施する被害者支

援専門員（コーデ

ィネーター）の養

成をさらに進め、

全支所への配置を

目指し、中期目標

期間の最終年度ま

でに令和 2 年度末

全職員の 50％以

上とする。 

 

【指標】 

・各支所の管轄する

地域の自動車事故

被害者及びその家

族、遺族を構成す

る団体との交流実

施件数 

 

② 自動車事故被害

者等からの問い合

わせに対し、機構

の各種援護制度や

他機関の援護制

度・事故相談・訴

訟・病院等に関す

る総合的な相談対

応及び情報提供を

的確に行う。 

 

【指標】 

・ホットラインの相

談件数（平成 29年

度から令和 2 年度

までの平均相談件

数：2,151 件） 

車事故被害者への

情報提供の充実に

取り組みます。 

また、専門的か

つ高度な業務を実

施する被害者支援

専門員（コーディ

ネーター）の養成

をさらに進め全支

所への配置を目指

し、被害者支援専

門員養成研修の修

了者を令和 2 年度

末全職員の 50％

以上とします。 

 

② 自動車事故被害

者等からの問い合

わせに対し、機構

の各種援護制度や

他機関の援護制

度・事故相談・訴

訟・病院等に関す

る総合的な情報提

供や相談対応を的

確に行います。 

 

③ 国土交通省が実

施する調査研究事

業に協力するとと

もに、当該調査研

究事業の結果を踏

まえ、国と連携し、

重度脊髄損傷者が

十分な治療・リハ

ビリテーションを

受けられる環境整

備を図るための検

討を進めます。 

応じた相談先の紹

介等の相談支援機

能の強化を図るほ

か、自動車事故被

害者への情報提供

の充実に取り組み

ます。 

また、専門的か

つ高度な業務を実

施する被害者支援

専門員（コーディ

ネーター）の養成

をさらに進め全支

所への配置を目指

し、被害者支援専

門員養成研修の修

了者（令和 4年度）

を令和 2 年度末全

職員数の 27％以上

とします。 

 

② 情報案内サービ

ス（交通事故被害

者ホットライン）

等により、自動車

事故の被害者等か

らの問い合わせに

対し、機構の各種

援護制度を情報提

供するとともに、

他機関の援護制

度・事故相談・訴

訟・病院・被害者団

体等に関する総合

的な情報提供を行

います。 

また、主管支所

の在宅介護相談窓

口によって、介護

料受給者等からの

日常的な相談に応

じるとともに、災

数（338人）の 28.7％（97人）

に達した。さらに、令和 4年 3月

からは、上記コーディネーターの

うち自動車事故被害者のニーズに

応じた相談先の紹介等の相談支援

機能の強化を図るため、より専門

的かつ高度な知識を有するⅡ種コ

ーディネーターの養成を開始して

おり、脳損や脊髄損傷による後遺

障害の症状や他法令に基づく保険

制度等に関する有識者の講義のほ

か、在宅介護をより深く理解でき

るよう、千葉療護センターにおい

て、遷延性意識障害者の日常生活

の看護、生体情報、看護物品等の

知識の習得のための実技研修や本

部において座学研修を実施した。 

 

３）交通事故ホットラインにおいて、

自動車事故の被害者等からの問い

合わせに対し、受付件数 1,166件、

相談窓口紹介先件数は 1,174 件の

総合的な情報提供を行った。 

 

４）介護に関する相談窓口における

相談支援の実施 

主管支所に介護福祉士等の資格

を有する在宅介護相談員を配置

し、989件の相談に対応し、介護に

関する知識・技術等を提供。 

 

５）災害時安否確認 

災害に備えるための防災情報を

提供し、さらに災害時に介護料受

給資格者等の安否確認を適切に行

うために緊急連絡先を把握すると

ともに、令和 4 年 8 月の新潟県・

山形県の大雨、同年 9月の台風 14

号の影響による鹿児島県・宮崎県

の大雨において、その地域の介護

料受給資格者等に連絡し安否の確

認を行った。 

＜課題と対応＞ 

引き続き、交通事故被害 

者等に対する相談支援の充

実、各種情報の発信を積極

的に行う。 

国土交通省の調査研究事業

の結果を踏まえ、国と連携

し、入院手続きや公募手続

き等の詳細について検討を

進める。 
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・在宅介護相談窓口

における相談件数

（平成 29 年度か

ら令和 2 年度まで

の平均相談件数：

1,115件） 

③ 国土交通省が実

施する調査研究事

業に協力するとと

もに、当該調査研

究事業の結果を踏

まえ、国と連携し、

重度脊髄損傷者が

十分な治療・リハ

ビリテーションを

受けられる環境整

備を図るための検

討を進める。 

害に備えるための

防災情報を提供

し、さらに災害時

に介護料受給者等

に連絡し安否の確

認を行います。 

③ 国土交通省が実

施する調査研究事

業に協力するとと

もに、当該調査研

究事業の結果を踏

まえ、国と連携し、

重度脊髄損傷者が

十分な治療・リハ

ビリテーションを

受けられる環境整

備を図るための検

討を進めます。 

 

６）国交省が実施する調査研究事業

に協力するとともに、国と連携し、

重度脊髄損傷者が十分な治療・リ

ハビリテーションを受けられる環

境整備を図るための検討を行い、

療護施設に係る委託基準（実施主

体、設置地域、効果検証の方法や受

託病院に求める基準等）の策定を

行った。 

 （５）交通遺児等へ

の生活資金の貸付 

① 交通遺児等に対

して必要な生活資

金の貸付を行うと

ともに、交通遺児

等の健全な育成に

資するよう、交通

遺児家族等同士の

交流促進などによ

り、精神的支援を

効果的に実施す

る。 

なお、交通遺児

家族等同士の交流

会の実施件数につ

いて、全支所年 2

回以上とする。 

 

② 貸付の対象者で

ある交通遺児等の

ニーズを把握し、

その支援の在り方

（５）交通遺児等へ

の生活資金の貸付 

① 交通遺児等に対

して生活資金の貸

付を行うことによ

り、被害者救済を

図ります。 

 

② 健全な育成に資

するよう、交通遺

児等のニーズを把

握し、必要に応じ

て見直しを図り、

通遺児家族等同士

の交流を促進する

などにより、精神

的支援を効果的、

かつ効率的に実施

します。 

なお、交通遺児

家族等同士の交流

会の実施件数につ

いて、会員の存在

（５）交通遺児等へ

の生活資金の貸付 

① 交通遺児等に対

して生活資金の貸

付を行うことによ

り、交通遺児等の

健全な育成を図る

ための経済的支援

を実施します。 

 

② 家族等同士の交

流を促進するため

の友の会の集い及

び保護者交流会を

効果的に行うなど

により、交通遺児

等の健全な育成を

図る精神的支援を

実施します。 

なお、交通遺児

家族等同士の交流

会の実施件数につ

いては、会員の存

＜主な定量的指標＞ 

・交通遺児家族等同

士の交流会実施回

数 

・交通遺児への精神

的支援に関する評

価度 

 

＜その他の指標＞ 

・交通遺児等貸付実

績（貸付人数及び

貸付額） 

・新規貸付人数 

・「友の会の集い」参

加人数 

・調査票回収率 

＜評価の視点＞ 

・精神的支援が効果

的に実施されてい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）新規貸付 1 件を含む交通遺児等

34 人に対し、6.4 百万円の無利

子貸付を実施。 

 

２）交通遺児及びその保護者等を対

象とした「友の会」を運営し、次

のとおり精神的支援を実施。 

①被害者家族同士の交流の場とし

て「友の会の集い」を実施。全国

各支所において 522 人が参加。ま

た、保護者同士の意見交換の場の

「保護者交流会」を友の会の集い

開催時を含め、全国各支所で延べ

135回実施。 

②「書道コンテスト」を実施。友の

会会員 297人から応募があり、受

賞者 85人を決定。 

 

３）交通遺児友の会会員に対するア

ンケート調査の結果（調査対象

世帯数 536 世帯、回収世帯 252

世帯（回収率 47.0％））、目標値

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ   

交通遺児等への無利子貸

付を実施するとともに、コ

ロナ禍においても、友の会

の集い、保護者交流会、友

の会コンテストなどナスバ

ならではの精神的支援を着

実に実施していることか

ら、年度計画を十分に達成

しているものと判断し、Ｂ

評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

新型コロナウイルス感染

防止対策を講じたうえで、

引き続き、友の会の集いや

保護者交流会などを効果的

に実施し、交通遺児等への

精神的支援を強化する。 

また、利用者等のニーズ

の把握に努め、引き続きそ

の支援の在り方を含めて、

現在の手法が効果的かつ効

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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を含めて、現在の

手法が効果的かつ

効率的なものかど

うか検討し、必要

に応じて見直すも

のとする。 

 

③ 以上の施策を実

施することによ

り、交通遺児家族

等に対する 5 段階

評価の調査におけ

る精神的支援に関

する評価度につい

て、中期目標期間

の年度毎に 4.61

以上とする。 

 

【指標】 

・調査票回収率（平

成 29年度から令 

和 2 年度までの平均

回収率：32.3％） 

 

する支所において

年 2 回以上としま

す。 

 

③ 以上の施策を実

施することによ

り、交通遺児家族

等に対する 5 段階

評価の調査におけ

る精神的支援に関

する評価度につい

て、中期目標期間

の年度毎に 4.61

以上とします。 

在する支所におい

て年 2 回以上、友

の会全体の交流会

を集い形式で実施

するとともに、集

いの中で保護者の

ための交流会を別

途開催することと

します。 

③ 以上の施策を実

施することによ

り、交通遺児家族

等に対する 5 段階

評価の調査におけ

る精神的支援に関

する評価度（令和 4

年度）について、

4.61 以上としま

す。 

の 4.61 以上を上回る 4.71 の評

価。 

率的なものかどうか検討す

る。 

 

 

 

④ 適切な債権管理

を行い、引き続き、

債権回収率 90％

以上を確保する。 

あわせて、債権

管理・回収コスト

要因を分析し、債

権管理・回収を一

層強化しつつ、引

き続きコスト削減

を図る。 

④ 適時適切な債権

管理を行うため

に、早期の折衝や

返還義務の周知徹

底などを的確に実

施し、債権保全・

回収を一層強化し

つつ、引き続きコ

スト削減を図りま

す。 

 

⑤ 適切な債権保

全・回収を行うこ

とにより、回収率

90％以上を確保し

ます。 

 

④ 令和 3 年度の回

収実績等を踏まえ

た債権管理目標

(債務者折衝率)を

設定し、早期の折

衝や返還義務の周

知徹底を実施しま

す。また、適時適切

な債権管理を行う

ために必要に応じ

て、債権管理規程

等を見直し、債権

管理・回収を一層

強化するとともに

コスト削減を図り

ます。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・債権回収率 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・貸付債権の適正な

管理を行い、回収

率90％以上を確保

するために各主管

支所や貸付利用者

へ周知徹底を行っ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）債権回収率：92.8％ 

 

２）債権管理規程に基づき、債権を

分類して貸付債権を管理してい

る。 

 

３）債権分類に基づき早期折衝を

行った。また、早期折衝をするよ

うに各主管支所へ被害者援護業

務実施基準等を作成し周知を図

った。 

４）貸付利用者が成年年齢に達し

たときに返還義務を周知するた

め返還総額等を通知した。 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

債権管理規程に基づき、 適

正に管理が行われたこ と、

各主管支所による早期 の

折衝が行われたことな ど、

債権管理・回収の一層 の強

化に取り組んでいることか

ら、年度計画を十分に達成

しているものと判断し、Ｂ

評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

適切な債権管理や回収率

の維持・向上について、引

き続き、効果的・効率的な

取組を検討する。 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた 
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⑤ 債権管理規程等

に基づき、法的措

置を含め適切な債

権管理・回収を行

うことにより、回

収率 90％以上を確

保します。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 自動車アセスメント情報提供業務 効率的・効果的な試験・評価の実施、わかりやすい情報提供 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標：5 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

施策目標：16 自動車事故の被害者の救済を図る 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車事故対策機構法第 13条第 8号 

 

当該項目の重要度、困難

度 

・効率的・効果的な試験・評価の実施【重要度：高】 

高齢運転者による死亡事故が相次いで発生している中、第 11 次交通

安全基本計画（令和 3 年 3 月 29 日決定）において令和 7 年までに世界

一安全な道路交通の実現を目指し、24時間死者数を 2,000人以下、重傷

者数を 22,000 以下にするとの目標達成のために先進技術導入への対応

が特に注視すべき事項とされている。そのため、近年の自動車の安全技

術の進展・多様化にあわせて、自動車アセスメントの実施により自動車

ユーザーに分かりやすく伝え、時勢に合わせて安全効果の高い自動車が

市場で選択されやすい環境を整え、より安全な自動車の普及拡大及び自

動車製作者のより安全な自動車の研究開発を促進する必要があるため。 

・効率的・効果的な試験・評価の実施【困難度：高】 

評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率については、自動

車メーカーの経営判断による販売台数の多い車種のモデルチェンジ等

によりカバー率が大きく下がるなどの外部要因に強く影響を受ける指

標であるため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 188－3 

 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 

（前中期目標期

間最終年度値） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度  ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

評 価 実 施

車 種 の 年

間 新 車 販

売 台 数 に

対 す る カ

バー率 

中期目標期間

の各年度にお

いて 80％以上 

81.8％ 81.9％     予算額（千円） 1,065,000     

達成度 
－ 102.3％ 102.4％     

決算額（千円） 

※注１～注３ 
935,874     

フ ァ イ ブ

ス タ ー 獲

得車種数 

－ 9車種 7車種     
経常費用（千円） 

※注１～注３ 
963,651     

平 均 評 価

得点 
－ 175.45 184.07     

経常利益（千円） 

※注１～注３ 
67,970     

最 高 評 価

得点 
－ 185.02 186.44     行政コスト（千円） 963,665     
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広 報 活 動

実施件数 

中期目標期間

の年度毎に 50

件以上 

66件 79件     

 
従事人員数 

※注４ 
319     

 達成率 － 132.0％ 158.0％            

 自 動 車 ア

セ ス メ ン

ト ホ ー ム

ペ ー ジ ア

ク セ ス 件

数 

－ 約 84万件 
約 71万

件 
    

 

      

 自 動 車 ア

セ ス メ ン

ト パ ン フ

レ ッ ト 配

布数 

－ 約 89万部 
約 83万

部 
    

 

      

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「自動車アセスメント情

報提供業務」の実績額（自動車アセスメント情報提供業務全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損

益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数については、現場職員が間接部門及び事業部門を横断的に担務しており

業務ごとに切り分けられないため、常勤職員数 347 人から計上可能な本部の間接部

門専属人数 28人を差し引いた人数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

      自動車アセスメント情報提

供業務の評定：Ｂ 

【細分化した項目の評定の

算術平均】 

（Ａ4点×1項目+Ｂ3点×1

項目×2）÷（2項目+1項目）

=3.33 

⇒算術平均に最も近い評定

は「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎

の点数を、Ｓ：5点、Ａ：4

点、Ｂ：3点、Ｃ：2点、Ｄ：

1 点とし、重要度の高い項

目については加重を 2 倍と

している。 

自動車アセスメント情報提供業務の評定：

Ｂ 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ａ４点×１項目+Ｂ３点×１項目×２）÷

（２項目+１項目）≒3.33 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ｂ」評定で

ある。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：

5点、Ａ：4点、Ｂ：3点、Ｃ：2点、Ｄ：1

点とし、重要度の高い項目については加重

を 2 倍としている。 

 

自動車アセスメント業務の評価要度及び

困難度を「高」と設定している「効率的・効

果的な試験・評価の実施」については、評価

実施車種の年間新車販売台数に対するカバ

ー率における年度計画を達成している。 

また、「広報活動実施件数」については、

運行管理者等指導講習や介護料受給者交流

会等で理解を深められるような広報活動を

実施、そして多くの集客が見込まれる場所

において２年ぶりの自動車アセスメント試

験車両の展示を伴うものを含め、昨年度に

引き続き幅広く周知活動を行っている。 

以上により、自動車アセスメント情報提

供業務等において重点化の対象としている

項目について評価できること及びわかりや 

すい情報提供についての広報活動実績等が

評価できることから、Ｂ評定とするもので

ある。 
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 （６）自動車アセス

メント情報提供業

務 

① 車両の安全性能

に関する公正でわ

かりやすい情報提

供を進めることに

より自動車メーカ

ーの安全な車の開

発意識を高めるた

めに、国土交通省

が定める自動車ア

セスメント事業の

拡充のためのロー

ドマップ（以下「ロ

ードマップ」とい

う。）に基づき、国

及び関係機関と連

携しつつ、国の実

施機関として効率

的かつ効果的に車

両の安全性能につ

いて試験及び評価

を行うとともに、

評価結果をよりわ

かりやすく発信す

るため、衝突安全

性能評価及び予防

安全性能評価等を

統合した車両全体

としての総合評価

に取り組む。 

 

② 消費者の立場、

被害者の立場に立

った機構ならでは

の取組となるよう

に努め、ロードマ

ップに基づき、技

術の進展により新

たに実用化された

安全性能の高い装

（６）自動車アセス

メント情報提供業

務 

① 公正な自動車ア

セスメント情報提

供業務を効率的か

つ効果的に実施す

ることにより、ユ

ーザーがより安全

な車を選択できる

環境を整えるとと

もに、自動車メー

カーによる安全な

車の開発を促進し

ます。 

  特に、評価結果

をよりわかりやす

く発信するため、

衝突安全性能評価

及び予防安全性能

評価等を統合した

車両全体としての

総合評価を実施し

ます 

 

② 国土交通省が定

める自動車アセス

メント事業の充実

のためのロードマ

ップに基づき、技

術の進展により新

たに実用化された

安全性能の高い装

置等に関する評価

項目の導入、既存

評価項目の充実等

のための検討を行

います。具体的に

は、交差点におけ

る被害軽減ブレー

キ、通信を利用し

た衝突回避支援技

（６）自動車アセス

メント情報提供業

務 

① 国土交通省告示

で定められた自動

車アセスメントの

評価について、効

率的かつ効果的に

評価試験を実施す

ることにより、ユ

ーザーがより安全

な車を選択できる

ようにするととも

に、自動車メーカ

ーによる安全な車

の開発を促進しま

す。 

  特に、評価結果

をよりわかりやす

く発信するため、

衝突安全性能評価

及び予防安全性能

評価等を統合した

車両全体としての

総合評価を実施し

ます。 

 

② 国土交通省が定

める自動車アセス

メントの充実のた

めのロードマップ

に基づき、以下の

取組を実施しま

す。また、以下の取

組を効率的に実施

するため、海外の

自動車アセスメン

ト関係機関等との

情報共有を積極的

に実施します。 

 

ア 令和 5 年度

＜主な定量的指標＞ 

・評価実施車種の年

間新車販売台数に

対するカバー率 

 

＜その他の指標＞ 

・ファイブスター獲

得車種数 

・平均評価得点数 

・最高評価得点数 

 

＜評価の視点＞ 

・ユーザーがより安

全な車を選択でき

るようになってい

るか。 

・自動車メーカーに

よる安全な車の開

発が促進されてい

るか。 

・自動車アセスメン

トのロードマップ

に基づく取組を行

っているか。 

・海外の自動車アセ

スメント関係機関

等との情報共有を

行っているか。 

・評価実施車種の年

間新車販売台数に

対するカバー率が

80％以上になって

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

１）安全な車の選択・開発促進 

・自動車アセスメントについて、こ

れまで衝突安全性能と予防安全

性能等で個別の評価となってい

たものを統合した新たな評価

「自動車安全性能」を令和 2 年

度より導入しており、5段階評価

や総得点により自動車の安全性

能の評価結果をわかりやすく自

動車ユーザー等に伝えている。 

・令和 4年度においては、新たに自

転車対応の「被害軽減ブレーキ」

の評価を導入し、自動車 13車種、

チャイルドシート 4 製品につい

て試験を行い、安全性能の評価

の実施、結果の公表により、ユー

ザーがより安全な自動車等を選

択できるようにした。 

・令和 4 年度の評価を表す自動車

安全性能 2022においては、最高

評価であるファイブスター賞を

7車種が獲得した。ファイブスタ

ー賞の平均評価得点数は 199 点

満点中約 184 点と高いレベルが

示された。また、令和 4 年度の

ファイブスター賞該当車種のう

ち最高得点のものをファイブス

ター大賞として表彰することと

するなど、メーカーにより安全

な自動車の開発を促す取組を行

った。 

・以上により、自動車メーカーによ

る安全な車の開発が促進され

た。 

 

２）制度充実のための取組・情報共有 

・歩行者に対するペダル踏み間違

いによる急発進抑制装置につい

て、評価方法を策定するための

検討及び令和 5 年度からの評価

開始に向けた検討を行った。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

多くの車種について効率

的かつ公正な試験・評価に

取り組み、自動車安全性能

評価においては、引き続き

高い得点で推移しており、

自動車メーカーの安全な車

の開発意識の向上が表れて

いる。 

評価実施車種の年間新車

販売台数に対するカバー率

は達成できた。 

以上により、年度計画を

十分に達成しているものと

判断しＢ評価とするもので

ある。 

 

＜課題と対応＞ 

自動車メーカーの安全な

車の開発意識の向上に向

け、引き続き効果的な方策

について検討を行う。 

交差点における出会い頭

事故に対応した「被害軽減

ブレーキ」等について、評

価導入のための検討を行

う。 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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置等に関する評価

項目の導入、既存

評価項目の充実等

のため、交差点に

おける被害軽減ブ

レーキ、通信を利

用した衝突回避支

援技術、歩行者に

対するペダル踏み

間違いによる急発

進抑制装置、前面

衝突時の加害性を

考慮した乗員保

護、先進的脚部イ

ンパクタを使用し

た歩行者脚部保護

の評価方法の策定

のための検討を行

う。この検討を効

率的に実施するた

め、海外アセスメ

ント関係機関等と

の情報共有を積極

的に実施する。 

 

【重要度：高】 

高齢運転者による

死亡事故が相次いで

発生している中、第

11次交通安全基本計

画（令和 3 年 3月 29

日決定）において令

和 7 年までに世界一

安全な道路交通の実

現を目指し、24時間

死者数を 2,000 人以

下 、 重 傷 者 数 を

22,000以下にすると

の目標達成のために

先進技術導入への対

応が特に注視すべき

事項とされている。

術、歩行者に対す

るペダル踏み間違

いによる急発進抑

制装置、前面衝突

時の加害性を考慮

した乗員保護、先

進的脚部インパク

タを使用した歩行

者脚部保護などの

評価方法の策定の

ための検討を行い

ます。 

また、この検討

を効率的に実施す

るため、海外アセ

スメント関係機関

等との情報共有を

積極的に実施しま

す。 

 

③ 以上の施策を実

施することによ

り、販売台数の多

い車種を優先して

効率的に試験を実

施するとともに、

自動車メーカー等

が自発的に評価を

受けるような評価

方法とするなどに

より評価実施車種

の年間新車販売台

数に対するカバー

率を中期目標期間

の各年度において

80％以上となるよ

うにします。 

以降の導入が

見込まれる歩

行者に対する

ペダル踏み間

違いによる急

発進抑制装置

について、評

価のための検

討 を 行 い ま

す。 

イ 令和 6 年度

以降の導入が

見込まれる交

差点における

被害軽減ブレ

ー キ に つ い

て、評価のた

めの検討を行

います。 

ウ 令和 6 年度

以降の導入が

見込まれる前

面衝突時の加

害性を考慮し

た乗員保護に

ついて、評価

のための検討

を行います。 

エ 令和 6 年度

以降の導入が

見込まれる先

進的脚部イン

パクタ（aPLI：

advanced 

Pedestrian 

Legform 

Impactor）を

使用した歩行

者脚部保護に

ついて、評価

のための検討

を行います。 

・交差点対応の「被害軽減ブレー

キ」について、評価方法を策定す

るための検討を行った。 

・前面衝突時の加害性を考慮した

乗員保護について、評価方法を

策定するための検討を行った。 

・先進的脚部インパクタを使用し

た歩行者脚部保護について、評

価方法を策定するための検討を

行った。 

・海外のアセスメント関係機関等

との情報交換を行うことに加

え、会議開催に向けた調整を進

め、海外のアセスメント関係機

関との合同会議の開催（令和 5年

度 4月）につなげた。 

 

３）評価実施車種の年間新車販売台

数に対するカバー率は、81.9％と

なった。 
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そのため、近年の自

動車の安全技術の進

展・多様化にあわせ

て、自動車アセスメ

ントの実施により自

動車ユーザーに分か

りやすく伝え、時勢

に合わせて安全効果

の高い自動車が市場

で選択されやすい環

境を整え、より安全

な自動車の普及拡大

及び自動車製作者の

より安全な自動車の

研究開発を促進する

必要があるため。 

 

③ 以上の施策を実

施することによ

り、安全な自動車

の普及促進に資す

るよう、評価実施

車種の年間新車販

売台数に対するカ

バー率を中期目標

期間の各年度にお

いて 80％以上とす

る。 

【困難度：高】 

評価実施車種の年

間新車販売台数に対

するカバー率につい

ては、自動車メーカ

ーの経営判断による

販売台数の多い車種

のモデルチェンジ等

によりカバー率が大

きく下がるなどの外

部要因に強く影響を

受ける指標であるた

め。 

③ 自動車アセスメ

ントについて、販

売台数の多い車種

を優先して効率的

に試験を実施する

とともに、自動車

メーカー等が自発

的に評価を受ける

ような評価方法と

するなどにより、

評価実施車種の年

間新車販売台数に

対するカバー率

（令和 4 年度）を

80％以上となるよ

うにします。 
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 ④ 自動車ユーザー

等がより安全な自

動車等を選べるよ

う、自動車アセス

メント事業におけ

る自動車等の安全

性能の評価結果等

をパンフレット、

ホームページ等に

おいて分かりやす

く表示するととも

に、積極的な広報

活動により自動車

ユーザー等に発信

する。 

  同様に、予防安

全装置やチャイル

ドシートなどの自

動車の安全装置等

が適切に使用され

るよう、パンフレ

ット、ホームペー

ジ等において分か

りやすく表示する

とともに、積極的

な広報活動により

自動車ユーザー等

に発信する。 

  なお、中期目標

期間の年度毎に広

報活動件数を５０

件以上とする。 

④ 自動車ユーザー

等がより安全な自

動車等を選べるよ

う、自動車アセス

メント事業におけ

る自動車等の安全

性能の評価結果等

を、パンフレット、

ホームページ、SNS 

等において分かり

やすく表示すると

ともに、新たな情

報提供方法なども

活用した広報活動

により自動車ユー

ザー等に伝えま

す。 

  同様に、予防安

全装置やチャイル

ドシートなどの自

動車の安全装置等

が適切に使用され

るよう、パンフレ

ット、ホームペー

ジ等にわかりやす

く表示するととも

に、広報活動によ

り自動車ユーザー

等に伝えます。 

  なお、中期目標

期間の年度毎に広

報活動件数を５０

件以上とします。 

④ 自動車アセスメ

ントの評価結果や

自動車の安全装備

等の情報を、以下

の手段により、わ

かりやすく利用し

やすい形で自動車

ユーザー等に伝え

ることにより、よ

り安全な自動車の

普及を促進しま

す。 

 

ア チラシ、パ

ンフレット等

の広報資料を

作成し、広報

イベントや自

動車販売店な

どで配布でき

るようにしま

す。 

イ ホームペー

ジや SNS 等に

おいて情報提

供を行うとと

もに、新たな

情報提供方法

なども活用し

た広報活動を

実施します。 

ウ チラシ、パ

ンフレット等

を活用した広

報活動を年度

内に 50 件以

上実施するこ

とにより、自

動車アセスメ

ントの認知度

を向上させ、

その評価結果

＜主な定量的指標＞ 

・広報活動実施件数 

 

＜その他の指標＞ 

・自動車アセス 

メントホームペー

ジアクセス件数 

・自動車アセスメン

トパンフレット配

布数 

 

＜評価の視点＞ 

・ユーザーのニーズ

に沿った分かりや

すい情報提供がな

されているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

・自動車等の安全性能評価結果等を

まとめたパンフレットについて

は、“自動車安全性能 2021”を約 37

万部、“チャイルドシート安全比較

BOOK”を約 24万部作成した。 

・アセスメントの効果等をわかりや

すく周知する広報用チラシを約 23

万部作成した。また、パンフレッ

ト、広報用チラシには、最新の自動

車アセスメント・チャイルドシー

トアセスメント情報への誘導のた

め、QRコードを記載した。 

・パンフレット、広報用チラシを各

都道府県のトラック協会などが主

催するイベントのほか、全国の自

動車販売店、整備事業者、道の駅等

で配布した。 

・さらに、“チャイルドシート安全比

較 BOOK”については、上記に加え、

産婦人科や小児科の病院等でも配

布した。 

・自動車アセスメントのホームペー

ジでは、新たに導入した自転車対

応の「被害軽減ブレーキ」の試験等

の動画を掲載し、どのような試験

を行っているかわかりやすく紹介

しているとともに、YouTubeの動画

のみを視聴するユーザーのために

評価結果を含めるなど、引き続き

わかりやすく紹介している。 

・また、予防安全装置について、正し

く使用しない場合や気象条件や路

面状態等の条件によって、自動車

の安全装置等が作動しなかったり

十分な効果を発揮しないことを、

パンフレット、ホームページ、試験

動画、ナスバの Twitter、Facebook

において表示し、予防安全装置の

過信について注意喚起をしてい

る。 

・年度中の自動車アセスメントのホ

＜評定と根拠＞ 評定：Ａ 

新型コロナウイルス感染

症の中でも、広報手段とし

て、多くの人に容易に自動

車アセスメント情報に触れ

てもらうため、パンフレッ

トやチラシを作成し各イベ

ント等において広く配布し

たほか、運行管理者等指導

講習や介護料受給者交流会

等で理解を深められるよう

な広報活動を実施した。 

また、全国各地における

広報活動の開催について

は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止を図り

つつ、徐々に、多くの集客

が見込まれる場所におい

て、２年ぶりの自動車アセ

スメント試験車両の展示を

伴うものを含め、年度計画

を上回る 79回に達し、昨年

度に引き続き幅広く周知活

動を行った。 

この取組に連動してパン

フレット等の配布数が総数

約 83万部となり、さらに、

自動車等アセスメントの各

種試験の実施状況等につい

ての YouTube 動画の視聴回

数は約 162 万回と昨年度を

大きく上回り、自動車アセ

スメントのホームページの

アクセス数は約 71 万件と

なった。 

以上により、広報活動の

実施件数が年度計画を上回

ったこと、YouTube による

イベント生配信や多数が視

聴する自治体による交通事

故防止の啓発動画への協力

などの取組を行うことによ

評定 Ａ 

〈評価に至った理由〉 

 令和４年度においては、わかりやすい情

報提供として、以下の取組を行っている。 

 

○自動車アセスメントパンフレット配布数

等 

〈実績〉 

・自動車安全性能 2021 約 37万部作成 

・チャイルドシート安全比較BOOK 約23万

部作成 

・広報用チラシ 約 23 万部作成 

 

○パンフレットやチラシにおいては、最新

の情報への誘導のため QR コードを記載し

た。 

 

○“チャイルドシート安全比較 BOOK”につ

いては、各都道府県のトラック協会が主催

するイベントのほか、全国の自動車販売店、

整備事業者、道の駅等で配布に加え、産婦

人科や小児科の病院等でも配布した。 

 

○自動車アセスメントのホームページで

は、新たに導入した自転車対応の「被害軽

減ブレーキ」の試験等の動画を掲載し、ど

のような試験を行っているかなどをわかり

やすく紹介した。 

 

○自動車アセスメントホームページアクセ

ス件数 

〈実績〉 

・約 71 万件 

 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響により従来から参加していた一部のイ

ベントが中止となる中、地方の交通安全関

連イベントにおけるパンフレット等の配布

や自動車アセスメントの試験映像の放映の

他、運行管理者等指導講習、介護料受給者

交流会等における広報活動を実施した。 

〈実績〉 
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などが自動車

の購入の際に

利用されるよ

うにします。 

ームページのアクセス件数は約 71

万件となった。 

・主管支所等の担当職員に対して、

自動車アセスメント等の認知度向

上や社会的意義をより広く伝達す

るための研修を実施した。 

・新型コロナウイルス感染症の影響

により従来から参加していた一部

のイベントが中止となる中、地方

の交通安全関連イベントにおける

パンフレット等の配布や自動車ア

セスメントの試験映像の放映の

他、運行管理者等指導講習、介護料

受給者交流会等における広報活動

を全国で計 79回実施した。 

特に多くの集客が見込める主要

ターミナル駅や公共広場、プロス

ポーツの試合会場において広報ブ

ースを計 50回出展し、内、7回に

おいて約 2 年ぶりに自動車アセス

メントの試験車両を展示した。 

・新型コロナウイルス感染症の影響

により、従来から参加していた一

部のイベントが中止になる状況下

において、以下のような新たな取

組を行った。 

・令和 4年 5月 25日に「2021年度自

動車アセスメント表彰式」をオン

ラインで開催し、その模様を

YouTubeにて生配信を行った。 

・新たに自動車アセスメントの評価

項目として導入した自転車対応の

「被害軽減ブレーキ」の試験の様

子をデモンストレーションとして

報道関係者に公開し、併せて希望

する参加者に対して試験車両への

体験搭乗を行った。 

・パシフィコ横浜を会場に行われた

「マタニティ＆ベビーフェスタ

2022」のセミナープログラムにお

いて、チャイルドシートアセスメ

ントに関する講演、ISO-FIXチャイ

り自動車アセスメントの認

知度の向上に寄与したこと

など、年度計画を大きく上

回っているものと判断しＡ

評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、効果的な交通

関連イベントへの出展等の

広報活動のあり方や新たな

情報提供方法なども活用し

た広報活動について、検討

する必要がある。 

広報活動実施件  79 件（年度計画比

158.0％） 

 

○新たに自動車アセスメントの評価項目と

して導入した自転車対応の「被害軽減ブレ

ーキ」の試験の様子をデモンストレーショ

ンとして報道関係者に公開し、併せて希望

する参加者に対して試験車両への体験搭乗

を行う広報活動を実施した。 

 

以上により、中期計画における所期の目

標を上回る成果が得られていると認められ

るため、Ａ評定とした。 

 

○主な定量的指標 

 達成目標 実績 達成率 

広報活動

実施件数 

50件 79件 158.0％ 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・Ａ評定について異論はない。 

・ADAS（先進運転支援システム）は、正し

く理解して使用することが重要である。正

しい使い方の動画も公開するよう検討を進

めてほしい。 
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ルドシートの取付デモンストレー

ションを行い、希望する参加者に

対して取付体験会を実施した。 

・チャイルドシートアセスメントの

情報が妊産婦や配偶者等の子育て

世代に直接届くよう、マタニティ

専門誌の誌面にチラシを掲載した

ことにより、全国の読者から直接

チャイルドシートアセスメントの

パンフレットの請求があり、500名

以上の手元にパンフレットを配布

した。 

・高齢ドライバーによる交通事故の

削減を目的とした東京都による交

通事故防止の啓発動画に対して、

サポカーの紹介用の映像として自

動車アセスメントの試験映像を提

供した。同啓発動画は、都内の医療

関連施設（病院、診療施設、調剤薬

局等）の待合室等で放映され、自動

車アセスメントの認知度向上につ

ながった。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１―１ 業務改善の取組 効率的な運営体制の確保、管理業務の簡素化等 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）業務改善の取

組 

①  事業全般の精

査・見直しを行い、

引き続き、効率的

な運営体制を確保

しつつ、管理業務

の簡素化等を図

る。 

（１）業務改善の取

組 

① 事業全般の精

査・見直しを行い、

引き続き、効率的

な運営体制を確保

しつつ、管理業務

の簡素化等を図り

ます。 

（１）業務改善の取

組 

① 事業全般の精

査・見直しを行い、

引き続き、効率的

な運営体制を確保

しつつ、管理業務

の簡素化等を図り

ます。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・効率的な運営体制

を確保しつつ、管

理業務の簡素化等

が図られている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

・新型コロナウイルス感染防止対策

及び今後のデジタル化の対応に向

け、必要な情報を効率的に提供す

るための情報端末を活用して、介

護料受給資格者に対するリモート

による訪問支援を新たに実施し

て、コロナ禍においても安心して

介護料受給資格者への支援ニーズ

の把握や相談対応を効率的に実施

可能とする環境整備を図った。 

さらに、令和4年度においては、

各種会議・研修等をWEB会議で実施

することによって、新型コロナウ

イルス感染防止対策に努めるとと

もに、業務運営の効率化や費用の

削減を図った。 

 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

介護料受給資格者に対

する訪問支援のリモート

化、WEB 会議等の有効活用

により、介護料受給資格者

のニーズや新型コロナウ

イルス感染症対策に対応

しつつ、効率的な業務運営

体制を確保していること

から、年度計画を十分に達

成しているものと判断し、

Ｂ評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も引き続き事業全

般の精査・見直しを行う。 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１―２ 業務改善の取組 一般管理費・業務経費の削減、調達等合理化の取組の推進 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指

標 

達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費予算額、

決算額 
－ － 

（予算額） 

243百万円 

（決算額） 

242百万円 

     

一般管理費削減割

合、削減額 

中期目標期間の最後

の事業年度におい

て、令和 3年度比で 

15％以上削減 

－ 

（計画） 

令和 3年度予算

の 3.00％以上に

相当する額を削

減 

8百万円 

（実績） 

3.44％ 

9百万円 

     

達成度 － － 114.5％      

業務経費予算額、決

算額 
－ － 

（予算額） 

3,524百万円 

（決算額） 

3,519百万円 

     

 

業務経費削減割合、

削減額 

中期目標期間の最後

の事業年度におい

て、令和 3年度比で 

10％以上削減 

－ 

（計画） 

令和 3年度予算

の 2.00％以上に

相当する額を削

減 

72百万円 

（実績） 

2.12％ 

76百万円 

     

 達成度 － － 105.9％      
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ② 業務運営の効率

化を図ることによ

り、一般管理費（人

件費、公租公課等

の所要額計上を必

要とする経費及び

特殊要因により増

減する経費を除

く。）について、中

期目標期間の最後

の事業年度におい

て、令和 3 年度比

で 15％以上削減

するとともに、業

務経費（人件費、公

租公課等の所要額

計上を必要とする

経費及び特殊要因

により増減する経

費を除く。）につい

て、中期目標期間

の最後の事業年度

において、令和 3

年度比で 10％以

上削減する。 

 

③  契約について

は、「独立行政法人

における調達等合

理化の取組の推進

について」（平成

27 年 5 月 25 日総

務大臣決定）等を

踏まえ、引き続き、

公正かつ透明な調

達手続による、適

切で迅速かつ効果

的な調達を実現す

る観点から、機構

② 一般管理費（人

件費、公租公課等

の所要額計上を必

要とする経費及び

特殊要因により増

減する経費を除

く。）について、業

務運営の効率化を

推進し、中期目標

期間の最終年度ま

でに、令和 3 年度

比で 15％以上削

減します。 

 

③ 業務経費（人件

費、公租公課等の

所要額計上を必要

とする経費及び特

殊要因により増減

する経費を除く。）

について、業務運

営の効率化を推進

し、中期目標期間

の最終年度まで

に、令和 3 年度比

で 10％以上削減

します。 

 

④ 「独立行政法人

における調達等合

理化の取組の推進

について」（平成

27 年 5 月 25 日総

務大臣決定）を踏

まえ、引き続き、公

正かつ透明な調達

手続きによる適切

で迅速かつ効果的

な調達を実施する

② 一般管理費（人

件費、公租公課等

の所要額計上を必

要とする経費及び

特殊要因により増

減する経費を除

く。）について、業

務運営の効率化を

推進し、令和 8 年

度末までに、令和3

年度比で15％以上

削減するため、令

和 4 年度におい

て、令和 3 年度予

算の3.00％に相当

する額を削減しま

す。 

 

  

③ 業務経費（人件

費、公租公課等の

所要額計上を必要

とする経費及び特

殊要因により増減

する経費を除く。）

について、業務運

営の効率化を推進

し、令和 8 年度末

までに、令和 3 年

度比で10％以上削

減するため、令和4

年度において、令

和 3 年度予算の

2.00％に相当する

額を削減します。 

 

④ 「独立行政法人

における調達等合

理化の取組の推進

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費削減割

合 

・業務経費削減割合 

 

＜その他の指標＞ 

・一般管理費予算

額、決算額 

・一般管理費削減額 

・業務経費予算額、

決算額 

・業務経費削減額 

 

＜評価の視点＞ 

・一般管理費及び業

務経費が着実に削

減されているか。 

・契約の競争性及び

透明性が確保され

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・一般管理費において、業務運営の効

率化を推進するとともに、経費削減

方策に基づき経費削減を積極的に取

り組み、年度計画（令和 3 年度予算

に対し▲3.00％削減）を上回る経費

削減（▲3.44％）を達成。 

・業務経費において、業務運営の効率

化を推進するとともに、経費削減方

策に基づき経費削減に積極的に取り

組み、年度計画（令和 3 年度予算に

対し▲2.00％削減）を上回る経費削

減（▲2.12％）を達成。 

・公正性・透明性を確保しつつ、自律

的かつ継続的に調達等の合理化を図

るため、「令和 4年度独立行政法人自

動車事故対策機構調達等合理化計

画」を策定。 

・計画策定、実施、自己評価及び次計

画への反映という PDCA サイクルに

よる推進を図るため、「令和 4年度独

立行政法人自動車事故対策機構調達

等合理化計画」に基づく取組状況に

ついて、新たに競争性のない随意契

約を締結することとなる案件に対す

る適正契約検証チームによる事前検

証を実施し、重点的に取り組む分野

に対する自己評価を行い、外部有識

者からなる契約監視委員会の点検を

実施。 

＜評定と根拠＞ 評定：Ｂ 

令和 3年度予算に対し、

一般管理費3.00％、業務経

費 2.00％以上の削減を図

っている。 

「令和 4 年度独立行政

法人自動車事故対策機構

調達等合理化計画」を策定

し、公正性・透明性を確保

しつつ、自律的かつ継続的

な調達等の合理化に向け

た取組を着実に実施して

おり、年度計画を十分に達

成しているものと判断し

Ｂ評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、経費削減を積

極的に取り組むとともに、

更なる調達の合理化に向

けて取り組む。 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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内の推進体制を整

備し、契約監視委

員会を活用すると

ともに、一者応札

の解消、企画競争

や新たに競争性の

ない随意契約を締

結する全ての案件

について適正契約

検証チームによる

事前点検を実施す

るなど、毎年度策

定する「調達等合

理化計画」におい

て前年度の自己評

価や課題を踏ま

え、更なる調達の

合理化を推進する

ために重点的に取

り組む分野の具体

的な設定を行い、

同計画を着実に実

施し、効率的な予

算執行及び運営費

交付金の適切かつ

効率的な使用に努

める。 

観点から、機構内

に調達等合理化検

討会を設置し、調

達等合理化の推進

を図るとともに、

契約監視委員会を

活用して個々の契

約案件の事後点検

を実施します。 

  具体的には、一

者応札の解消で

は、一者応札とな

った原因の検証及

び分析による競争

参加者の増加に向

けた取組や毎年度

実施する契約案件

において同一事業

者による一者応札

が継続する場合は

適正契約検証チー

ムによる検証を行

った上で、適正な

契約方式へ移行し

ます。 

  また、企画競争

や新たに競争性の

ない随意契約を締

結する全ての案件

について、適正契

約検証チームによ

る事前点検を実施

するなど、毎年度

策定する「調達等

合理化計画」にお

いて、更なる調達

の合理化を推進す

るための取組を設

定し、これらを着

実に実施するとと

もに、情報公開の

充実により、競争

について」（平成 27

年 5月 25日総務大

臣決定）を踏まえ、

引き続き、公正か

つ透明な調達手続

きによる適切で迅

速かつ効果的な調

達を実施する観点

から、機構内に調

達等合理化検討会

を設置し、調達等

合理化の推進を図

るとともに、契約

監視委員会を活用

して個々の契約案

件の事後点検を実

施します。 

具体的には、一

者応札の解消で

は、一者応札とな

った原因の検証及

び分析による競争

参加者の増加に向

けた取組や毎年度

実施する契約案件

において同一事業

者による一者応札

が継続する場合は

適正契約検証チー

ムによる検証を行

った上で、適正な

契約方式へ移行し

ます。 

また、企画競争

や新たに競争性の

ない随意契約を締

結する全ての案件

について、適正契

約検証チームよる

事前点検を実施す

るなど、毎年度策

定する「調達等合
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４．その他参考情報 

特になし 

 

 

 

 

  

性及び透明性の確

保を図ります。 

理化計画」におい

て、引き続き調達

の合理化を推進す

るための取組を設

定し、これらを着

実に実施するとと

もに、情報公開の

充実により、競争

性及び透明性の確

保を図ります。 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１―３ 外部評価の実施、公表 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ④ 機構の各業務の

改善状況等につい

て、タスクフォー

スにより、外部評

価を行い、その結

果をホームページ

等で公表する。 

⑤ 機構の業務の改

善状況等につい

て、タスクフォー

ス（注６）により、

外部評価を行い、

その結果をホーム

ページ等で公表し

ます。 

 

（注６）「タスクフォ

ース」とは、外部

有識者からなる

事業改善等を目

的とする評価の

ための機関 

⑤ 機構の業務の改

善状況等につい

て、タスクフォー

ス（注８）により、

外部評価を行い、

その結果をホーム

ページ等で公表し

ます。 

 

（注１０）「タスクフ

ォース」とは、外

部有識者からな

る事業改善等を

目的とする評価

のための機関 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・業務の改善状況等

について、タスク

フォースにより、

外部評価を行い、

その結果をホーム

ページ等で公表し

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・令和 5年 6月 14日に「第 39回業

績評価等のためのタスクフォー

ス」を開催し、令和 4 年度業務実

績について報告し、業務の改善状

況等について外部有識者による

評価を実施し、評価結果について

ホームページで公表した。 

・上記に先立ち、令和 4年 11月 21

日に「第 38 回業績評価等のため

のタスクフォース」を開催し、外

部有識者に対して、令和 4年度上

半期の業務実績について報告す

るとともに、今後の業務運営全般

について意見を聴取し、その内容

をホームページで公表した。 

 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

業務の改善状況等につい

て、外部評価を受け、その評

価を踏まえた業務運営を実

施していること及びその内

容をホームページに着実に

公表していることから、年度

計画を十分に達成している

ものと判断しＢ評価とする

ものである。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き業務の改善状況

等について、タスクフォース

により、外部評価を行い、そ

の結果をホームページ等で

公表する。 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―２ 業務のデジタル化及びシステムの最適化 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （２）業務のデジタ

ル化及びシステム

の最適化 

情報システムの

整備及び管理につ

いては、デジタル技

術の的確な利活用

により利用者の利

便性の向上や法人

の業務運営の効率

化が実現されるよ

う、デジタル庁が策

定した「情報システ

ムの整備及び管理

の基本的な方針」

（令和 3 年 12 月 24

日デジタル大臣決

定）に則り、情報シ

ステムの適切な整

備及び管理を行う。 

（２）業務のデジタ

ル化及びシステムの

最適化 

情報システムの整

備及び管理について

は、デジタル技術の

的確な利活用により

利用者の利便性の向

上や法人の業務運営

の効率化が実現され

るよう、デジタル庁

が策定した「情報シ

ステムの整備及び管

理の基本的な方針」

（令和 3 年 12 月 24

日デジタル大臣決

定）に則り、情報シス

テムの適切な整備及

び管理を行います。 

（２）業務のデジタ

ル化及びシステムの

最適化 

情報システムの整

備及び管理について

は、デジタル技術の

的確な利活用により

利用者の利便性の向

上や法人の業務運営

の効率化が実現され

るよう、デジタル庁

が策定した「情報シ

ステムの整備及び管

理の基本的な方針」

（令和 3 年 12 月 24

日デジタル大臣決

定）に則り、情報シス

テムの適切な整備及

び管理を行います。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・デジタル技術の的

確な利活用により

利用者の利便性の

向上や法人の業務

運営の効率化が実

現されるよう、デ

ジタル庁が策定し

た「情報システム

の整備及び管理の

基本的な方針」（令

和 3 年 12 月 24 日

デジタル大臣決

定）に則り、情報シ

ステムの適切な整

備及び管理を図っ

ているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

・障害者・高齢者を始めとして誰も

が当機構のホームページにアクセ

スできるよう、ホームページに音

声読み上げ、文字拡大及びルビ振

り等の機能を追加し、利用者のア

クセシビリティの向上を図った。 

・基幹システム（メール・ファイルサ

ーバ等）については、システムの更

改に当たって、「情報システムの整

備及び管理の基本的な方針」に則

り、クラウドサービスの利用を原

則とするクラウド・バイ・デフォル

ト原則に基づき、サーバ類を全て

クラウド化にする等、適切な整備

を図った。また、基幹システムの更

改に併せて、BYOD（Bring Your Own 

Device：個人所有のスマートフォ

ン等）により出張時等にメール及

び法人内電子掲示板システムの利

用を可能とするクラウドサービス

及びチャット形式での連絡や複数

名でのデータや資料の共同編集を

可能とする機能を有し、本部・支所

間や支所間でコミュニケーション

をとりつつ共同作業を行うことが

可能なクラウドサービスを導入

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

基幹システムについて

は、「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」に

則り、クラウド・バイ・デ

フォルト原則に基づき、サ

ーバ類を全てクラウド化に

する等、適切な整備を図っ

た。また、基幹システムの

更改に併せて、BYOD（Bring 

Your Own Device：個人所有

のスマートフォン等）によ

り出張時等にメール及び法

人内電子掲示板システムの

利用を可能とするクラウド

サービス及びチャット形式

での連絡や複数名でのデー

タや資料の共同編集を可能

とする機能を有し、本部・

支所間や支所間でコミュニ

ケーションをとりつつ共同

作業を行うことが可能なク

ラウドサービスを導入し、

業務運営の効率化に資する

環境を整備した。また、ホ

ームページに音声読み上

げ、文字拡大及びルビ振り

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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し、業務運営の効率化に資する環

境を整備した。 

・引き続き、新型コロナウイルス感

染拡大防止及び働き方改革の一環

として、本部役職員、主管支所の管

理職を対象にテレワークシステム

（令和2年度導入）を運用し、新型

コロナウイルスの感染防止を図る

とともに、業務の簡素化・効率化を

図っている。 

・引き続き、電子決裁システム（令和

2年度導入）を運用し、決裁文書を

電子保存する等、業務の電子化を

図っている。 

・引き続き、WEB会議システムについ

ては、組織内外での会議・研修のみ

ならず、日常的な業務打合せに活

用することにより、コミュニケー

ションツールとしての運用を行

い、業務の簡素化・効率化を促進し

ている。 

・引き続き、最高情報セキュリティ

アドバイザーにシステムの専門知

識を有する職員を配置し、システ

ム構築・改修時の仕様・コスト等の

確認、システムの最適化に関する

助言を行う体制を維持している。 

・引き続き、最高情報セキュリティ

アドバイザーの下、各部署で管理

しているシステムの契約・更新状

況、保守業務に関する内容及びシ

ステム関連の課題等を一元的に把

握し、情報システム台帳や契約状

況一覧表で管理することにより、

システム改修の機会を捉え、シス

テムの最適化を行う体制としてい

る。 

 

 

等の機能を追加し、利用者

のアクセシビリティの向上

を図るとともに、引き続き、

テレワークシステム、電子

決裁システム及びWEB会議

システムを運用し、業務の

簡素化・効率化を促進して

いる。 

さらに、引き続き、シス

テムの最適化を推進するた

めの体制を維持し、システ

ム構築・改修時に業務運営

の簡素化及び効率化につい

て着実に検討していること

から、年度計画を十分に達

成しているものと判断しＢ

評価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

デジタル技術の利活用に

よる利用者の利便性の向上

や業務運営の効率化につい

て検討し、順次改善を進め、

情報システムの適切な整備

及び管理を図る。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 財務運営の適正化 

当該項目の重要度、困難度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）財務運営の適

正化 

中期目標期間にお

ける予算、収支計画

及び資金計画につい

て、適正に計画し健

全な財務体質の維持

を図る。 

独立行政法人会計

基準（平成 12 年 2月

16日独立行政法人会

計基準研究会策定）

の改訂等により、運

営費交付金の会計処

理として、業務達成

基準による収益化が

原則とされたことを

踏まえ、引き続き、収

益化単位としての業

務ごとに予算と実績

を管理する。 

また、独立行政法

人会計基準等を遵守

し、適正な会計処理

（２）財務運営の適

正化 

独立行政法人会計

基準（平成 12年 2月

16日独立行政法人会

計基準研究会策定）

の改訂等により、運

営費交付金の会計処

理として、業務達成

基準による収益化が

原則とされたことを

踏まえ、収益化基準

の単位としての業務

毎に予算と実績の管

理を行います。 

また、各年度期末

における運営費交付

金債務に関し、その

発生状況を厳格に分

析し、減少に向けた

努力を行うととも

に、独立行政法人会

計基準等を遵守し、

適正な会計処理に努

（２）財務運営の適

正化 

独立行政法人会計

基準（平成 12年 2 月

16日独立行政法人会

計基準研究会策定）

の改訂等により、運

営費交付金の会計処

理として、業務達成

基準による収益化が

原則とされたことを

踏まえ、収益化基準

の単位としての業務

毎に予算と実績の管

理を行います。 

また、各年度期末

における運営費交付

金債務に関し、その

発生状況を厳格に分

析し、減少に向けた

努力を行うととも

に、独立行政法人会

計基準等を遵守し、

適正な会計処理に努

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・独立行政法人会計

基準の改訂等によ

り、運営費交付金

の会計処理とし

て、業務達成基準

による収益化基準

を踏まえた、収益

化基準の単位とし

ての業務毎に予算

と実績の管理を実

施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・令和 4 年度事業開始前に支出予算

実施計画を策定し、収益化基準の

単位としての業務毎に運営費交付

金を適正に配分するとともに、予

算と実績の管理として第 3 四半期

末（12 月末）までに同計画の見直

しを行い、運営費交付金の配分に

ついても見直しを行った。 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

 独立行政法人会計基準の

改訂等に基づき、第 3 四半

期末までに予算と実績の管

理を踏まえた支出予算実施

計画及び収益化基準の単位

としての業務毎に運営費交

付金配分の見直しを実施し

ていることから、年度計画

を十分に達成しているもの

と判断しＢ評価とするもの

である。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、予算と実績の

管理を実施するとともに、

独立行政法人会計基準等を

遵守し、適正な会計処理に

努める。 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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に努める。 

なお、毎年の運営

費交付金額の算定に

ついては、運営費交

付金債務残高の発生

状況にも留意した上

で、厳格に行うもの

とする。 

めます。 

なお、毎年の運営

費交付金額の算定に

ついては、運営費交

付金債務残高の発生

状況にも留意した上

で、厳格に行うもの

とします。 

めます。 

なお、毎年の運営

費交付金額の算定に

ついては、運営費交

付金債務残高の発生

状況にも留意した上

で、厳格に行うもの

とします。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―２ 自己収入等の拡大 

当該項目の重要度、困難度  関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 188 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

療護センターにおける

外部検査受入件数 
－ 10,149件 6,203件      

療護センターにおける

外部検査収入 
－ 110百万円 75百万円      

自動車アセスメント情

報提供業務に係る自動

車メーカー等からの委

託試験実施車種数 

－ 3車種 4車種      

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （２）自己収入等の

拡大 

療護センターが

保有する高度先進

医療機器について

は、周辺地域の医療

機関等と協力しつ

つ、外部検査を積極

的に受け入れ、地域

医療への貢献を果

たすとともに自己

収入の確保を図る

ほか、安全指導業務

の受益者負担の適

正化や自動車アセ

スメント情報提供

業務に係る自動車

メーカー等からの

委託試験の促進な

（３）自己収入等の

拡大 

療護センターが保

有する高度先進医療

機器については、周

辺地域の医療機関等

と協力しつつ、外部

検査を積極的に受け

入れ、地域医療への

貢献を果たすととも

に自己収入の確保を

図るほか、安全指導

業務の受益者負担の

適正化や自動車アセ

スメント情報提供業

務に係る自動車メー

カー等からの委託試

験の促進などを行

い、国費負担の圧縮

（３）自己収入等の

拡大 

療護センターが保

有する高度先進医療

機器については、周

辺地域の医療機関等

と協力しつつ、外部

検査を積極的に受け

入れ、地域医療への

貢献を果たすととも

に自己収入の確保を

図るほか、安全指導

業務の受益者負担の

適正化や自動車アセ

スメント情報提供業

務に係る自動車メー

カー等からの委託試

験の促進などを行

い、国費負担の圧縮

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・療護センターにお

ける外部検査収入 

・自動車アセスメン

ト情報提供業務に

係る自動車メーカ

ー等からの委託試

験実車種数 

 

＜評価の視点＞ 

・高度先進医療機器

の外部検査の積極

的な受入を通じ、

地域医療への貢

献、自己収入の確

保といった取組が

＜主要な業務実績＞ 

・外部検査の受託については、地域

医療への貢献として、療護センタ

ーの高度先進医療機器（MRI、PET

等）を活用した外部検査の受入に

努めている。令和 4 年度は、中部

療護センターに隣接していた病院

が令和 4 年 1 月に移転したことに

よる影響が外部託件数の大幅な減

少につながっている。この結果、

6,203件（対前年度比 △3,946件、

38.9%の減）の外部検査を受託し、

7,515万円（対前年度比△3,542万

円、32％の減）の収入を得た。 

・安全指導業務の受益者負担の適正

化については、民間参入が進む中

であっても、ユニバーサルサービ

スを確保の観点から事業者の規模

や所在地を考慮した幅広いサービ

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

外部検査の受託について

は、地域医療への貢献のた

め積極的に検査受入に努め

ているものの昨年度同様

に、令和 4 年度は、中部療

護センターに隣接していた

病院が移転したこと（令和

4 年 1 月）により、当該病

院からの受託が大幅に減少

し、この影響が外部受託件

数の減少につながった。一

方で、各療護センターにお

ける周知活動を積極的に行

った結果として、一定の成

果に繋がったこと、また、

安全指導業務においては、

事業者の規模や所在地を考

慮した幅広いサービスの提

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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どを行い、国費負担

の圧縮を図る。 

を図ります。 を図ります。 

 

着実になされてい

るか。 

・安全指導業務に対

する受益者負担が

適正になされてい

るか。 

・メーカー等からの

委託試験の受け入

れの促進が図られ

ているか。 

スの提供を継続的に実施していく

必要があるため、受益者負担の適

正化に関して慎重に検討してい

る。 

・自動車アセスメント情報提供業務

に係る自動車メーカー等からの委

託試験は、予防安全性能評価及び

衝突安全性能評価等が統合された

自動車安全性能評価として、計 4車

種を行った。 

供を継続的に実施していく

必要があるため、受益者負

担の適正化に関して慎重に

検討していること、さらに

自動車メーカー等からの委

託試験の車種数は前年度か

ら 1 車種増えたことによ

り、年度計画を十分に達成

しているものと判断しＢ評

価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、外部検査の受

入を積極的に行い、地域

医療への貢献、受託収入

の確保に努める。 

・民間参入状況とユニバー

サルサービスの適正な継

続等を踏まえ、受益者負

担の適正化を図ることに

関しては今後も慎重に検

討する必要がある。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―３ 保有資産の見直し 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （３）保有資産の見

直し 

保有資産について

は、資産の利用度の

ほか、本来業務に支

障のない範囲での有

効利用の可能性、経

済合理性などの観点

に沿って、その必要

性について、自主的

な見直しを不断に行

う。 

（４）保有資産の見

直し 

保有資産について

は、引き続き、資産の

利用度のほか、有効

利用の可能性、経済

合理性などの観点に

沿って、その保有の

必要性について不断

に見直しを行いま

す。 

（４）保有資産の見

直し 

保有資産について

は、引き続き、資産の

利用度のほか、有効

利用の可能性、経済

合理性などの観点に

沿って、その保有の

必要性について不断

に見直しを行いま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・保有資産につい

て、資産の利用度

のほか、有効利用

の可能性、経済合

理性などの観点に

沿って、その保有

の必要性について

不断に見直しを実

施しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

・保有資産について、現状（物）確認を

実施するなど資産の利用度等につい

ての確認を行い、保有の必要性につい

て検討を実施した。 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

 保有資産について、現

状（物）確認を実施する

など資産の利用度等に

ついての確認を実施す

るとともに、その必要性

についても検討を行い、

不断に見直しを実施し

ていることから、年度計

画を十分に達成してい

るものと判断しＢ評価

とするものである。 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―４ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指

標 

達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  予見し難い事故等

の事由により資金不

足となる場合に限

り、短期借入金の限

度額を 1,400 百万円

とします。 

予見し難い事故等

の事由により資金不

足となる場合に限

り、短期借入金の限

度額を 1,400 百万円

とします。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜主要な業務実績＞ 

短期借入は行わなかった。 

＜評定と根拠＞ 

－ 

評定 － 

－ 

 

４．その他参考情報 

－ 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  なし なし ＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし。 

＜評定と根拠＞ 

－ 

評定 － 

－ 

 

４．その他参考情報 

― 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  なし なし ＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし。 

＜評定と根拠＞ 

－ 

評定 － 

－ 

 

４．その他参考情報 

－ 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―７ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  利用者サービス充

実のための環境の整

備、業務効率化のた

めの環境の整備、職

員研修の充実、広報

活動の充実等に使用

します。 

利用者サービス充

実のための環境の整

備、業務効率化のた

めの環境の整備、職

員研修の充実、広報

活動の充実等に使用

します。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 実績なし。 

＜評定と根拠＞ 

－ 

評定 － 

－ 

 

４．その他参考情報 

目的積立金等の状況 

（単位：百万円、％） 

 令和 4年度末 

（初年度） 

令和 5年度末 令和 6年度末 令和 7年度末 

 

令和 8年度末 

（最終年度） 

前中期目標期間繰越積立金 718     

目的積立金 －     

積立金 －     

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金等 －     

運営費交付金債務 21     

当期の運営費交付金交付額(a) 7,679     

 うち年度末残高(b) －     

当期運営費交付金残存率（(b)÷(a)） －     
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ 内部統制の充実強化、情報セキュリティ対策 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）内部統制の 

充実強化 

内部統制につい

ては、「独立行政法

人の業務の適正を

確保するための体

制等の整備」（平成

26年 11月 28日付

け総務省行政管理

局長通知）等を踏

まえ、引き続き必

要な規程類や体制

の整備を行うほ

か、コンプライア

ンスの推進及びリ

スク管理の徹底等

による内部統制シ

ステムの充実及び

監事機能の実効性

の向上に努めると

ともに、内部統制

の仕組みが有効に

機能しているかの

点検・検証を行い、

（１）内部統制の 

充実強化 

内部統制につい

ては、「独立行政法

人の業務の適正を

確保するための体

制等の整備」（平成

26 年 11 月 28 日付

け総務省行政管理

局長通知）を踏ま

え、引き続き必要な

規程類や体制の整

備を行います。ま

た、コンプライアン

ス推進のための専

従の部署と、各主管

支所に配置してい

る次長（業務適正化

及び人材育成担当）

や関連部署との連

携により、コンプラ

イアンスの徹底や

ハラスメント防止、

リスク情報の報告・

（１）内部統制の 

充実強化 

内部統制につ

いては、「独立行

政法人の業務の

適正を確保する

ための体制等の

整備」（平成 26 年

11月 28日付け総

務省行政管理局

長通知）を踏ま

え、引き続き必要

な規程類や体制

の整備を行いま

す。また、コンプ

ライアンス推進

のための専従の

部署と、各主管支

所に配置してい

る次長（業務適正

化及び人材育成

担当）や関連部署

との連携により、

本部から現場ま

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・内部統制の仕組み

が計画に基づき、実

施し、点検・検証し、

見直しを行うなどの

内部統制システムの

充実及び監事機能の

実効性の向上につな

がっているか。 

・適切な情報セキュ

リティ対策が PDCA

サイクルにより運用

されて見直しが図ら

れているか。 

 

（１）内部統制の充実強化 

１）業務運営方針等の見直し・周知 

・令和 4 年 6 月に、業務運営方針を

見直し、第 5 期中期計画における

機構が今後進むべき方向を示した

「NASVAWAY2026」を新たに策定し、

理事長による周知を始め、各種研

修及び会議体における周知や法人

内電子掲示板システムへの掲示等

により浸透を図った。 

・令和 4年 11月に、「NASVAWAY2026」

に基づき強い使命感を持って諸課

題に挑戦する次代の機構を担う人

材を育成していくための取組の方

向性や人事運用のあり方を示した

「ナスバ人材育成方針」を見直す

とともに、各種会議体における周

知や法人内電子掲示板システムへ

の掲示等により浸透を図った。 

・法人内電子掲示板システムに理事

長訓示、最新の例規集や各種マニ

ュアルを掲示し、規程類やマニュ

アル等を随時確認できる仕組みを

構築している。 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ  

内部統制については、規

程類や体制を整備、適正に

運用するなど内部統制シス

テムの充実及び監事機能の

実効性の向上、理事長によ

る地方機関へ出向いての職

員等との直接の対話や本

部・地方機関間の WEB によ

る対話の他、法人内電子掲

示板システムを活用したコ

ミュニケーション等、役職

員間の風通しの良い組織づ

くりに取り組んだ。また、

令和 2 年 4 月から全主管支

所に配置している業務の適

正化及び人材育成に特化し

た役割を担う主管支所次長

と、令和 3 年 4 月から本部

に配置している「コンプラ

イアンスの推進の企画及び

調整」、「人材開発の企画及

び調整」を担うコンプライ

アンス推進・人材開発グル

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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これらの点検・検

証を踏まえ、当該

仕組みが有効に機

能するよう見直し

を行う。 

さらに、法人の

ミッションや長の

指示について、法

人内電子掲示板シ

ステム等を活用

し、全役職員間で

共有することを徹

底する。 

また、独立行政

法人の保有する情

報の公開に関する

法律（平成 13年法

律第 140 号）及び

個人情報の保護に

関する法律（平成

15年法律第 57号）

に基づき、適切に

対応するととも

に、職員への周知

徹底を行う。 

 

（２）情報セキュリ

ティ対策 

「サイバーセキ

ュリティ戦略」（令

和 3 年 9 月 28 日

閣議決定）等の政

府方針を踏まえ、

関連する規程類を

適時適切に見直

す。また、これに基

づき、情報セキュ

リティインシデン

ト対応の訓練や情

報セキュリティ対

策に関する教育な

どの情報セキュリ

分析・再発防止策の

策定や共有、継続的

なルールの見直し、

関連の研修の実施

等、内部統制システ

ムの充実及び監事

機能の実効性の向

上に努めるととも

に、内部統制の仕組

みが有効に機能し

ているかの点検・検

証を行い、これらの

点検・検証を踏ま

え、当該仕組みが有

効に機能するよう

見直しを行います。 

さらに、機構のあ

り方、方向性を明確

化した業務運営方

針の見直しを行う

とともに、当該業務

運営方針や理事長

の指示について、法

人内電子掲示板シ

ステム等を活用し、

全役職員間で共有

することを徹底し

ます。また、現場か

らの業務改善提案

制度を運用するこ

と等により、業務の

改善や風通しの良

い組織づくりに努

めます。 

 

（２）情報セキュリテ

ィ対策 

「サイバーセキ

ュリティ戦略」（令

和 3 年 9 月 28 日閣

議決定）等の政府方

針を踏まえ、情報セ

で一体となり、コ

ンプライアンス

の徹底やハラス

メント防止、リス

ク情報の報告・分

析・再発防止策の

策定や共有、継続

的なルールの見

直し、関連の研修

の実施等、内部統

制システムの充

実及び監事機能

の実効性の向上

に努めるととも

に、各種会議体に

おいて取り組み

の進捗を把握し、

内部統制の仕組

みが有効に機能

しているかの点

検・検証を行い、

これらの点検・検

証を踏まえ、必要

に応じて、当該仕

組みが有効に機

能するよう見直

しを行います。 

さらに、機構の

あり方、方向性を

明確化した業務

運営方針の見直

しを行うととも

に、当該業務運営

方針や理事長の

指示について、法

人内電子掲示板

システム等を活

用し、全役職員間

で共有すること

を引き続き徹底

します。また、各

種会議体におい

２）業務の改善・風通しの良い組織づ

くり 

・理事長と職員が直接交流できるス

ペース「Villa Nakamura ～理事長

トークタイム～」を法人内電子掲

示板システムに設置し、理事長と

職員との距離感を縮めることに努

めた。 

・各種会議における意見交換の他、

理事長等が地方機関へ出向いての

職員等との対話、理事・本部部長等

と主管支所長との定期的な WEB 会

議システムによる対話、理事・担当

職員等と主管支所次長との定期的

な WEB 会議システムによる対話等

により幅広く意見交換を行い、建

設的な意見等を吸い上げ、業務改

善に繋げた。 

・前年度に引き続き、主管支所マネ

ージャー（総務・経理担当）会議、

主管支所マネージャー（安全指導

業務担当）会議、主管支所マネージ

ャー（被害者援護業務担当）会議に

おいて、地方機関からの意見・要

望・提案を共有し、本部と各主管支

所が対話を重ねたうえで、対応方

針を決定し、業務の見直し等に繋

げた。会議内で共有した意見・要

望・提案や対応方針は、法人内電子

掲示板システムに掲示し、全役職

員間においても共有した。 

 

３）規程類や体制の整備 

 内部統制の充実強化を図るため、

以下のとおり規程類や体制の整備を

行った。 

・顕在化したリスク事案の報告につ

いて規定している規程類を見直

し、従前は理事長まで全て報告す

ることとしていたものを、リスク

の内容に応じて、本部担当部長が

内容を精査したうえで、原因及び

ープとの連携を強化し、本

部・地方機関が一体となっ

てコンプライアンス徹底及

び人材育成に取り組んだ。 

情報セキュリティ対策と

しては、引き続き、全役職

員等に対して E ラーニング

や標的型攻撃メール訓練等

の教育を実施するととも

に、情報セキュリティ関連

規程類の「政府機関等の情

報セキュリティ対策のため

の統一基準群（令和 3 年度

版）」への準拠や部署横断的

なセキュリティ対策に取り

組んだ。 

以上を踏まえ、年度計画

を十分に達成しているもの

と判断し、Ｂ評価とするも

のである。 

 

＜課題と対応＞ 

内部統制については、「独

立行政法人の業務の適正を

確保するための体制等の整

備」（平成 26 年 11 月 28 日

付け総務省行政管理局長通

知）等を踏まえ、引き続き

必要な規程類や体制の整備

を行うほか、内部統制の仕

組みが有効に機能している

か、不断の点検・検証を行

い、その結果を踏まえ、必

要に応じて見直しを行うな

どの内部統制システムの充

実及び監事機能の実効性の

向上に努める。 

情報セキュリティ対策に

ついては、「サイバーセキュ

リティ戦略」（令和 3年 9月

28日閣議決定）等の政府方

針を踏まえ、関連規程類を
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ティ対策を講じ、

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力、攻撃

に対する組織的対

応能力の強化に取

り組むとともに、

上記の対策の実施

状況を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサイ

クルにより情報セ

キュリティ対策の

改善を図ることと

する。 

キュリティ管理規

程や情報セキュリ

ティ対策基準など

を適時適切に見直

します。 

また、これに基づ

き、情報セキュリテ

ィインシデント対

応の訓練や情報セ

キュリティ対策に

関する教育など、保

有個人情報の保護

を含む情報セキュ

リティ対策を講じ、

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に

対する組織的対応

能力の強化等に取

り組むとともに、上

記の対策の実施状

況を毎年度把握し、

ＰＤＣＡサイクル

により情報セキュ

リティ対策の改善

を図ります。 

て現場からの意

見・要望を吸い上

げること、及び現

場からの業務改

善提案制度を運

用すること等に

より、業務の改善

や風通しの良い

組織づくりに努

めます。 

 

（２）情報セキュ

リティ対策 

「サイバーセ

キュリティ戦略」

（令和 3 年 9 月

28日閣議決定）等

の政府方針を踏

まえ、情報セキュ

リティ管理規程

や情報セキュリ

ティ対策基準な

どを適時適切に

見直します。ま

た、これに基づ

き、CSIRTの構成

員を中心とした

情報セキュリテ

ィインシデント

対応訓練、全役職

員を対象とした

標的型メール攻

撃訓練、情報セキ

ュリティ対策に

関する教育など

を実施し、情報セ

キュリティに関

する役職員の意

識を高めるとと

もに、サイバーセ

キュリティに関

する昨今の情勢

再発防止策の妥当性を確認し終息

の承認を行うことを可能とし、報

告の効率化、迅速化を図り、リスク

内容に応じたメリハリのある対応

を行う仕組みとした。 

・引き続き、令和 3 年 4 月に新設し

た「コンプライアンスの推進の企

画及び調整」、「人材開発の企画及

び調整」を担う企画部コンプライ

アンス推進・人材開発グループと

令和 2 年 4 月から全主管支所に配

置した地方機関において職員のコ

ンプライアンスの徹底・人材育成

に特化した役割を担う主管支所次

長と連携する体制を維持し、定期

的に行う連絡会や企画部コンプラ

イアンス推進・人材開発グループ

担当職員の現地訪問により、取組

の進捗状況の確認や取組への助言

を行う等、本部・地方機関が一体と

なり、コンプライアンスの推進及

び人材開発に取り組む体制を維持

した。 

・引き続き、内部監査室長の専任化

を維持した。 

・令和 4 年 4 月に、企画部コンプラ

イアンス推進・人材開発グループ

が「職員の研修受講実績の一元管

理及び職員の横断的な研修の実施

に関すること」を行うこととする

事務分掌の見直しを行い、研修管

理の効率化を図った。 

 

４）コンプライアンスの徹底 

・引き続き、コンプライアンスに対

する職員の意識向上のため、本部

の部署単位または支所単位ごと

に、①ミスの防止や規程類等の知

識向上及び不正の防止、即ち、a.追

い込まれた、b.上司が指示、c.前任

者から実施といった状況でも規程

違反をはねつけられる強いコンプ

適時適切に見直すととも

に、情報セキュリティ対策

に関する訓練や教育等を実

施し、その結果を踏まえ、

必要に応じて見直しを行

う。 
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を踏まえ、保有個

人情報の保護を

含む情報セキュ

リティ対策を講

じ、情報システム

に対するサイバ

ー攻撃への防御

力、攻撃に対する

組織的対応能力

の強化等に取り

組みます。 

また、情報セキ

ュリティ委員会

や本部横断的な

情報システム管

理運用体制によ

り、対策の実施状

況を把握し、ＰＤ

ＣＡサイクルに

より情報セキュ

リティ対策の改

善を図ります。 

ライアンス意識の醸成に繋がる活

動か。②ハラスメント防止に関す

る行動目標が入っているか。③コ

ンプライアンスを遵守する意識は

あるにも関わらず、具体的な行動

に結びつかないという課題への対

応に繋がるか。④具体的な活動計

画及び進捗状況の管理方法は定め

られているか、をポイントとし、職

員皆でコンプライアンスの徹底の

ための行動目標を設定し、ミーテ

ィング・個別面談等で取組状況を

振り返り、コンプライアンスの重

要性を組織に浸透させた。 

・引き続き、法人内電子掲示板シス

テムに最新の例規集や各種マニュ

アルを掲示し、ルールやマニュア

ルをすぐに確認できる仕組みを維

持している。 

・引き続き、令和 4 年 12 月に、「コ

ンプライアンス実践・進捗状況の

チェック（自己点検）」を役職員等

に対して行い、現状のコンプライ

アンスに関する認識度を調査し、

コンプライアンス委員会（令和 5

年 2 月）で、課題の抽出と対策を

検討したうえで、改めてコンプラ

イアンスの再徹底を図った（参考：

コンプライアンスに対する意識と

行動に関して、約 97％の役職員が

「前年度に比べ向上した・前年度

以前に向上した状態を維持してい

る・変化しつつある」と回答）。 

 

５）ハラスメント防止 

・本部及び地方機関の全ての管理職

を対象に、ハラスメント防止研修

[令和 4 年 10 月]を実施し、その

後、研修を受講した管理職が講師

となって各所属部署の全ての職員

に対しハラスメント防止研修を実

施した。管理職に研修の講師を担
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わせることで、管理職のハラスメ

ント防止への意識向上を図るとと

もに、職員一人一人のハラスメン

ト防止に関する意識の醸成を図っ

た。 

・令和 4 年 7 月に「コンプライアン

ス実践マニュアル」を改訂し、ハラ

スメント相談窓口や処分の厳格化

について追記したうえで再周知す

るとともに、前年度に引き続き、令

和 4 年 12 月から令和 5 年 1 月に

「コンプライアンス実践マニュア

ル」に関するＥラーニングを実施

し、浸透を図った。 

・引き続き、ハラスメント/コミュニ

ケーションに関する研修を階層別

研修に組み込み、ハラスメント防

止の意識を醸成した。 

・引き続き、法人内電子掲示板シス

テムにニュース記事等を参考に実

際に起こった事例を「一般的なハ

ラスメント事例」として毎月掲示

し、どのような行為がハラスメン

トとなり得るか、意識付けを行っ

た。 

・引き続き、令和 4 年 7 月から 8 月

に「全職員へのハラスメント防止

に関する E ラーニング」を実施し

ハラスメントに関する理解を深め

たうえで、新たに「自己チェックに

よる行動の振り返り」及び「職場環

境匿名アンケート」を行い、ハラス

メント防止に関する意識付けを行

った。 

 

６）リスク情報の報告・分析・再発防

止策の策定や共有 

・顕在化したリスクについては、リ

スク内容に応じた柔軟な報告経路

とし、更なる報告の効率化、迅速化

を図るとともに、引き続き、確実に

関係者に報告する連絡体制を維持
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し、報告されたリスク情報は、本部

関係部署が原因分析・再発防止策

を精査した。また、報告されたリス

クの概要については、月毎に取り

纏め、法人内電子掲示板システム

で横展開し、「他山の石」として研

修資料や注意喚起資料として活用

した。 

・引き続き、業務リスクに伴うイン

シデントを未然に防止するため、

リスク管理委員会（令和 4年 5月、

令和 5 年 2 月、令和 5 年 3 月）を

開催し、リスクの発生状況、内容、

原因、再発防止策等を評価し、優先

順位の上位かつ低減対策をとる必

要があるリスクに係るチェックリ

スト（自己点検表）の見直しを行っ

た。 

・地方機関におけるリスク管理は地

方機関の長の力量に大きく委ねら

れていることに鑑み、管理職の強

化育成の一環として地方機関の管

理職及び本部マネージャーを対象

としたリスクマネジメントに関す

る E ラーニングを実施し、リスク

管理の強化を図った。 

 

７）継続的なルールの見直し 

 引き続き、地方機関において職員

のコンプライアンスの徹底・人材育

成に特化した役割を担う主管支所次

長の業務の一環として、主管支所管

内の「ルール以外の現場ルールの見

直し」を推進し、必要に応じて、ルー

ルの見直しを図った。 

 

８）内部統制に係る役職員への教育

の充実 

引き続き、役職員に対する研修、訓

練及び個別学習を以下のとおり行う

とともに、会議体の場を活用し、内部

統制に係る役職員一人一人の意識改
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革、情報の共有を徹底した。 

①新規採用職員研修 

 令和 4 年 4 月の研修においては、

本部における集合研修を 4 日間実施

し、機構の基本方針等の基本的事項

をはじめ、就業規則や独立行政法人

評価制度、ビジネスマナー等に関す

る研修を実施するとともに、千葉療

護センター施設の見学を通して、自

動車事故被害者の現状や療護センタ

ーの役割等について研修を実施し、

業務遂行上必要となる基礎知識等の

習得を図った。 

また、令和 4年 10月の研修におい

ては、WEB研修により交通事故被害者

からの講話やコンプライアンスに関

する事例等を題材にグループ討議を

行い、機構の社会的役割の浸透及び

コンプライアンス意識の醸成を図っ

た。 

②階層別職員研修 

アシスタントマネージャー研修

［令和 4 年 5 月］、チーフ研修[令和

4年 5月]、新任マネージャー研修[令

和 4年 6月]、スタッフフォローアッ

プ研修［令和 4 年 11 月］、チーフフ

ォローアップ研修［令和 4年 11月］

において、コンプライアンスに関す

る事例等を題材にしたグループワー

クを行う等、職員が自ら考えるタイ

プの研修を実施し、コンプライアン

スの重要性、階層別の責任、機構職員

としての責任のあり方を考える機会

とし、意識の醸成を図った。 

③管理職研修 

本部及び地方機関の全ての管理職

を対象に、ハラスメント防止研修[令

和 4 年 10 月]を実施し、その後、研

修を受講した管理職が講師となって

各所属部署の全ての職員に対しハラ

スメント防止研修を実施することに

より、管理職のハラスメント防止へ
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の意識及び指導力の向上を図った。 

④会議体 

・主管支所長等会議・全国支所長等

会議[令和 4 年 4 月]において、機

構の基本理念・方針の浸透、部下の

育成、業務の管理・改善、コンプラ

イアンスの徹底について研修を実

施し、支所長としての意識のあり

方を共有した。 

・次長会議[令和 4年 5 月]において、

「ルール以外の現場ルールの見直

し」を職員に浸透させるための取

組について全次長で討議し、共有

することにより業務改善に係る取

組の平準化を図った。 

・主管支所長等会議[令和 4 年 7 月]

において、コンプライアンス実践

マニュアルの周知、ハラスメント

防止策の取組状況を共有し、コン

プライアンスの徹底、ハラスメン

ト防止の重要性について認識を共

有した。 

・次長会議[令和 4 年 10 月]におい

て、新規採用職員に対する個別面

談の有効性の向上に繋げるため、

個別面談のポイントや具体的なヒ

アリング内容等の参考事例を共有

し、人材育成スキルの強化を図っ

た。 

⑤標的型メール攻撃訓練 

機構のメールアドレスを有する全

役職員等をランダムに 6 グループに

分けて、Emotet（エモテット）と呼ば

れるウイルスへの感染を狙うメール

を想定した標的型メール攻撃訓練

[令和 4年 11月～令和 5年 1月]を実

施し、標的型メールとして認識でき

るか、不審なメールを受信した場合

の報告及び初動対応等について訓練

を行った。 

その結果や課題については、「情報

セキュリティ委員会・保有個人情報
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等の適切な管理のための委員会合同

開催[令和 5 年 3 月]」において共有

するとともに、開封者や未報告者に

対しては、標的型メール攻撃に関す

る再教育を実施した。 

⑥個別学習プログラム 

就業規則に関する E ラーニング

[令和 4 年 4 月～5 月]を、全職員等

を対象として実施するとともに、ハ

ラスメント防止に関する E ラーニン

グ[令和 4 年 7 月～8 月]、コンプラ

イアンスに関する E ラーニング[令

和 4 年 12 月～令和 5 年１月]、個人

情報保護・情報セキュリティに関す

る Eラーニング[令和 4 年 10月]を、

全役職員等を対象として実施した。

また、リスクマネジメントに関する E

ラーニング[令和 4年 6 月～7月]を、

管理職を対象として実施した。 

 

９）内部統制のモニタリング 

令和 4年 11月に内部統制推進責任

者会議を開催し、各主管支所の災害

対策やリスク管理の取組について推

進状況をモニタリングするととも

に、上期のリスク発生状況の分析結

果を共有した。 

 また、令和 5 年 3 月に内部統制委

員会を開催し、令和 4 年度の内部統

制の取組状況、内部監査の実施状況

をモニタリングし、次年度の取組方

針を審議した。 

 

１０）内部監査等の強化 

内部監査等については、新型コロ

ナウイルス感染症対策を行いつつ、

WEB システムによるヒアリングも活

用し、会計内部監査（21箇所（無予

告による監査 1箇所を含む。））、個人

情報の保護等重要業務リスクの顕在

化を防止するためのリスクアプロー

チ型業務内部監査（27 箇所（無予告
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による監査７箇所を含む。））を実施

するとともに、監事監査（28箇所）

を通じて、業務の適正かつ効率的な

運営状況や内部統制状況のモニタリ

ングを実施した。 

また、内部監査において管理職を

中心としたコンプライアンスに関す

るヒアリングを重点的に実施する

等、監査内容を充実させ、業務の適正

化を図った。 

 

１１）監事機能の実効性の向上 

定期的に、理事長と監事との間で

意見交換を行い、機構の適正な業務

運営のあり方、早急に改善すべき課

題への対応策等について活発に議論

を交わし、内部統制の充実を図った。 

 

１２）内部統制体制の強化 

引き続き、総務・企画部門の審議役

に、機構業務全般にわたり豊富な知

識と経験を有する職員を配置すると

ともに、主管支所においても、機構業

務全般にわたり豊富な知識と経験を

有する次長を配置し、業務の適正化

及び人材育成に特化した役割を担う

等、内部統制体制の強化を図ってい

る。 

 また、更なる内部統制体制の強化

を図るため、主管支所長が兼務して

いた、札幌主管支所、広島主管支所、

福岡主管支所の次長については、令

和 5年 4月に専任化した。 

 

（２）情報セキュリティ対策 

１）情報セキュリティに係る教育の

実施 

引き続き、全役職員等に対して、情

報セキュリティ関連規程類の改正や

最近のセキュリティ情勢等を踏まえ

た Eラーニングを令和 4年 10月に実

施するとともに、Emotet（エモテッ
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ト）と呼ばれるウイルスへの感染を

狙うメールを想定した標的型攻撃メ

ール訓練を令和 4年 11 月から令和 5

年 1 月に実施した。また、情報セキ

ュリティインシデント対応チーム

（CSIRT）に所属する職員に対して

は、インシデント発生の未然防止に

関する教育を令和 4 年 7 月に実施し

た。 

 

２）情報セキュリティ関連規程類の

改正 

情報セキュリティ関連規程類につ

いては、「政府機関等の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準群（令和 3

年度版）」に準拠するための改正を行

った。 

 

３）独立行政法人情報処理推進機構

のマネジメント監査への対応 

サイバーセキュリティ基本法に基

づき、独立行政法人情報処理推進機

構（IPA）により実施された「マネジ

メント監査」にかかる指摘事項に基

づき、システムサーバに定期的にセ

キュリティパッチを適用する運用と

する等、適切な措置を講じた。 

 

４）機構内各種システムの統制強化 

令和 2 年 4 月に雇用した、情報セ

キュリティについて専門的な知識及

び経験を有する職員を、引き続き、最

高情報セキュリティアドバイザーと

して配置し、部署横断的に各システ

ムの運用やセキュリティにかかる状

況を把握・確認できる体制を維持し

ている。 

 

５）地震災害に係る対応 

地震災害にかかる対応について

は、全役職員の安否確認や支所建物

の被害状況等の把握を迅速に行うた
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め、引き続き警備会社が提供する安

否確認サービスを利用して防災対策

を実施するとともに、防災週間（令和

4年 9月）において、万一の地震災害

等の発生に対処するため、全役職員

参加の安否確認訓練及び支所施設等

の被害状況の報告訓練を実施した。

実際に、震度 5 弱以上の地震が発生

した際や特別警報が発令された際に

は、発生地域の役職員等の安否確認

を迅速に行っている。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―２ 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

事前分析表（令和 4年度）4－⑯ 

行政事業レビューシート事業番号 189 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （３）施設及び設備

に関する事項 

業務の確実な遂行

のため、施設・設備の

計画的な整備・更新

を進めるとともに、

適切な維持管理を行

う。 

（３）施設及び設備

に関する事項 

千葉、東北、岡山及

び中部の各療護セン

ターの医療機器等の

整備・更新について

は、その必要性を厳

正に検証した上で実

施します。また、これ

らの医療機器等の適

切な維持管理を行い

ます。 

（３）施設及び設備

に関する事項 

 別紙２のとおり 

・東北療護センタ

ー：核医学画像診

断装置（ＳＰＥＣ

Ｔ）更新 

・中部療護センタ

ー：磁気共鳴画像

診断装置（ＭＲＩ）

更新 

・東北療護センタ

ー：中央監視装置

更新（前年度契約

済） 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期計画及び年度

計画に沿って適切

に実施されている

か。また、その調達

においても公正

性・透明性を確保

したものとなって

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

年度計画に基づき、施設・設備の整

備を行った。 

なお、調達にあたっては必要性を

厳正に検証し、全て一般競争入札に

より相手方を選定した。 

 

・東北療護センター 

  核医学画像診断装置（SPECT）更

新 

 

・中部療護センター 

  磁気共鳴画像診断装置（MRI）更

新（※） 

 

 ・東北療護センター 

  中央監視装置更新（前年度繰越

分） 

 

  ※ 中部療護センター・磁気共

鳴画像診断装置（MRI）更新につ

いては、年度内の完了が困難と

なり、翌年度に繰り越されてい

る。なお、本件整備に係る財源

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

中期計画に基づく設備等

について、年度計画に沿っ

て適切に整備し、年度内の

完了が困難となったものに

ついては、適切に繰り越し

た。また、調達にあたって

は必要性を厳正に検証し、

会計規程に則って公正性・

透明性を確保したことか

ら、年度計画を十分に達成

しているものと判断しＢ評

価とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、設備等の計画

的な整備・更新を進めると

ともに、適切な維持管理を

行う。 

 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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については、繰越明許費とし

て、自動車安全特別会計自動車

事故対策勘定「（項）独立行政法

人自動車事故対策機構施設整

備費」の計上がなされている。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―３―１ 人事に関する事項 人事に関する計画 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指

標 

達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （４）人事に関する事

項 

給与水準について

は、政府における独立

行政法人に係る報酬・

給与等の見直しの取

組を踏まえ、国家公務

員等の給与水準等も

十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り

方について厳しく見

直すものとする。 

産業カウンセラー、

介護職員初任者研修

等の資格を取得させ

るとともにそれらの

職員の活用を図り、ま

た、事業環境の変化に

対応した経験者採用

や国との人事交流を

行う。 

さらに将来を担う

職員の資質の向上の

ため、機構の人材育成

方針を随時改定して

いくことにより、研修

（４）人事に関する

計画 

給与水準につい

ては、政府における

独立行政法人に係

る報酬・給与等の見

直しの取組を踏ま

え、国家公務員等の

給与水準等との比

較を行いつつ、事

務・事業の特性を踏

まえて適正な給与

水準となるよう厳

しく検証した上で、

その検証結果や取

組状況を公表しま

す。 

（４）人事に関する

計画 

給与水準について

は、政府における独

立行政法人に係る報

酬・給与等の見直し

の取組を踏まえ、国

家公務員等の給与水

準等との比較を行い

つつ、事務・事業の特

性を踏まえて適正な

給与水準となるよう

厳しく検証した上

で、その検証結果や

取組状況を公表しま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・給与水準の対国家

公務員指数（ラス

パイレス指数） 

 

＜評価の視点＞ 

・給与水準につい

て、国家公務員の

給与水準等を考

慮した目標水準・

目標期限を設定

して適正化に取

り組むとともに、

その取組状況等

を公表している

か。 

＜主要な業務実績＞役職員の給与水

準について 

 

・国家公務員給与法の一部改正に準

拠して、令和4年4月から初任給及

び若年層の俸給月額を平均0.3％

引き上げ、令和4年12月期におい

て役員賞与の0.05月分及び職員

賞与の0.10月分の引き上げを行

った。 

 

・令和4年度の給与水準（ラスパイレ

ス指数） 

国家公務員の給与改正等の動

向を踏まえた給与水準の適正

化を図った結果、令和4年度は

（年齢勘案）106.4となった。

（前年度106.3前々年度105.8） 

 

＜評定と根拠＞評定：Ｂ 

国家公務員の給与改定

等に準拠した給与水準の

適正化等により、役職員

給与について全般的に見

直しを図っていることか

ら、年度計画を十分に達

成しているものと判断し

Ｂ評価とするものであ

る。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、国家公務員等

の給与水準等との比較を

行いつつ、事務・事業の特

性を踏まえて適正な給与

水準となるよう厳しく検

証し、給与水準の適正化を

図る。 

評定 Ｂ 

<評定に至った理由> 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当

であると確認できた。 
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の充実による職員の

資質向上、能力・実績

を適正に評価する仕

組みの適切な運用等

により、人材の有効活

用・育成強化を図ると

ともに、職員のモチベ

ーションの向上を図

る。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―３―２ 人事に関する事項 人材の活用・育成 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （４）人事に関する

事項 

給与水準について

は、政府における独

立行政法人に係る報

酬・給与等の見直し

の取組を踏まえ、国

家公務員等の給与水

準等も十分考慮し、

手当を含め役職員給

与の在り方について

厳しく見直すものと

する。 

産業カウンセラ

ー、介護職員初任者

研修等の資格を取得

させるとともにそれ

らの職員の活用を図

り、また、事業環境の

変化に対応した経験

者採用や国との人事

交流を行う。 

さらに将来を担う

職員の資質の向上の

（５）人材の活用 

 

産業カウンセラ

ー、介護職員初任者

研修等の資格を取得

させるとともに、そ

れらの職員の活用を

図り、また、事業環境

の変化に対応した経

験者採用や国との人

事交流を行います。

さらに将来を担う職

員の資質向上のた

め、「NASVA人材育成

方針」を随時改定し

つつ、各階層に応じ

た必要な専門知識の

取得、ニーズに応じ

た研修の充実、また

職員の個別の状況を

踏まえた育成計画の

策定により職員の資

質向上・ノウハウの

取得を促進するなど

（５）人材の活用 

・育成 

高いモチベーシ

ョンと専門性を有

した人材の育成に

必要な取り組みを

示した「NASVA人材

育成方針」を随時改

定し、各階層に求め

られる知識やスキ

ルを習得させるほ

か、ニーズに即した

職務遂行力の向上

に資する研修を実

施します。また、安

全指導業務、被害者

援護業務等の各業

務の質の向上を図

るための専門研修

及び専門的資格習

得の支援を実施し

ます。加えて、職員

の個別の状況を踏

まえた育成計画に

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

・「ナスバ人材育成方

針」を随時改訂し、

次代のナスバを担

う人材育成の取組

の方向性、研修体

系及びキャリアパ

スを明確にするこ

とにより、職員の

意欲を向上させる

とともに、能力・実

績を適正に評価す

る仕組みを適切に

運用し、人材の有

効活用を図ってい

るか。 

・産業カウンセラー、

介護職員初任者研

＜主要な業務実績＞ 

１）次代の機構を担う人材育成の取

組の方向性、研修体系、キャリア

パスを定めた「ナスバ人材育成方

針」を抜本的に見直し、人材の配

置等の基本的考え方を明記し、職

員が安心して働ける組織とするこ

とを目的として、人事異動は、業

務の幅を広げる新たなチャレンジ

に繋がり、様々な経験を積み重ね

ることで、知見が深まって本人の

成長につながる大きなチャンスで

あり、異動する本人にとっても、

組織全体にとっても前向きでポジ

ティブであるべきものという考え

に基づき、 

・短期間の異動は原則として実施

せず、在職期間も原則 2年～3年

とする。 

・異動時期については、例外的な

事情を除き 4月とする。 

・異動は、昇任時等における本部又

は他主管支所管内への異動を除

き、生活の本拠を置く主管支所

管内における異動とすることを

目標として、現在の職員の配置

状況、新規・中途採用の状況等を

＜評定と根拠＞評定：Ａ 

人材育成の取組の方向

性や研修体系、キャリアパ

ス及び人材の配置に対す

る基本的考え方を明確化

した改訂版「ナスバ人材育

成方針」を周知し、職員の

組織への信頼感、モチベー

ション向上を図った。な

お、令和5年4月の人事異動

では、改訂版「ナスバ人材

育成方針」に基づき配置す

るとともに、課題となって

いた人事異動に伴う職員

の移転料の定額支給を改

善して、移転料の実費支給

を開始し、職員の負担軽

減、組織に対する満足度向

上を図った。また、令和5年

度からナスバの業務とし

て拡充・追加される療護施

設の機能強化、脊髄損傷者

に対応した療護施設の設

置検討、被害者・遺族団体

の相談業務への⽀援等へ

対応するため本部に7名、

アウトリーチの強化、相談

評定 Ａ 

 令和４年度においては、人材の活用・育

成として、以下の取組を行っている。 

 

○「ナスバ人材育成方針」を抜本的に見直

し、在職期間、異動時期、異動場所等を具

体的に明確化した改訂版「ナスバ人材育成

方針」を策定し、機構内イントラネットや

E ラーニング等において周知することで

職員の組織へ信頼感、モチベーション向上

を図った。 

 

○人事異動に伴う職員の移転料の定額支

給について、旅費規程を整備するとともに

人事異動に伴う移転料の実費支給を開始

し、職員の負担軽減、組織に対する満足度

向上を図った。 

 

○主管支所等から管内地元大学へ採用活

動が実施できるよう新たに「大学への採用

活動取組 Q＆A」を作成するとともに主管

支所等が管内地元大学 89 校を訪問して企

業研究会や企業説明会に参加し、積極的な

採用活動を実施した。 
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ため、機構の人材育

成方針を随時改定し

ていくことにより、

研修の充実による職

員の資質向上、能力・

実績を適正に評価す

る仕組みの適切な運

用等により、人材の

有効活用・育成強化

を図るとともに、職

員のモチベーション

の向上を図る。 

育成強化を図りま

す。さらに、多様な経

験・研鑽による人材

育成、能力・実績を適

正に評価する仕組み

を適切に運用するこ

とにより、人材の有

効活用を図ります。 

これらの取組が有

効に行われるよう、

人材の開発・推進に

専従する部署と主管

支所に配置した次長

（業務適正化及び人

材育成担当）や関係

部署との連携により

実施していきます。 

則って、OJT等を実

施し、職員の資質向

上やスキルアップ

を図ります。 

これらの取組は、

有効に機能するよ

う、人材の開発・推

進に専従する部署

と主管支所に配置

した次長や関係部

署とが連携して実

施します。 

さらに、事業環境

の変化に対応した

経験者採用や国と

の人事交流を行い、

また、能力・実績を

適正に評価する仕

組みを適切に運用

し、人材の有効活用

を図ります。 

修等の資格を取得

させるとともに、

資格取得者につい

て、適正な配置を

行い、職員の活用

を図っているか。 

・事業環境の変化に

対応した経験者採

用や国との人事交

流 を 引 き 続 き 行

い、幅広い視野と

経験を有する人材

の育成を図ってい

るか。 

・全職員を対象に個

別の状況を踏まえ

た 育成 計画 によ

り、OJT等を実施

し、職員の資質向

上やスキルアップ

を図っているか。 

・研修の充実を図

り、職員の資質向

上を図っている

か。 

 

踏まえ、取組を進める。 

といった具体的に明確化した改訂

版「ナスバ人材育成方針」を策定

し、機構内イントラネットや E ラ

ーニング等において周知徹底する

ことで職員の組織へ信頼感、モチ

ベーション向上を図った。 

なお、令和 5 年 4 月の人事異動

では、改訂版「ナスバ人材育成方

針」に基づき配置した。 

また、課題となっていた人事異

動に伴う職員の移転料の定額支給

について、職員からの実費支給の

要望に応えるために、既に移転料

の実費支給を開始している国交省

の制度を参考に 3月 28日に旅費規

程を整備することによって、人事

異動に伴う移転料の実費支給を開

始し、職員の負担軽減、組織に対す

る満足度向上を図った。 

さらに、社会情勢や事業環境の

変化に対応するためには優秀な人

材の確保が重要であるとともに、

改訂版「ナスバ人材育成方針」によ

り定めた「生活の本拠を置く主管

支所管内における異動とすること

を目標」とするため、主管支所等か

ら管内地元の大学へ積極的に採用

活動が実施できるよう新たに「大

学への採用活動取組 Q＆A」を作成

し、それにより主管支所等が管内

地元大学 89 校を訪問して企業研

究会や企業説明会に参加し、積極

的な採用活動を実施した。 

加えて、即戦力となる社会人経

験者を採用するとともに、国との

人事交流を行い、多様な人材の有

効活用を図った。 

 

２）自動車損害賠償保障法及び特別

会計に関する法律の一部を改正す

る法律（令和 4 年）に伴い、ナス

バの業務として拡充・追加される

療護施設の機能強化、脊髄損傷者

に対応した療護施設の設置検討、

被害者・遺族団体の相談業務への

⽀援等へ対応するため本部に 7

名、アウトリーチの強化、相談支

支援、広報の強化に対応す

るため主管支所に9名、合

計16名を令和5年4月に新

たに増員する組織体制の

強化を図った。さらに、優

秀な人材の確保のため「大

学への採用活動取組Q＆A」

を新たに作成し、主管支所

等が管内地元大学を訪問

して企業研究会や企業説

明会に参加し積極的な採

用活動を実施した。その

他、新たに支所長マニュア

ルを作成し管理職の強化

を図る取組や各業務を高

度な専門性をもって遂行

させていくために、各種資

格の取得支援やスキルア

ップのための研修の実施

等、常に人材育成と職員の

資質向上に取り組んでい

るほか、「コンプライアン

スの推進の企画及び調

整」、「人材開発の企画及

び調整」を担うコンプライ

アンス推進・人材開発グル

ープと全主管支所に配置

した地方機関において職

員のコンプライアンスの

徹底・人材育成に特化した

役割を担う主管支所次長

が連携し、若手職員から管

理職まで職員個々の特性

に応じた教育計画を策定・

実施する個別育成プログ

ラムを推進し、効果的・効

率的な職員の資質向上・人

材育成を図っており、これ

らの取組については、年度

計画を大きく上回っている

ものと判断し、Ａ評価とす

るものである。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、必要に応じた

研修カリキュラムの見直

し等を行いながら、職員の

 

○ナスバの業務として拡充・追加される療

護施設の機能強化、脊髄損傷者に対応した

療護施設の設置検討、被害者・遺族団体の

相談業務への⽀援等へ対応するための人

件費等を確保するために令和 5 年度予算

要求を行い、認められた。 

 

○職員のコンプライアンスの徹底・人材育

成に特化した役割を担う主管支所次長に

ついて、これまで主管支所長が次長を兼務

していた主管支所においても、令和 5年 4

月から専任の次長を配置できるよう体制

を強化した。 

 

○令和 3年 4月に新設した「コンプライア

ンスの推進の企画及び調整」、「人材開発の

企画及び調整」を担う企画部コンプライア

ンス推進・人材開発グループと総務部等が

連携し、組織全体の更なる意識改革や風土

改革に向けて、個別育成プログラムによる

人材育成、管理職強化を図るための取組、

主管支所・支所等の意見を参考にした研修

を実施した。 

 

○令和 4年 4月に、企画部コンプライアン

ス推進・人材開発グループが「職員の研修

受講実績の一元管理及び職員の横断的な

研修の実施に関すること」を行うこととす

る事務分掌の見直しを行い、研修管理の効

率化を図った。 

 

 

○新たに産業カウンセラー資格を取得し

た職員は、本部で行っている第一種カウン

セラー資格要件研修終了後にカウンセラ

ーとして指名し、適性診断業務に従事する

職員として配置するなど、人材の有効活用

を図った。 

 

○介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー

２級）においても、新たに受講した職員は、

被害者援護業務に従事することとして配

置するなど、人材の有効活用を図った。 

 

 

以上により、年度計画における所期の目

標を上回る成果が得られていると認めら
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援、広報の強化に対応するため主

管支所に 9名、合計 16名を令和 5

年 4 月から新たに増員する組織体

制の強化を図るための人件費を増

額する令和 5 年度予算要求を行

い、認められた。 

  また、新規事業を担当する職員

及び主管支所長、次長を対象に新

規事業に関する研修を実施した

[令和 5年 3月] 

  また、地方機関において職員の

コンプライアンスの徹底・人材育

成に特化した役割を担う主管支所

次長について、これまで主管支所

長が次長を兼務していた主管支所

においても、令和 5 年 4 月から専

任の次長を配置するよう体制を強

化するとともに、令和 5 年 4 月に

新たに次長の役割等に関する研修

を実施した。 

 

３）令和 3 年 4 月に新設した「コン

プライアンスの推進の企画及び調

整」、「人材開発の企画及び調整」を

担う企画部コンプライアンス推

進・人材開発グループと総務部等

が連携して組織全体の更なる意識

改革や風土改革に向けて、以下の

取組を実施した。 

 ①個別育成プログラムによる人材

育成の推進 

引き続き職員個々の特性に応じ

た教育計画を策定し実施する取組

を推進し、個別の状況を踏まえた

育成計画により、OJT 等を実施し、

若手職員から管理職までの人材育

成の強化を図った。 

また、個別育成プログラムによ

る人材育成の推進を図ることを目

的に、管理職の階層別研修におい

て新たに個別育成プログラムの重

要性に関する研修を実施した。 

 ②管理職強化を図るための取組の

実施 

 ア 組織運営に重要な役割を担う

支所長のリーダーシップとマ

ネジメント力強化を図るた

め、理事長から支所長に期待

資質の向上及び育成を行

う。また、必要に応じて「ナ

スバ人材育成方針」を改訂

し、職員の意欲を向上させ

るとともに、職員の能力を

活かす人事管理や組織作

りを推進する。 

れるため、Ａ評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・Ａ評価について異論はない。 

・他の業界でのキャリアを持った方がナ

スバのために様々な知恵を活かすといっ

た点でも、中途採用について人材の活用・

育成として幅広に記載すべきである。 
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するメッセージや支所長とし

ての心構え、コンプライアン

ス遵守と人材育成、業務改善

等支所運営に必要な意識・知

識について、新たに「支所長マ

ニュアル」を作成し、機構内イ

ントラネットやメールで周知

を実施した。また、令和 5 年

度以降に理事長自ら全主管支

所長に対し、主管支所長の役

割を認識させ、マネジメント

力向上等を図るための研修

や、当該マニュアルをベース

とした新任支所長等に支所運

営に必要なスキル、知識の習

得を図るための研修を実施す

るための環境を整備した。 

 イ 引き続き全国支所長会議にお

いて経営理念及び経営方針、

部下の育成等に関する研修及

びコンプライアンス徹底につ

いて、自ら考える個人ワーク

を取り入れた研修を実施し

た。 

 ウ 本部及び地方機関の全ての管

理職を対象に、ハラスメント

防止研修として、パワーハラ

スメントの要因の一つとされ

る怒りの感情をコントロール

する「アンガーマネジメント

研修」[令和 4年 10月]を新た

に実施し、その後、当該アンガ

ーマネジメント研修を受講し

た管理職が講師となって各所

属部署の全ての職員に対しハ

ラスメント防止研修を実施し

た。管理職に研修の講師を担

わせることで、管理職のハラ

スメント防止への意識向上を

図るとともに、所属部署にお

けるハラスメント防止に対す

る取組を推進し、職員一人一

人のハラスメント防止に関す

る意識の醸成を図った。 

エ 管理職を対象とした E ラーニ

ングとして、引き続きリスク

マネジメント[令和 4年 6月]、

独立行政法人評価制度[令和 4



86 

 

年 11 月]を実施するととも

に、新たに令和 4 年 9 月に作

成された広報ガイドラインを

活用した広報に関する E ラー

ニング[令和 4年 11月]を実施

し、管理職の役割を認識させ

るとともに必要なスキル・知

識の習得を図った。 

③主管支所・支所等の意見を参考

にした研修の実施 

主管支所及び支所等の職員から

出された意見・要望を参考に新た

に産業カウンセラーに関する研修

を実施した。 

 

４）令和 4 年 4 月に、企画部コンプ

ライアンス推進・人材開発グルー

プが「職員の研修受講実績の一元

管理及び職員の横断的な研修の実

施に関すること」を行うこととす

る事務分掌の見直しを行い、研修

管理の効率化を図った。 

 

５）引き続き、勤務評価を適正に運用

し、評価結果を勤勉手当及び定期

昇給の判定に反映させた。 

 

６）令和 4年度において、新たに 16

人が産業カウンセラー資格を取得

した。産業カウンセラー資格を取

得した職員は、本部で行っている

第一種カウンセラー資格要件研修

終了後にカウンセラーとして指名

し、適性診断業務に従事する職員

として配置するなど、人材の有効

活用を図った。 

また、介護職員初任者研修（旧ホー

ムヘルパー２級）においても、新たに

11人が受講し、被害者援護業務に従

事する職員として配置するなど、人

材の有効活用を図った。 

７）職員の資質向上を図るため、以下

の研修を実施した。 

①業務別専門研修の実施 

ア 指導講習業務における講師

の育成強化 

・ 第一種講師に指名するた

めの要件の一つとして規定
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されている運行管理者資格

者証の交付を受けるため

に、その試験の受験資格と

なる基礎講習を 21 人に受

講させた。 

・  運行管理者の指導講習に

おいて講義することができ

る第一種講師を育成するた

め、11人に対して第一種講

師資格要件研修を実施し

た。 

・  飲酒運転防止指導の観点

から、飲酒が身体に及ぼす

影響等について専門教育を

行う講師を育成するため、

「ASK の飲酒運転防止イン

ストラクター養成講座」を

32人に受講させ、育成強化

を図った。 

イ 適性診断業務のカウンセリ

ング技術の向上強化 

・  初任診断や適齢診断等に

おいてカウンセリングを実

施することができる第一種

カウンセラーを養成するた

め、18人に対して、第一種カ

ウンセラー資格要件研修を

実施した。 

また、第一種カウンセラー

及び第二種カウンセラー

235人に対して、カウンセラ

ー教育・訓練を実施した。 

ウ 運輸安全マネジメント業務

の充実に向けた対応 

・ 認定セミナーの講師を養

成するため、安マネ初級研

修を主管支所が実施主体と

なり、32人に対して実施し

た。 

・ 運輸安全マネジメント事

業部要員が講師を務め開催

していた防災マネジメント

セミナーを全国の主管支所

が主体となって開催できる

ように防災マネジメントセ

ミナー講師養成研修を 42

人に実施し、要員の育成・確

保を図った。 
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・ 運送事業者へのコンサル

ティング業務及び講師派遣

等を行うこととなる第一種

コンサルタントを養成する

ため、安マネ中級研修を 18

人に対して実施するととも

に、第一種コンサルタント

として指名されている 7 人

に対して、レベルアップ研

修Ⅰを実施し、要員の質的

向上に努めた。 

・ 運輸安全マネジメント

評価業務を行っている安

全評価員に、国土交通省主

催の「運輸安全マネジメン

ト評価［上級］研修」を受

講させ、研修で取得した知

識を所属部内で共有化す

ることで、要員全体の資質

向上に努めた。 

エ 被害者援護業務の質的向

上に向けた取組 

・  被害者の気持ちの理解 

被害者の気持ちを理解す

ることは、ナスバ職員とし

て必要不可欠であることか

ら、令和4年度の新規採用職

員研修においても、引き続

き外部講師による被害者へ

の接し方に関する講義とナ

スバ友の会の会員であった

交通遺児の保護者からの当

事者視点による講話を実施

した。 

・  専門研修の実施 

各主管支所、支所におい

て弾力的に業務分担が行わ

れている現状を踏まえ、引

き続き、債権管理に係る研

修については、事故対策事

業推進員のほか、職員、非

常勤職員を対象として実施

し、専門知識の共有を図っ

た。 

また、令和4年3月から、

自動車事故被害者のニーズ

に応じた相談先の紹介等の

相談支援機能の強化を図る
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ため、現行のコーディネー

ターより高い知識を有する

Ⅱ種コーディネーター（現

行のコーディネーターはⅠ

種）の養成を開始している。 

・  「被害者援護促進の日」の

活用 

組織として被害者援護業

務の重要性に対する認識を

高めるため、被害者援護業

務主担当以外の職員を対象

とした被害者援護業務関係

勉強会を各主管支所で実

施。 

オ 会計事務の基礎知識等の養 

   成 

 ・  経理事務に携わる職員 36

人に対して、会計事務研修を

実施し、不正行為防止の心構

え及び会計事務の基礎知識

等の習得を図った。 

②階層別研修の実施 

新規採用職員、スタッフ、中堅

職員（チーフ、アシスタントマネ

ージャー）及び管理職員（マネー

ジャー、支所長、主管支所長）100

人に対して、引き続き階層別研

修を実施し、職員の資質向上を

図るほか、コンプライアンスや

人材育成に関する事例等を題材

に職員が自ら考えるタイプの研

修を実施し、コンプライアンス

の重要性や階層別の責任、機構

職員としての責任のあり方など

を理解させた。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―４ 自動車事故対策に関する広報活動 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

広報活動件数 － 2,274件 2,352件      

ナスバホームページ

アクセス件数 
－ 582万件 557万件     

 

SNS（Facebook）の

閲覧件数 
－ 14,776件 18,074件     

 

SNS（Twitter）の閲

覧件数 
－ － 277,769件     

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （５）自動車事故対

策に関する広報活動 

機構の全国組織を

活用し、関係機関と

の連携の下、自動車

損害賠償保障制度及

び機構業務につい

て、テレビやラジオ、

新聞、SNSなど広く国

民に知ってもらうた

めの取組を中心とし

て効果的に広報活動

を行う。 

さらに、自動車事

故発生の防止や被害

者支援の啓発に資す

るために、自動車運

送事業者等に対する

安全指導業務等にお

いて自動車事故被害

（６）自動車事故対

策に関する広報活動 

機構の業務を広く

国民に知ってもらう

ため、事故防止、被害

者援護及び自動車損

害賠償保障制度に関

し、組織一体となっ

た広報活動を実施し

ます。 

これまで実施して

きた広報活動におけ

る好事例等のポイン

トを集約・解説した

広報ガイドラインを

作成し、組織内にお

いて水平展開するこ

とによって、ノウハ

ウの活用を図り、広

報活動の質の向上を

（６）自動車事故対

策に関する広報活動 

機構の業務を広く

国民に知ってもらう

ため、事故防止、被害

者援護及び自動車損

害賠償保障制度に関

し、本部・支所が一体

となった広報活動を

積極的に実施しま

す。 

広報推進プロジェ

クトチームにより、

これまでに蓄積され

た好事例等のノウハ

ウやポイントをまと

めた広報ガイドライ

ンの作成に着手する

ほか、テレビ・新聞・

ラジオ等のメディア

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・広報活動件数 

・ナスバホーム 

ページアクセス件

数 

・ SNS(Facebook) の

閲覧件数 

・SNS(Twitter) 

の閲覧件数 

 

＜評価の視点＞ 

・自動車損害賠償保

障制度及びナスバ

業務を広く国民に

知ってもらうた

め、本部・支所が一

体となり、関係機

＜主要な業務実績＞ 

１）ナスバの広報活動の強化 

令和 4 年度においては、ナスバ

の認知度の向上が求められている

状況を踏まえ、令和 5 年 4 月 1 日

から施行される改正自動車損害賠

償保障法及び自動車損害賠償保障

制度の周知活動において、国土交

通省と連携して、ナスバにおいて

実施する被害者の援護や自動車ア

セスメントに関する内容を周知し

た。具体的には、令和 5 年 3 月に

デジタルサイネージによる動画放

映を、東名・新東名高速道路 36箇

所のサービスエリア・パーキング

エリアと全国 506 箇所のガソリン

スタンドで行うとともに、東日本

放送、千葉テレビ放送、岐阜放送、

山陽放送のテレビ番組において、

東北療護センター、千葉療護セン

ター、中部療護センター、岡山療護

センターで行っているリハビリ等

＜評定と根拠＞評定：Ａ 

全国組織である強みを活

かし、自動車損害賠償保障

制度及びナスバ業務に係る

広報活動を着実に実施し

た。 

特に、令和 4年度の新た

な取組として、高速道路の

サービスエリア・パーキン

グエリア、ガソリンスタン

ドでのデジタルサイネージ

による PR動画放映、地方

テレビ局の番組における療

護センターの紹介などの国

土交通省と連携した広報を

行うとともに、免許センタ

ー等におけるチラシ配布や

PR動画放映などの警察と

連携した広報を行ったほ

か、広報の組織体制の強

化、Twitterの開設による

情報発信の拡充など、広報

評定 Ａ 

令和４年度においては、自動車事故対策

に関する広報活動として、以下の取組を行

っている。 

 

○ナスバの広報活動の強化として、高速道

路のサービスエリア・パーキングエリア、

ガソリンスタンドでのデジタルサイネージ

による PR動画放映、地方テレビ局の番組に

おける療護センターの紹介などの国土交通

省と連携した広報を行った。 

 

○免許センター等におけるチラシ配布や PR

動画放映などの警察と連携した広報を行っ

た。 

 

○広報活動の成功事例のノウハウ等を集約

した「広報ガイドライン」を策定し、職員へ

の周知を図った。 
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者の置かれた実態を

広く伝える機会など

を拡大する。 

とりわけ、被害者

援護業務について

は、不知によりサー

ビスが享受できない

ことがないようホー

ムページやSNS、パン

フレット、地方公共

団体、障害者福祉関

係団体、医療機関、警

察損害保険会社、学

校等の関係機関との

連携を通じた事業内

容や利用方法の周知

を積極的に行う。 

図るとともに、関係

機関に対し、全国均

一の働きかけを推進

します。 

交通安全フェア等

における国等と協力

した周知宣伝活動に

加えて、SNSの効果的

な運用、テレビ・新

聞・ラジオ等のメデ

ィアを活用した広範

な広報活動等を積極

的に実施し、さらに、

当機構の各事業が連

携して広報活動を実

施することにより、

当機構の認知度のさ

らなる向上に積極的

に努めます。 

特に、被害者支援

の啓発のために、自

動車運送事業者等に

対する安全指導業務

等や自動車事故被害

者の創作品を展示す

るナスバギャラリー

の設置、訪問支援等

により収集・集積さ

れた情報の伝達を通

じて、自動車事故被

害者の置かれた実態

を広く伝えていきま

す。 

 さらに、被害者援

護業務については、

不知によりサービス

が享受できないこと

がないよう、ホーム

ページやSNS、パンフ

レットによる周知の

他、地方公共団体、警

察、損害保険会社、医

を活用した広範な広

報活動の一層の充実

を推進します。 

また、交通安全フ

ェア等における国等

と協力した周知宣伝

活動や被害者団体等

との連携、SNSの発信

強化等を実施すると

ともに、機構の各事

業が連携して広報活

動を実施することに

より、機構の認知度

向上を積極的に図り

ます。 

自動車運送事業者

等に対する安全指導

業務等や自動車事故

被害者の創作品を展

示するナスバギャラ

リーの設置、訪問支

援等により収集・集

積された情報の伝達

を通じて、自動車事

故被害者の置かれた

実態を広く伝えてい

きます。さらに、被害

者援護業務について

は、不知によるサー

ビスが享受できない

ことがないよう、ホ

ームページやSNS、パ

ンフレットによる周

知の他、地方公共団

体、警察、損害保険会

社、医療機関等への

訪問等、関係機関と

連携した周知活動を

積極的に行います。 

関と連携し、積極

的かつ効果的な広

報活動を行ってい

るか。 

・被害者支援の啓発

のために、自動車

事故被害者の置か

れた実態を広く周

知する取組を行っ

ているか。 

・被害者支援業務に

ついて、不知によ

りサービスが享受

できないことがな

いよう、関係機関

と連携した周知活

動を積極的に行っ

ているか。 

の取組が紹介された。また、令和 4

年 12 月以降に行った全国の支所

長等による都道府県警察に対する

広報連携のアプローチによって、

警察署や免許センターにおけるナ

スバ業務を含めた自動車損害賠償

保障制度に関するチラシ配布（613

箇所、44万枚）や動画放映（88箇

所）のほか、都道府県警察のホーム

ページにおけるナスバのホームペ

ージへのリンク（40 箇所）のほか、

Twitter のフォローやリツイート

による連携が実現し、警察との連

携による広報活動の充実を図っ

た。 

また、「広報ガイドライン」（後

述）を活用し、本部と全国の支所が

一丸となってメディア等の関係者

との関係づくりに取り組むととも

に、各支所において、警察等の関係

機関が開催する各種イベントに参

画するなどして、ナスバが実施し

ている被害者援護、安全指導、自動

車アセスメントに関する広報活動

を実施（194件）した。特に、次に

掲げる本部・支所の取組により、新

聞社等のメディアに対する働きか

けを積極的に行った結果、ナスバ

が実施する被害者支援や事故防止

対策について、テレビや一般紙・地

方紙、ネットーニュースなどの

様々なメディアで取り上げられ

（91件）、ナスバ業務の周知に大き

く寄与した。 

さらに、ナスバ業務の認知度向

上、自動車損害賠償保障制度に関

する広報活動の一環として、引き

続き、国土交通省・損害保険会社等

の関係機関と連携して作成した自

動車損害賠償保障制度広報・啓発

のポスターを全国の支所で掲示す

るとともに、リーフレットを受診

者や受講者に配布し、同制度の周

知を図った。 

○本部の取組 

広報活動を更に充実・強化させ

るための体制整備に取り組み、本

部に 1 名、9 主管支所に各１名の

活動の強化を図った。 

また、全国の支所による

広報活動の底上げを図るた

め、広報活動の成功事例の

ノウハウ等を集約した「広

報ガイドライン」を策定し

て職員への周知を図るとと

もに、各主管支所長から地

域の特性を活かした広報の

取組を提案するコンペを開

催することにより、各主管

支所の特長を活かした主体

的な広報を検討する機会を

創出し、ナスバ全体として

の広報の取組の機運の醸成

を図った。加えて、マスコ

ットキャラクター「ナスバ

ちゃん」を活用した広報活

動や各支所による積極的な

イベントの開催とメディア

への働きかけによって、多

くのテレビ局、新聞等に取

り上げられ、交通事故被害

者への支援の必要性や事故

防止の重要性を効果的に発

信するとともに、ナスバ業

務の認知度の向上を図っ

た。 

さらに、被害者支援の啓

発のため、ナスバギャラリ

ーの設置や市原刑務所にお

ける「被害者の視点を取り

入れた教育」プログラムで

の講義を実施し、自動車事

故被害者の置かれた実態に

ついて広く周知を図るとと

もに、被害者支援業務につ

いて、不知によりサービス

が享受できないことがない

よう、日本損害保険協会等

の関係機関と連携し、支援

を要する自動車事故被害者

に必要な情報を確実に届け

る「アウトリーチ」を意識

した周知を行った。 

上記の取組については、

年度計画を大きく上回って

いるものと判断し、Ａ評価

○ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス（SNS）を活用した広報活動については、

令和４年度の総リーチ数は 18,074 件とな

り、令和 2年度（8,710件）と比べて 2.1倍

に増加、令和 4年度末のフォロワー数は 457

人となり、令和 2年度末（141人）と比べて

3.2倍に増加。 

 

○職員によるアンケートや意見交換を通じ

たナスバ全体による議論により、ナスバの

マスコットキャラクター「ナスバちゃん」

のデザイン、コンセプトを決定するととも

に、具体的な活用方法について取扱マニュ

アルを策定し、名刺への印刷やマスクケー

ス、エコバッグ等のノベルティグッズをイ

ベント等で配布するなど、様々な広報活動

に活用した。 

 

○ナスバ内における広報の必要性、意識の

醸成、具体的な広報への取組に関する職員

に対する教育の一環として、ナスバ内で、

各主管支所長からそれぞれの地域の特性を

活かした広報の取組の内容を提案するコン

ペを開催し、優秀な提案に対して優先して

予算を配算することにより、各主管支所の

特長を活かした主体的な広報を検討する機

会を創出し、ナスバ全体としての広報の取

組の機運の醸成を図った。 

 

○理事長によるテレビ局に対するトップセ

ールスを契機に、テレビ局側に対して、理

事長に対するナスバの意義や役割について

のインタビューをはじめ、本部職員が千葉

療護センターの関係者との取材対応の調整

や介護料受給者へ訪問支援、自動車の衝突

試験場での取材対応を行った。 

 

○支援を要する事故被害者に必要な情報を

確実に届ける「アウトリーチ」を意識した

周知を行うため、令和 4 年度より、日本損

害保険協会や外国損害保険協会、JA共済の

自賠責保険を取り扱う会員等が自動車事故
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療機関等の関係機関

との連携を通じた事

業の周知を積極的に

行います。 

広報担当を配置する体制を構築し

た。加えて、全国の支所による広報

活動の底上げを図るため、支所が

広報活動を行う上で必要となる知

識や成功させるポイント等を掲載

するとともに、広報活動の成功事

例のノウハウを集約した「広報ガ

イドライン」を令和 4 年 9 月に策

定して職員研修への活用を通じた

周知徹底を図った。 

さらに、ナスバ内における広報

の必要性、意識の醸成、具体的な広

報への取組に関する職員に対する

教育の一環として、ナスバ内で、各

主管支所長からそれぞれの地域の

特性を活かした広報の取組の内容

を提案するコンペを開催し、優秀

な提案に対して優先して予算を配

算することにより、各主管支所の

特長を活かした主体的な広報を検

討する機会を創出し、ナスバ全体

としての広報の取組の機運の醸成

を図った。 

また、職員によるアンケートや

意見交換を通じたナスバ全体によ

る議論により、ナスバのマスコッ

トキャラクター「ナスバちゃん」の

デザイン、コンセプト（安全・安心・

快適なクルマ社会を作るために突

然現れた妖精）を決定するととも

に、具体的な活用方法について取

扱マニュアルを策定し、名刺への

印刷やマスクケース、エコバッグ

等のノベルティグッズをイベント

等で配布するなど、様々な広報活

動に活用した。 

ソーシャル・ネットワーキング・

サービス（SNS）を活用した広報活

動については、令和元年 6 月に開

設した Facebookにおいて、ナスバ

の各業務の紹介やイベント開催情

報、プレスリリースの内容等に関

する投稿を積極的に行った結果、

令和４年度の総リーチ数は 18,074

件となり、令和 2年度（8,710件）

と比べて 2.1 倍に増加、令和 4 年

度末のフォロワー数は 457 人とな

り、令和 2年度末（141 人）と比べ

とするものである。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、事故防止業務、

被害者援護業務及び自動車

損害賠償保障制度に関し、

戦略的かつ効果的な広報活

動を積極的に実施すること

によって、ナスバの認知度

向上に努める。 

また、引き続き、ナスバ

ギャラリーの設置や市原刑

務所における「被害者の視

点を取り入れた教育」プロ

グラムでの講義の実施など

による被害者支援の啓発の

ための活動や、被害者支援

業務について、支援を要す

る自動車事故被害者に必要

な情報を確実に届ける「ア

ウトリーチ」を意識した周

知活動などにより、不知に

よりサービスが享受できな

いことがないよう、積極的

な周知活動等に努める。 

 

 

により脳や脊髄などを損傷して介護を要す

る後遺障害を負われた被害者に訪問等をす

る際に、そのような被害者が対象となるナ

スバの介護料支給に関するパンフレット配

布の協力を得た。 

 

以上により、年度計画における所期の目

標を上回る成果が得られていると認められ

るため、Ａ評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・Ａ評定について異論はない。 

・自転車を運転する国民に向けて広報する

ことはよいが、救命救急の医者や看護師等

治療・看護する方面にも広報をすべきであ

る。 

・病院や自動車教習所など、ナスバの関連

業種に対する広報も同時進行で行ってほし

い。 
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て 3.2倍に増加させた。 

さらに、令和 4年 11月 2日から

新 た に Twitter を 開 設 し 、

Facebookと同様に積極的な投稿に

加えて、支所における警察との連

携により、埼玉、兵庫、熊本などの

複数の県警の Twitter によるリツ

イートにより、SNSによる情報発信

を強化した結果、5ヶ月間のインプ

レッション数は 277,769 回、令和

4 年度末のフォロワー数は 400 人

となった。 

メディア関係者への働きかけに

おいては、理事長によるテレビ局

に対するトップセールスを契機

に、テレビ局側に対して、理事長に

対するナスバの意義や役割につい

てのインタビューをはじめ、本部

職員が千葉療護センターの関係者

との取材対応の調整や介護料受給

者へ訪問支援、自動車の衝突試験

場での取材対応を行った結果、令

和 5年 3月、BSテレビ東京の「SDGs

が変えるミライ」の番組において、

千葉療護センターの看護師が患者

に寄り添う様子、訪問支援の様子

や社会福祉士の資格取得を目指す

介護料受給者のインタビュー、自

動車アセスメントの衝突試験の様

子や目的などが紹介され、ナスバ

の認知度向上に寄与した。 

○主管支所・支所の取組① 

福岡主管支所では、新たな取組

として、令和 4 年 9 月に多くの集

客が見込まれる JR 博多駅前にお

いて、自動車アセスメントの衝突

試験車両の展示や適性診断の体験

受診などの広報活動を実施（来場

者数：約 500 人）するとともに、

メディアへの働きかけを行った結

果、その様子が TVQ 九州放送、

J:COM で放映されたほか、毎日新

聞、西日本新聞などに掲載された。 

また、福岡主管管内の職員が一

丸となって、佐賀、長崎、熊本、大

分、宮崎、鹿児島、沖縄の各支所に

おいて、JR駅前等でパンフレット

を配布するとともに、ナスバ業務
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を丁寧に説明する広報活動を行っ

た。 

さらに、熊本支所では、熊本県警

察と連携し、令和 5 年 3 月に熊本

市の「くまモンスクエア」で開催さ

れたイベントにおいて、春の全国

交通安全運動に関するお知らせ

や、ナスバによる被害者支援、事故

防止対策の取組を紹介した。また、

「ナスバちゃん」と熊本県 PRキャ

ラクター「くまモン」、熊本県警察

シンボルマスコット「ゆっぴー」に

よる共演が実現し、その模様が KAB

熊本朝日放送で放映された。 

これらの取組は、テレビ局や新

聞に取り上げられるなど、ナスバ

の認知度向上に寄与した。 

○主管支所・支所の取組② 

東京主管支所では、特定非営利

活動法人いのちのミュージアムと

のコラボレーション企画として、

昨年に引き続き、交通事故被害者

にスポットを当てた「生命（いの

ち）のメッセージ展」を管内全ての

支所で順次開催し、適性診断受診

者をはじめ、一般の方々にも、「交

通事故被害者」と「事故によって失

われた生命」、「自動車を運転する

責任」について問いかける周知活

動を行うとともに、メディアへの

働きかけを行った結果、山梨支所

では YBS 山梨放送、UTY テレビ山

梨、山梨 CATV、Yahoo!ニュースで

紹介されたほか、山梨日日新聞に

掲載され、千葉支所では Yahoo!ニ

ュースで紹介されたほか、産経新

聞、千葉日報などに掲載され、埼玉

支所では毎日新聞、東京新聞、埼玉

新聞に、群馬支所では東京新聞、上

毛新聞に、栃木支所では下野新聞

にそれぞれ掲載された。 

特に、神奈川支所では、新たに工

夫した取組としてオープニングセ

レモニーを開催した結果、NHKで紹

介されたほか、神奈川新聞に掲載

された。また、約 500 人の来場者

に対して行ったアンケート結果で

は、生命のメッセージ展について
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「大変参考になった」と回答した

人が 72％、「まあ参考になった」と

回答した人が 26％となったほか、

「被害者の方たちの生きていた現

実を改めて知る事で、事故の重大

さや安全に対する心構えを再認識

できる企画だと思った。」や「等身

のパネル、写真、靴、事故の様子、

家族との繋がりを示す物、全部相

まって力強いメッセージだと思っ

た。」のコメントが寄せられるな

ど、多くの方々に生命のメッセー

ジ展の趣旨が浸透される結果とな

った。 

これらの取組は、テレビ局や新

聞に取り上げられるなど、広報の

強化に寄与した。 

○主管支所・支所の取組③ 

札幌主管支所では、新たな取組

として、令和 4 年 7 月に多くの集

客が見込まれる札幌駅前通地下広

場「チ・カ・ホ」憩いの広場におい

て、自動車事故被害者が創作した

絵画の展示や自動車アセスメン

ト・チャイルドシートアセスメン

ト、安全指導業務を紹介するブー

スを設けて各種パンフレットを配

布（来場者数：2日間で約 800人）

するとともに、メディアへの働き

かけを行った結果、その様子が札

幌テレビ、北海道文化放送で放映

されたほか、北海道新聞などに掲

載されるなど、ナスバの認知度向

上に寄与した。 

 

２）全国交通安全運動での PR活動 

全国交通安全運動の一環とし

て、各種イベントに参加し、被害

者保護、事故防止対策及び自動車

損害賠償保障制度等に関する PR

活動を実施した。 

 

３）ホームページの活用 

ナスバ業務の認知度向上の一環

として、ホームページで案内して

いるナスバの業務紹介ビデオを刷

新するとともに、トップページに

ナスバの Facebook及び Twitterと
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国土交通省が開設した被害者支援

等を紹介するための特設サイトの

バナーを新設し、トップページか

ら様々な情報発信ができる環境を

整備した。なお、令和 4 年度のホ

ームページへのアクセス件数は、

全体で約 557万件となっている。 

 

４）ナスバ概要（パンフレット等）の

配布 

ナスバの総合的なパンフレット

を令和 4 年 8 月に刷新し、地方自

治体、関係機関に広く頒布すると

ともに、各種イベント等において

多数配布した。 

また、交通事故被害者に向けた

「被害者援護制度紹介リーフレッ

ト」や「被害者援護制度紹介チラ

シ」を作成し、全国に支所を有する

体制を活用し、各関係機関に対し

周知を行うとともに、「日本自動車

会館」で開催した「ナスバギャラリ

ーIN東京」の場にて配布した。 

 

５）ナスバギャラリーの設置 

自動車事故被害者（交通遺児や

重度の障害を負った方）が描いた

絵画・書道等の創作品を展示する

「ナスバギャラリー」を主管支所

等に設置し、被害者援護業務に関

する広報活動を実施した。 

また、令和 4 年 11 月 28 日から

12月 2日に自動車会館（芝大門）

で「ナスバギャラリーIN東京」を

開催し、被害者支援の情報を発信

した。これらの展示では、新型コロ

ナウイルス感染防止対策を徹底し

つつ、延べ 448 人が足を止めて自

動車事故被害者の作品を観覧し

た。観覧者からは、「とにかく素晴

らしい、涙がでる思いでみていま

した。」「本当に感動しますし、優し

い気持ちになれます。作者の皆さ

んにも、ぜひ伝えてほしいです。」

「素晴らしい作品展を開いてくだ

さり、ありがとうございます。」等

の感想があり、自動車交通事故被
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害者への支援の必要性や安全運転

の意識の醸成に寄与した。 

 

６）市原刑務所（初犯の交通事犯受刑

者を収容している施設）における

「被害者の視点を取り入れた教

育」プログラムでの講義の実施 

令和 5 年 2 月、市原刑務所で交

通事犯の受刑者に対する更正プロ

グラムの一環として講義を実施し

た。この講義は、『自らの犯罪と向

き合うことで犯した罪の大きさや

被害者及びその家族の心情を認識

させ、被害者及びその家族に誠意

を持って対応していく意識ととも

に、再び罪を犯さない決意を固め

させる』ことを目的として、安全指

導業務でのドライバー等に対する

教育の経験や被害者援護業務での

被害者と直に接する中で培った幅

広い知見を基に加害者に対する被

害者の声も含めたものであり、ナ

スバにしかできない講義として、

平成 27年度から継続的に実施し、

功績を高く評価されている。 

 

７）日本損害保険協会等を通じた周

知活動 

支援を要する事故被害者に必要

な情報を確実に届ける「アウトリ

ーチ」を意識した周知を行うため、

昨年度に引き続き、日本損害保険

協会に対し、ナスバの被害者援護

業務の周知依頼を実施し、被害者

援護業務のリーフレット等の配布

の協力を得た。 

また、令和 4 年度より、日本損

害保険協会や外国損害保険協会、

JA共済に対して、自賠責保険を取

り扱う会員等が自動車事故により

脳や脊髄などを損傷して介護を要

する後遺障害を負われた方へ訪問

等をする際に、ナスバの介護料支

給についてのパンフレットの配布

の協力を得た。 

 

８）交通事故被害者サポート事業（警

察庁主催）への参画 
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警察庁主催の交通遺児等支援担

当者（学識経験者、各県警察、自治

体、被害者支援団体等）による交通

事故被害者サポート事業に参画

し、交通遺児等のニーズを把握す

るとともに、以下の取組に相談窓

口等関係者として参画。 

・全国を対象とした「自助グルー

プ運営・連絡会議」（令和 4年 9

月 29 日：オンライン配信で開

催）に参画。 

・福島県、千葉県、佐賀県の関係団

体を対象とした「交通事故被害

者等支援に関する意見交換会」

（令和 4 年 10 月 18 日：オンラ

イン配信で開催）に参画。 

・全国を対象とした「交通事故で

家族を亡くした子供の支援に関

するシンポジウム」（令和 4年 11

月 1日：オンライン配信で開催）

に参加。 

 

＜参考＞交通事故被害者サポート事

業について 

交通事故被害者等が回復に向け

て歩み出すことができる環境を醸

成するため、警察庁が主体となっ

て以下の事業を実施。 

①交通事故被害者等支援に関する

意見交換会 

被害者支援に携わる関係者が事

例紹介や意見交換等を行うことに

よって、関係者間の連携強化、支援

業務の充実を図る。（体制：支援に

携わる専門家、遺族、自治体等） 

②自助グループ運営・連絡会議 

専門家による被害者支援に関す

る講演、被害者による事例紹介や

意見交換等を行うことによって、

被害者の回復のための自助グルー

プ活動を促進。（体制：被害者支援

センター、被害者団体等） 

③交通事故で家族を亡くした子供

の支援に関するシンポジウム 

交通事故で家族を亡くした子供

の支援について、専門家による講

演や遺族体験談の発表等を通じ

て、保護者等の関係者に必要な情
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報を発信。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

 


